
文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

学校法人以外の主
体による学校設置
（株式会社以外） 0800260

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ
Ｃ－１

貴省からの回答には、「他の非営利法人は、法制
度上そのような学校の設置主体にふさわしい制度
設計がなされていないため学校の設置主体として
認められない」とあるが、 非営利法人について
も、株式会社を一定の条件で認ているのと同様、
適切な要件を課すことで、株式会社のみに認める
合理性は存在しないのではないか。再度検討し回
答されたい。

地方公共団体が不登校児童生徒等に対する教育
について特別なニーズがあると認める場合に
は、不登校児童生徒等の教育を行うＮＰＯ法人
で一定の実績等を有するものの学校設置を認め
ることとする。その際、情報公開・第三者評価
の実施、セーフティネットの構築等を図る。

Ａ 1248050 茨城県
つくば・東
海・日立知的

特区

学校設置主体の要件
の緩和（株式会社等
による学校経営等）

0800620

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 1347010 港区
豊かな明日の
子どもたちを
育む教育特区

学校設置主体の要件
の緩和(株式会社等
による学校経営等)

0800660

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、非営利の民間事業者の学校設置を認めるものだが、
これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 1229010 東京都台
東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

民間事業者の学校経
営への参入など学校
設置主体の緩和

0800740

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
 　提案は、財団法人が専門職大学院を設置運営するものであ
るが、これについても認められると解してよいか。また、認め
られないとすればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 1254060 墨田区 産業活力創生
特区

財団法人が設置・運
営する専門職大学院
に関する必置専任教
員の要件の撤廃

0800910

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 1370010 三鷹市 教育改革・知
的創造特区

学校設置主体の要件
の緩和（株式会社等
による学校経営等）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0801200

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 1449010 長野県
新しい学校経
営主体認可特

区

「私立学校」の定義
に株式会社等が設立
する学校を追加

0801210

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 1449020 長野県
新しい学校経
営主体認可特

区

学校を設立運営する
株式会社等を「学校
法人」と同列に位置
づけ

0801720

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 1394090 堺市 国際楽市楽座
特区

学校設置主体の要件
の緩和（株式会社等
による学校経営等）

0802040

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、公益法人等による学校設置を認めるというものであ
るが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 1312020 熊本県
先端産業を担
う人材育成特

区

学校設置主体の要件
の緩和（株式会社等
による学校経営等）

0802200

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2100010 個人 国際教育開発
特区 学校設置基準の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0802250

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2102010

特定非営
利活動法
人　アジ
ア教育開
発研究所

公設民営型イ
ンターナショ
ナルスクール
（国際教育開
発特区）

学校設置基準の緩和

0802570

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2037020 （株）向
学社 教育特区 株式会社主体の学校

設立を認める

0802590

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2151010

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

学校設立要件の緩和
について

0802730

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2152010

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

学校の設置主体の要
件の緩和（株式会社
等による学校経営）

0802850

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、社会福祉法人が学校を設置できるようにしたいとい
うものであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2150010
㈱東京
リーガル
マインド

子育て支援総
合施設設置特

区

学校設置者要件の拡
大
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803110

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2030020 三菱地所
株式会社

国際人材育
成・技術交流

特区

学校設置主体の要件
の緩和（株式会社等
による学校経営）

0803800

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2131030
ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

養護学校設立に関す
る要件の緩和

0805650

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2123010

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

学校設置主体の要件
の緩和

0805740

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2121010

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

学校設置主体の要件
の緩和

0804460

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2054010

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

民間業者の学校経営
への参入など学校経
営主体の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804580

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　所管庁が認定する特定非営利活動法人による学校設置を可能
にしたいという要望に対して措置の分類「Ａ」を付している
が、この要望について認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2050010

特定非営
利活動法
人東京
シューレ

ＮＰＯ法人に
よる新しいタ
イプの学校設
置特区

学校設置主体の要件
の緩和

0805060

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2122010

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

学校設置主体の要件
の緩和

0805140

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2071010

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

非営利の民間教育団
体の学校経営への参
入など学校設置主体

の緩和

0805320

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　非営利の民間教育団体による学校設置を可能にしたいという
要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望につ
いて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2072010

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

非営利の民間教育団
体の学校経営への参
入など学校設置主体

の緩和

0805490

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2036010
長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

「公設民営学校（仮
称）」を開校するた
め、学校設置主体の
緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805560

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2124010
長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

非営利の民間教育団
体の学校経営への参
入など学校設置主体

の緩和

0804820

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2087010

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

学校設立に関する法
人の種類の緩和

0803740

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、ＮＰＯ法人が学校を設置できるようにし、その中立
性を「公設学校審議会」により担保するというスキームである
が、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、②については、「公設民営学校」について制度化することは想定しておらず、それ
が「できた場合」という「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはでき
ない。

Ａ 2174040

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

学校の設置基準の緩
和

0800340

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 1200020 群馬県太
田市

太田外国語教
育特区

学校設置主体の緩和
並びに地方公共団体
の長の権限の拡大

0800850

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 1395010 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

株式会社等による学
校経営（学校設置主
体の要件緩和）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0802400

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2082010 株式会社
秀学 教育特区

学校設置にあたり、
地方自治体・学校法
人の他に「学校事業
者による学校」によ
る認可を行う。

0802480

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2183020

株式会社
アット
マーク・
ラーニン
グ

「海外の学習
指導要領を用
いたインター
ネット・ハイ
スクール」卒
業生の大学入
学・受験機会
の拡大

学校設置主体の要件
の緩和8002　　≪学
校教育法≫2条（設
置可能な主体）に下
記を追加　　→
第四項　第一項の規
定にかかわらず、構
造改革特区認定を受
けた地方公共団体の
長が、認可した学校
事業者は、学校を設
置できる。その学校
事業者とは、教育の
振興を目的とする株
式会社やＮＰＯも含
めるものとする。

0802930

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、、関連省庁の長（又は特区の認定を受けた地方公共
団体の長）が認証した認証評価機関によって設置する学校の教
育研究等の総合的な状況が適切である旨の認証評価を事前に受
けた者については、株式会社等であっても特区認定された地方
公共団体の長への届出によって学校を設置できるようにすると
いうものだが、これについても認められると解してよいか。
　また、認められないのであれば、その理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　②については、大学の教育研究活動は全国的に展開されるものであり、都道府県知事
が設置認可を行うことは不適切である。また、大学の教育研究水準を確保するとともに、
我が国の大学及びその学位の国際的通用性を保証するため、大学の設置に際しては、
文部科学大臣の認可が必要である。

Ａ 2178010
デジタル
ハリウッ
ド

（つくば・東
海・知的特
区）

学校設置主体の要件
緩和（株式会社等に
よる学校経営）

0803030

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2079010 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

学校設置にあたり、
地方自治体、文部科
学省、学校法人の他
に「学校事業者（仮
称）」による認可を
行う。
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803120

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2080010
藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

学校設置にあたり、
地方自治体、文部科
学省、学校法人の他
に「学校事業者（仮
称）」による認可を
行う。

0803200

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2081010 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

学校設置にあたり、
地方自治体、文部科
学省、学校法人の他
に「学校事業者（仮
称）」による認可を
行う。

0803540

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2112010

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

学校設置主体の要件
の緩和

0803730

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2174010

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

学校の設置主体の緩
和　（NPO法人によ
る学校経営）

8 / 65 ページ



文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803960

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、ＮＰＯに対
し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキー
ムであるが、これも認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2139010

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

学校設置主体の要件
の緩和（株式会社等
学校法人以外による
学校設置および経営
等）

0804970

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2047050

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

学校の設置者・運営
者の拡大

0805280

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、認定自治体の長がＮＰＯ等に対し、学校を設置でき
る「学校事業者」として認可とするスキームであるが、これも
認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2051050

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区

学校の設置者・運営
者の拡大

0804420

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　ＮＰＯ法人等非営利団体による学校設置を可能にしたいとい
う要望に対して措置の分類「Ａ」を付しているが、この要望に
ついて認めるという趣旨か。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校
法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。
しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができ
ると考えたことから「Ａ」と回答したところである。

Ａ 2057050

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

学校の設置者・運営
者の拡大
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803970

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、「学校事業者」を私立学校法に定める私立学校に準
じる学校と認めてほしいというものであるが、これについても
認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、②については、「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが
「できた場合」という「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできな
い。

Ａ 2139020

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

学校設置主体の要件
の緩和（学校事業者
による学校を私立学
校に準じる存在とし
て認可）

0803980

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、「学校事業者」を私立学校法に定める私立学校に準
じる学校と認めてほしいというものであるが、これについても
認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、②については、「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが
「できた場合」という「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできな
い。

Ａ 2139030

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

私立学校法における
「学校事業者」の定
義の追加。

0804070

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。
②提案者の提案内容について
　提案は、「学校事業者」を私立学校法に定める私立学校に準
じる学校と認めてほしいというものであるが、これについても
認められると解してよいか。
　また、認められないのであればその理由如何。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
　なお、②については、「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが
「できた場合」という「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできな
い。

Ａ 2139120

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

私立学校法附則の確
認

0804760

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2176010
こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

民間事業者の学校経
営への参入など学校
設置主体の緩和

0802500

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

2105010
株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

多様な学校設置者の
容認（株式会社によ
る学校設置・運営）

10 / 65 ページ



文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805860

　　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区
において、特別なニーズがある場合は、株式会社が
学校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報
公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する。）
なお、他の非営利法人類型については、学校設置主
体とすることは困難であるが、学校法人の設立要件
の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

2045010
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

学校設置主体の要件
の緩和

学校法人以外の主
体による学校設置
（株式会社）

0801430

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ
株式会社による具体的な学校設置の制度設計につ
いて、至急検討し回答されたい。

基本的な制度設計については、「構造改革特別
区域法の一部を改正する法律案」を閣議決定す
る予定の３月中旬までに関係各方面と調整した
上で決定し、明らかにしたい。

1301060 静岡県
光技術関連産
業集積促進特

区

学校設置主体の要件
緩和（株式会社によ
る学校経営）

0802070

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

2101010 株式会社
東進

公設民営型
英才幼保園

《学校設置基準の緩
和》

0803000

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

2154020 ㈱ウィン 児童教育特区

不登校児童を対象と
した、新しいタイプ
の学校の設置による
教育課程の弾力化

0803020

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる。（情報公
開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保の
ためのセーフティネットの構築に留意する。）
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするた
め、特区の第１次提案による特例措置の対象の拡大
を図る。

①貴省の回答全般について
１．「他の非営利法人類型」について、学校設置主体とするこ
とが困難とする理由を明示されたい。
２．なぜ、株式会社と、他の非営利法人類型とで取扱を変える
のか。合理的な理由を示されたい。
３．特例措置の対象は、幼稚園から大学まで、全ての学校種を
対象にするということでよいか。
４．「特別なニーズ」とは何か。貴省は全ての提案者の項目に
「Ａ」を付けているが、今回の提案のニーズは全て満たされる
と考えてよいのか。
５．「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保
のためのセーフティネットの構築に留意する」とあるが、具体
的な内容を明らかにされたい。

１．２．について
　「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評
議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して
学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度
設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわし
い制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人
の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を要しな
い）の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
　これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校
経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容
認するものである。
３．については貴見の通り。
４．について
　いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体
的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
５．について
　制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

Ａ 2018010 ㈱河合ゼ
ミナール 教育関連特区

不登校児童生徒を対
象とした、民間運営
による新しいタイプ
の学校設置

0803430 株式会社に学校設置を認めるにあたっての詳細につ
いては今後検討することとしている。 検討内容、スケジュールについて具体的に示されたい。

　現在のところ、情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のためのセー
フティネットの構築に留意しながら検討中である。本件は、学校設置主体の拡大という学
校教育制度の根本に関わる規制緩和であり、その制度設計には慎重な検討が必要であ
るが、できるだけ速やかに検討したい。

2045020
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

学校設置の認可基準
の特例
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804090 株式会社に学校設置を認めるにあたっての詳細につ
いては今後検討することとしている。 検討内容、スケジュールについて具体的に示されたい。

　現在のところ、情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のため
のセーフティネットの構築に留意しながら検討中である。本件は、学校設置主体
の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和であり、その制度設計には慎
重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。

2139140

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

学校施設および設備
に関する基準の弾力
化

0802610 株式会社に学校設置を認めるにあたっての詳細につ
いては今後検討することとしている。 検討内容、スケジュールについて具体的に示されたい。

　現在のところ、情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のためのセー
フティネットの構築に留意しながら検討中である。本件は、学校設置主体の拡大という学
校教育制度の根本に関わる規制緩和であり、その制度設計には慎重な検討が必要であ
るが、できるだけ速やかに検討したい。

2151030

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

学校事業者が届け出
るべき事項について

学校設置者以外の
学校の管理・運営
の容認

0800640

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受け
る権利を制度的に保障するために設けられているも
のであり、公の性質を持つものであるため、その実
施主体等について必要な規制を行う必要がある。こ
のため、教育基本法第６条及び学校教育法第２条に
より学校の設置者を国、地方公共団体及び学校法人
に限定するとともに、学校教育法第５条において、
公の性質を持つ学校の設置運営の安定性、公共性を
担保するため、設置者がその設置する学校を管理す
ることとしている。特に義務教育段階においては、
義務教育を確実に履行するため、市町村に対して公
立小中学校の設置義務を課し、国としても義務教育
費国庫負担制度等の様々な行財政措置を講じてい
る。このような趣旨に鑑みれば、公立学校の管理運
営を第三者に包括的に委託することは、学校設置者
としての責任放棄であり、到底認められるものでは
ない。
　なお、現行制度においても、地方公共団体が土地
や施設等を学校法人に提供し、当該学校法人が学校
を設置管理することや、地方公共団体が出資して第
三者と共同で学校法人を設立することは可能であ
り、地方自治体と民間団体との協力による学校運営
を行うことは可能である。

　提案は、学校事業者による学校は教育目標の設定や、教育課
程等の目標への達成責任の義務化を前提に委託されるもので
あって、学校の設置運営の安定性、公共性を担保できるのでは
ないか。提案内容について、再度具体的に検討し回答された
い。
　授業料については、貴省からの回答では､認めることは困難
であるとのことであるが、提案は区内の全ての就学者が無料で
義務教育を受ける機会を保証していることを前提に、教員等の
確保や特別な教材など既存の区立学校の運営に要する費用以上
以上の費用を授業料として徴収するものであり、憲法や教育基
本法の趣旨に反するもではないと考えられる。この点について
検討し回答されたい。

　　現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立し、
地方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営することは可能で
ある。
　公教育としての適切な教育水準の確保を図るため、義務教育費国庫負担制度、県費
負担教職員制度等が設けられており、学校の管理運営を学校設置者以外の第三者に
包括的に委託することは困難である。
　また、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れることから、憲法の趣旨に合わない。

Ｃ－１

　保育所、特養ホームなどは既に公設民営が認められてい
るところであり、学校だからといって公設民営を導入した
としても設置者の「責任放棄」になるとは言えないのでは
ないか。例えば、提案者から「公設民営型の学校は、学校
の経営方針、教育目標、教育課程等について、設置者であ
る区長や教育委員会と協議し、地域住民の要望と照らし、
設置が妥当と認められる場合のみ設置の許可を出すといっ
た仕組みを考えており、学校設置者としての責任を放棄す
るものではない」、また、「公立学校設置者である地方自
治体が教育目標をあらかじめ定め、第三者である「特定学
校運営事業者」がその教育目標達成の遵守責任を負う契約
を結ぶことを提案しており、地方公共団体は、「教育目標
の設定」と「第三者が行う教育内容の成果を評価し、必要
な措置を講ずる」ことを通じて良質な教育サービスを提供
する責任を果たすのであり、「責任放棄」にはならない」
との意見があるように、設置者が責任を果たしうるような
条件を示した上で、公設民営型の学校設置を認めるべきと
考えるが、具体的に検討し回答されたい。
なお、「包括的に委託することは責任放棄である」とある
が、どこまでであれば委託することは可能なのか、明確に
示されたい。

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権
利を制度的に保障するために設けられており、このた
め、設置運営の安定性、公共性を確保する目的で、設置
者が責任を持ってその設置する学校を管理することとし
ているものである。よって、特区といえども、設置者と
しての責任を放棄するようなことは認められない。
　とりわけ義務教育については、憲法や教育基本法に定
める国民の権利を確実に担保する観点から、法律で直接
に市町村に対し、学校の設置を義務付けており、他の施
設等と同列に議論することはできない。
　そもそも「公設民営」学校の設置については、その設
置と達成しようとしている目的との関連が不明確である
が、提案にある特色ある教育の実施や保護者や地域住民
との連携・協力については、地方公共団体の判断によ
り、構造改革特区における特例措置や現行制度を活用す
ることにより十分に実現可能であり、実際に取り組んで
いる地方公共団体もあるところ。
　なお、現行制度においても、施設管理等、第三者に対
して委託が可能な学校に関する業務もあり、教育分野へ
の外部資源の活用の在り方や民間委託の可能な範囲の明
確化については、総合規制改革会議答申「規制改革の推
進に関する第２次答申」の指摘を踏まえ、平成１５年度
中に検討を行う予定。

1347030 港区
豊かな明日の
子どもたちを
育む教育特区

学校設置主体以外の
学校管理・運営の容
認

0800840

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権
利を制度的に保障するために設けられているものであ
り、公の性質を持つものであるため、その実施主体等に
ついて必要な規制を行う必要がある。このため、教育基
本法第６条及び学校教育法第２条により学校の設置者を
国、地方公共団体及び学校法人に限定するとともに、学
校教育法第５条において、公の性質を持つ学校の設置運
営の安定性、公共性を担保するため、設置者がその設置
する学校を管理することとしている。特に義務教育段階
においては、義務教育を確実に履行するため、市町村に
対して公立小中学校の設置義務を課し、国としても義務
教育費国庫負担制度等の様々な行財政措置を講じてい
る。このような趣旨に鑑みれば、公立学校の管理運営を
第三者に包括的に委託することは、学校設置者としての
責任放棄である。
　また、憲法に定める義務教育無償の理念を実現するた
め、国公立の義務教育諸学校においては授業料の徴収を
禁じ、必要な経費については義務教育費国庫負担金やそ
の他の補助金、交付金等により措置されているところで
あり、これらに加えて授業料を徴収することを認めるこ
とはできない
　なお、現行制度においても、地方公共団体が土地や施
設等を学校法人に提供し、当該学校法人が学校を設置管
理することや、地方公共団体が出資して第三者と共同で
学校法人を設立することは可能であり（私立学校である
ため、授業料の徴収も可能。）、地方自治体と民間団体
との協力による学校運営を行うことは可能である。

　提案は、学校事業者による学校は教育目標の設定や、教育課
程等の目標への達成責任の義務化を前提に委託されるもので
あって、学校の設置運営の安定性、公共性を担保できるのでは
ないか。提案内容について、再度具体的に検討し回答された
い。
　授業料については、貴省からの回答では､認めることは困難
であるとのことであるが、提案は区内の全ての就学者が無料で
義務教育を受ける機会を保証していることを前提に、教員等の
確保や特別な教材など既存の区立学校の運営に要する費用以上
以上の費用を授業料として徴収するものであり、憲法や教育基
本法の趣旨に反するもではないと考えられる。この点について
検討し回答されたい。

　現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立し、地
方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営することは可能であ
る。
　公教育としての適切な教育水準の確保を図るため、義務教育費国庫負担制度、県費
負担教職員制度等が設けられており、学校の管理運営を学校設置者以外の第三者に
包括的に委託することは困難である。
　教科書の採択権限についても、同様である。
　また、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れることから、憲法の趣旨に合わない。

C, D-1 1395010 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

株式会社等による学
校経営（学校設置主
体の要件緩和）

0801300

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権利を制
度的に保障するために設けられているものであり、公の性質を
持つものであるため、その実施主体等について必要な規制を行
う必要がある。このため、教育基本法第６条及び学校教育法第
２条により学校の設置者を国、地方公共団体及び学校法人に限
定するとともに、学校教育法第５条において、公の性質を持つ
学校の設置運営の安定性、公共性を担保するため、設置者がそ
の設置する学校を管理することとしている。特に義務教育段階
においては、義務教育を確実に履行するため、市町村に対して
公立小中学校の設置義務を課し、国としても義務教育費国庫負
担制度等の様々な行財政措置を講じている。このような趣旨に
鑑みれば、公立学校の管理運営を第三者に包括的に委託するこ
とは、学校設置者としての責任放棄である。
　また、憲法に定める義務教育無償の理念を実現するため、国
公立の義務教育諸学校においては授業料の徴収を禁じ、必要な
経費については義務教育費国庫負担金やその他の補助金、交付
金等により措置されているところであり、これらに加えて授業
料を徴収することを認めることはできない。
　さらに、学校教育については、国民の教育を受ける権利を保
障するため、全国で一定水準の教育を受けられるようにするこ
とが必要であり、このため、学校の施設設備や教員の資格、教
育課程について最低限必要な基準等が設けられている。特区と
いえども、これらの基準等に全く従わない学校を認めることは
できない。
　なお、現行制度においても、地方公共団体が土地や施設等を
学校法人に提供し、当該学校法人が学校を設置管理すること
や、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立す
ることは可能であり（私立学校であるため、授業料の徴収も可
能）、地方自治体と市民・民間団体との協力による学校運営を
行うことは可能である。

　提案は、学校事業者による学校は教育目標の設定や、教育課
程等の目標への達成責任の義務化を前提に委託されるもので
あって、学校の設置運営の安定性、公共性を担保できるのでは
ないか。提案内容について、再度具体的に検討し回答された
い。
　授業料については、貴省からの回答では､認めることは困難
であるとのことであるが、提案は区内の全ての就学者が無料で
義務教育を受ける機会を保証していることを前提に、教員等の
確保や特別な教材など既存の区立学校の運営に要する費用以上
以上の費用を授業料として徴収するものであり、憲法や教育基
本法の趣旨に反するもではないと考えられる。この点について
検討し回答されたい。

　現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立し、地
方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営することは可能であ
る。
　公教育としての適切な教育水準の確保を図るため、義務教育費国庫負担制度、県費
負担教職員制度等が設けられており、学校の管理運営を学校設置者以外の第三者に
包括的に委託することは困難である。
　教科書の採択権限についても、同様である。
　また、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れることから、憲法の趣旨に合わない。
　また、公務員としての身分を有する職員については、分限規定により降任や免職等に
係る身分保障がなされる反面、政治的行為の制限や、労働基本権の制限等が課せられ
るものであり、また、特定学校運営事業者による学校の職員が公務員としての身分を有
するかどうかは、当該学校の地方教育行政組織上の位置づけ、当該学校において行う
職務の性質、目的等に則して具体的に判断されるべきものである。なお、教育公務員特
例法第３条により改めて公務員としての身分を付与するものではない。
　なお、関連の提案の中には、そもそも制度的に存在しないものを前提としているものが
含まれており、それらの是非について具体的に検討することは困難。

1456010 長野県
新しい公設民
営型スクール
実現特区

公設民営型学校を学
校教育法に位置づけ
る

0800640 港区の提案「1347030」への回答と同様
提案は、学校の管理・運営について、社会福祉法人などの公共
的団体であれば委託可能とする、というもであり、具体的に回
答されたい。

港区の提案「1347030」への回答と同様 1270010 島根県
松江市

幼保一元化
特区

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0800640 港区の提案「1347030」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 　港区の提案「1347030」への回答と同様。
　但し、通学区域を行政区域外に拡大することは、現行制度においても可能。 2002010 個人

公設民営型
「無学区の寮
制都立中学・
高等学校」
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0802510

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受け
る権利を制度的に保障するために設けられているも
のであり、公の性質を持つものであるため、その実
施主体等について必要な規制を行う必要がある。こ
のため、教育基本法第６条及び学校教育法第２条に
より学校の設置者を国、地方公共団体及び学校法人
に限定するとともに、学校教育法第５条において、
公の性質を持つ学校の設置運営の安定性、公共性を
担保するため、設置者がその設置する学校を管理す
ることとしている。特に義務教育段階においては、
義務教育を確実に履行するため、市町村に対して公
立小中学校の設置義務を課し、国としても義務教育
費国庫負担制度等の様々な行財政措置を講じてい
る。このような趣旨に鑑みれば、公立学校の管理運
営を第三者に包括的に委託することは、学校設置者
としての責任放棄である。
　なお、現行制度においても、地方公共団体が土地
や施設等を学校法人に提供し、当該学校法人が学校
を設置管理することや、地方公共団体が出資して第
三者と共同で学校法人を設立することは可能であ
り、地方自治体と市民・民間団体等との協力による
学校運営を行うことは可能である。

　提案は、学校事業者による学校は教育目標の設定や、教育課
程等の目標への達成責任の義務化を前提に委託されるもので
あって、学校の設置運営の安定性、公共性を担保できるのでは
ないか。提案内容について、再度具体的に検討し回答された
い。
　授業料については、貴省からの回答では､認めることは困難
であるとのことであるが、提案は区内の全ての就学者が無料で
義務教育を受ける機会を保証していることを前提に、教員等の
確保や特別な教材など既存の区立学校の運営に要する費用以上
以上の費用を授業料として徴収するものであり、憲法や教育基
本法の趣旨に反するもではないと考えられる。この点について
検討し回答されたい。

　現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立し、地
方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営することは可能であ
る。
　公教育としての適切な教育水準の確保を図るため、義務教育費国庫負担制度、県費
負担教職員制度等が設けられており、学校の管理運営を学校設置者以外の第三者に
包括的に委託することは困難である。
　教科書の採択権限についても、同様である。

2105020
株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

多様な学校運営者の
容認（公設民営型の
学校運営）

0802510 （株）ベネッセ・コーポレーションからの提案
「2105020」への回答と同様

提案は、「公の施設」の管理受託者の範囲の拡大要請に対し
て、立学校の運営（業務）をNPO法人等に委託するというもの
であり、これについて具体的に検討し回答されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様 2174020

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0802510 （株）ベネッセ・コーポレーションからの提案
「2105020」への回答と同様

提案は、学校法人でない非営利活動法人の設立する特色ある学
校を、「公設民営学校」として運営するため学校設置者以外に
も、学校設置者の認可するＮＰＯ法人などによるとしているも
であり、これについて検討し具体的に検討し回答されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様 2131040
ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0803840

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受け
る権利を制度的に保障するために設けられているも
のであり、公の性質を持つものであるため、その実
施主体等について必要な規制を行う必要がある。こ
のため、教育基本法第６条及び学校教育法第２条に
より学校の設置者を国、地方公共団体及び学校法人
に限定するとともに、学校教育法第５条において、
公の性質を持つ学校の設置運営の安定性、公共性を
担保するため、設置者がその設置する学校を管理す
ることとしている。特に義務教育段階においては、
義務教育を確実に履行するため、市町村に対して公
立小中学校の設置義務を課し、国としても義務教育
費国庫負担制度等の様々な行財政措置を講じてい
る。このような趣旨に鑑みれば、公立学校の管理運
営を第三者に包括的に委託することは、学校設置者
としての責任放棄である。
　なお、現行制度においても、地方公共団体が土地
や施設等を学校法人に提供し、当該学校法人が学校
を設置管理することや、地方公共団体が出資して第
三者と共同で学校法人を設立することは可能であ
り、地方自治体と市民・民間団体等との協力による
学校運営を行うことは可能である。

　提案は、学校事業者による学校は教育目標の設定や、教育課
程等の目標への達成責任の義務化を前提に委託されるもので
あって、学校の設置運営の安定性、公共性を担保できるのでは
ないか。提案内容について、再度具体的に検討し回答された
い。
　授業料については、貴省からの回答では､認めることは困難
であるとのことであるが、提案は区内の全ての就学者が無料で
義務教育を受ける機会を保証していることを前提に、教員等の
確保や特別な教材など既存の区立学校の運営に要する費用以上
以上の費用を授業料として徴収するものであり、憲法や教育基
本法の趣旨に反するもではないと考えられる。この点について
検討し回答されたい。

　現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立し、地
方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営することは可能であ
る。
　公教育としての適切な教育水準の確保を図るため、義務教育費国庫負担制度、県費
負担教職員制度等が設けられており、学校の管理運営を学校設置者以外の第三者に
包括的に委託することは困難である。
　なお、現行制度においても、校長が学校の運営について地域住民等に意見を聞く学校
評議員制度を活用することにより、地域住民の意向を学校運営に反映させることは可
能。また、教育委員会が独自の諮問機関を設置し、地域住民の意向やアイディアを所管
する公立学校の管理等により的確に反映させることも可能である。
　さらに、現行制度においても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行
法）第２６条の規定により、教育委員会が有する教職員の任命権（採用権限等を含む）を
その所管する学校の校長に委任することが可能である。この場合、都道府県が事務処
理特例条例を定めることにより、都道府県が有している県費負担教職員の任命権の一
部を市町村が処理することとしている場合には、当該権限についても、市町村教育委員
会から学校長に委任することが可能である。

C,D-1 2058010

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0800640 港区の提案「1347030」への回答と同様
提案は、公設民営学校として運営するため学校設置者以外に
も、ＮＰＯ法人などによるとしているもであり、これについて

検討し具体的に検討し回答されたい。
港区の提案「1347030」への回答と同様 2063010

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

「ＮＰＯ法人」等に
公立学校の運営を委
託することができ
る。

0804360

　現行制度においても、地方公共団体が土地や施設
等を学校法人に提供し、当該学校法人が学校を設置
管理することや、地方公共団体が出資して第三者と
共同で学校法人を設立することは可能であり、地方
自治体と民間団体との協力による学校運営を行うこ
とは可能である。

提案は、地域社会参加型の公設民営の単位制高校を設立したい
というものであり、これについて具体的に検討し回答された
い。

　現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立
し、地方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営すること
は可能である。 2091010

特定非営
利活動法
人　東京
ジョカー
ナ国際青
少年育成
協会

教育特区

①学習指導要領によ
らない多様なカリ
キュラムの編成②学
校設置に係わる校
地・校舎の特定非営
利活動法人の所有原
則の緩和③教育施行
法第６３条の緩和④
教育職員免許法の緩
和⑤学校設立にかか
わる法律用件の緩和

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様

提案は、「公の施設」の管理受託者の範囲の拡大要請に対し
て、立学校の運営（業務）をNPO法人等に委託するというもの
であり、これについて具体的に検討し回答されたい。

湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様 2027010

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様

提案は、「公の施設」の管理受託者の範囲の拡大要請に対し
て、立学校の運営（業務）を民間事業者等に委託するというも
のであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様 2176020
こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0803840

湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様

（※本提案が、学校の設置主体の規制緩和に関する
提案であれば、提案事項コード2087010に対する回答

を参照されたい。）

提案には、「公の施設」の管理委託者の範囲の拡大要請に対し
て、文部科学省は「地方自治法第24条の2、第3項の規定によ
り、地方公共団体が出資している法人、公共団体、公共的団体
に限られており、、、」と回答しているが、同じ点に関して総
務省が「特定非営利活動法人については、一般的には、地方自
治法第244条の2、第3項で定める「公共的団体」に該当し、現
行制度の下においても、公の施設の管理受託者になり得ま
す。」との回答を寄せていることから、問題ないと思われると
ある。再度具体的に検討し回答されたい。

湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様 2087020

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

学校設置者以外の学
校管理・運営の容認

0802510 （株）ベネッセ・コーポレーションからの提案
「2105020」への回答と同様

提案は、軽度発達障害児のための学校を設置するにあたり、民
間の教育ノウハウを最大限生かしたカリキュラムを持つ学校の
設立を可能としたいとするもであり、具体的に回答されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様 2068030

松本子ど
もの輝き
小･中･高
等学校を
創る会

軽度発達障害
児のための個
別教育校特区

公設民営型学校の設
立
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

教育委員会に属し
ている学校の管理
権限を住民参加組
織に付与

0801350

　地域が運営に参画する、いわゆるコミュニティ・
スクールについては、現在、文部科学省において、
「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研
究」を実施しており、「規制改革推進３か年計画
（改定）」等を踏まえ、当該研究の成果を見極めつ
つ検討を進めているところ。このような学校につい
ては、
・意志決定における責任所在の明確化
・政治的・宗教的中立性の確保
・最低限の教育水準の担保
・県費負担教職員の人事制度との整合性の確保
・問題が生じた際の是正措置や救済措置の在り方
等々
慎重な検討を要する課題が多岐にわたって存在して
おり、特区においてといえども直ちに導入すること
は不可能である。
　なお、現行制度においても、校長が学校の運営に
ついて地域住民等に意見を聞く学校評議員制度を活
用することにより、地域住民の意向を学校運営に反
映させることは可能。また、教育委員会が独自の諮
問機関を設置し、地域住民の意向やアイディアを所
管する公立学校の管理等により的確に反映させるこ
とも可能である。

公設民営校ができた場合においては、学校が市民の財産として
多機能な使用ができるようにするため、その管理権限を住民参
加組織に付与することができるのか、具体的に検討し回答され
たい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　但し、地域が運営に参画する、いわゆるコミュニティ・スクールについては、現在、文部
科学省において、「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」を実施してお
り、「規制改革推進３か年計画（改定）」等を踏まえ、当該研究の成果を見極めつつ検討
を進めているところ。

　本提案にあるような、地域が運営に参画する、いわゆ
るコミュニティ・スクールについては、現在、文部科学
省において、「新しいタイプの学校運営の在り方に関す
る実践研究」を実施しており、「規制改革推進３か年計
画（改定）」等を踏まえ、当該研究の成果を見極めつつ
検討を進めているところ。このような学校については、
・意志決定における責任所在の明確化
・政治的・宗教的中立性の確保
・最低限の教育水準の担保
・県費負担教職員の人事制度との整合性の確保
・問題が生じた際の是正措置や救済措置の在り方
等々慎重な検討を要する課題が多岐にわたって存在して
おり、特区においてといえども直ちに導入することは不
可能である。
　なお、現行制度においても、校長が学校の運営につい
て地域住民等に意見を聞く学校評議員制度の活用によ
り、地域住民の意向を学校運営に反映させたり、教育委
員会が独自の諮問機関を設置し、地域住民の意向やアイ
ディアを所管する公立学校の管理等により的確に反映さ
せることも可能であり、提案の目的の相当部分について
は、地方公共団体の責任の下、実現可能である。

1077020 多治見市 住民参加型の
教育特区

学校施設の管理権の
付与

学校設置者以外の
学校の管理・運営
を容認した場合の
特例

0804510
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区の対象と
ならない。

公設民営校ができ、特区公営民設学校審議会が創設された場合
においては、一部、県費負担職員の任命権を特区公営民設学校
審議会に付与することができるのか、具体的に検討し回答され
たい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

Ｃ－１
現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を
受ける権利を制度的に保障するために設けられ
ており、このため、設置運営の安定性、公共性
を確保する目的で、設置者が責任を持ってその
設置する学校を管理することとしているもので
ある。よって、特区といえども、設置者として
の責任を放棄するようなことは認められない。
　また、教職員の配置に関し、県費負担教職員
の対象を広げることは、新たな財政支出を伴う
ものであり、特区制度の対象とならない。
　なお、教職員の任命権については、地方公務
員法の適用される市町村の職員であり、かつ、
県費負担教職員である教職員については、現行
制度において、都道府県が事務処理特例条例を
定めることにより、都道府県が有している県費
負担教職員の任命権の一部（採用権限を含む）
を市町村が処理することができる。

Ｆ、Ｄ
－１

2054060

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

一部、県費負担職員
の任命権を公設民営
方式による学校法人
に付与

0800710
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴うものであり、特
区制度の対象とはならない。

公設民営校ができた場合においては、当該校に県費負担教職員
をおくことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1229060 東京都台

東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

一部、県費負担職員
の任命権を公設民営
方式による学校法人

に付与

0804790
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、一部、県費負担職員の任命権を特区学校審議会に付与する
ことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2176060

こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

一部県費市費負担職
員の任命権を公設民
営方式による学校法
人に付与

0805110
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができた場合は、一部、県費負担職員の任命権を特
区学校に付与することができるのか、具体的に検討し回答され
たい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2122060

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

一部、県費負担職員
の任命権を特区学校
審議会に付与

0805190
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができた場合においては、当該校に県費負担教職員
をおくことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2071060

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

一部、府費負担職員
の任命権を特区公設
民営学校審議会に付

与

0805370
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、一部、府費負担職員の任命権を特区学校審議会に付与する
ことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2072060

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

一部、府費負担職員
の任命権を特区公設
民営学校審議会に付

与

0805530
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができた場合、一部、県費負担職員の任命権を特区
公設学校に付与することができるのか、具体的に検討し回答さ
れたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2036050

長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

一部、県費負担職員
の任命権を「公設民
営学校」に付与

0805700
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができた場合、一定数の県費負担職員の採用を可能
とする新しい規定を作ることができるのか、具体的に検討し回
答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2123060

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

一部、県費負担職員
の任命権を特区学校
審議会に付与

0805790
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、一部、県費負担職員の任命権を特区学校審議会に付与する
ことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2121060

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

一部、県費負担職員
の任命権を特区学校
審議会に付与
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0800870

市町村立小・中学校等の教職員については、市町村
立学校職員給与負担法第１条の規定により、都道府
県の負担とされている。給与負担者と給与等の決定
者は同一であることが必要であることから、当該教
職員の給与等については地教行法４２条の規定によ
り、給与負担者である都道府県の条例で定めること
とされている。
本提案のように、給与負担者と給与決定権者を異な
るものとする場合、給与負担者である都道府県の財
政事情が充分に考慮されずに給与が決定されるおそ
れがあり、ひいては都道府県の財政負担を増やすこ
ととなるため、特区制度の対象とならない。（※本
提案が、仮に公立学校の公設民営を想定しているの
であれば、提案事項コード1395010に対する回答を参
照されたい。）

公設民営校ができた場合においては、当該校に県費負担教職員
をおくことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

※公設民営校の設置については、提案事項コード1395010に対する回答を参照された
い。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1395030 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

県費負担教職員の給
与等の決定権を市町
村教育委員会に委譲
した場合の県費負担
教職員人件費相当額
の担保

0805610
　国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広
げることは、新たな財政支出を伴い、特区制度の対
象とならない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、一部、県費負担職員の任命権を特区学校審議会に付与する
ことができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。
　そもそも、国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の範囲を広げることは、新たな財政
支出を伴うものであり、特区制度の対象とはならない。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2124060

長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

一部、県費負担職員
の任命権を特区公設
民営審議会に付与

0801300 長野県の提案「1456010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 長野県提案「1456010」に対する回答と同様。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1456020 長野県

新しい公設民
営型スクール
実現特区

「特定学校運営事業
者」の認可

0801300 長野県の提案「1456010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 長野県提案「1456010」に対する回答と同様。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1456030 長野県

新しい公設民
営型スクール
実現特区

「特定学校運営事業
者」へ学校経営を委
託できる制度づくり

0801300 長野県の提案「1456010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 長野県提案「1456010」に対する回答と同様。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1456050 長野県

新しい公設民
営型スクール
実現特区

教育公務員の身分に
関する特例

0801300 長野県の提案「1456010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 長野県提案「1456010」に対する回答と同様。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1456060 長野県

新しい公設民
営型スクール
実現特区

「特定学校運営事業
者」の教職員の給与
の特例

0801300 長野県の提案「1456010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 長野県提案「1456010」に対する回答と同様。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 1456070 長野県

新しい公設民
営型スクール
実現特区

設備、教科、教科書
等の特例

0802510 （株）ベネッセ・コーポレーションからの提案
「2105020」への回答と同様

提案は、都道府県の教育委員会だけが授与権者になっているの
で、特色ある学校の教員が必要とする特別免許状の取得が容易
ではないことから、特別免許状の授与権者に地方自治体の首長
を加えるというものであり、これについて具体的に検討し回答

されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を
受ける権利を制度的に保障するために設けられ
ており、このため、設置運営の安定性、公共性
を確保する目的で、設置者が責任を持ってその
設置する学校を管理することとしているもので
ある。よって、特区といえども、設置者として
の責任を放棄するようなことは認められない。
　また、教員免許状については、業務独占資格
として全国的に（特別免許状等については都道
府県単位）に通用することが求められるもので
あり、広域的な判断が可能な都道府県教育委員
会により授与することが適当である。なお、教
員免許状を有しない優れた適切な人材を活用す
ることは、特別免許状や特別非常勤講師など現
行制度の活用により対応可能である。

2174030

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

教職員免許状授与権
者の拡大（地方公共
団体の長の権限の拡
大）

0802510 （株）ベネッセ・コーポレーションからの提案
「2105020」への回答と同様

提案は、特別免許状の授与権者に地方自治体の長を加え、首長
の下に置かれる特区学校審議会では、十分な理由と学校の推薦
があれば、既存の教員免許を持っていなくても特別免除を授与

するというもであり、具体的に回答されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174030」に対する回答と同様 2131080

ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

教職員免許状授与権
者の拡大（地方公共
団体の長の権限の拡
大）

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様

提案は、都道府県の教育委員会だけが授与権者になっているの
で、特色ある学校の教員が必要とする特別免許状の取得が容易
ではないことから、特別免許状の授与権者に地方自治体の首長
を加えるというものであり、これについて具体的に検討し回答

されたい。

湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174030」に対する回答と同様 2058020

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教職員免許状授与権
者の拡大（地方公共
団体の長の権限の拡
大）

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様

提案は、都道府県の教育委員会だけが授与権者になっているの
で、特色ある学校の教員が必要とする特別免許状の取得が容易
ではないことから、特別免許状の授与権者に地方自治体の首長
を加えるというものであり、これについて具体的に検討し回答

されたい。

湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174030」に対する回答と同様 2027020

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

教職員免許状授与権
者の拡大（地方公共
団体の長の権限の拡
大）

0802510 （株）ベネッセ・コーポレーションからの提案
「2105020」への回答と同様

提案は、機動的な外国人教師の確保が容易になるよう、特区認
定された地方公共団体の長に付与権を委譲するというものであ
り、これについて具体的に検討し回答されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174030」に対する回答と同様 2105070

株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

都道府県教育委員会
による免許状の授与
権を市町村教育委員
会に付与
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174030」に対する回答と同様 2087070

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

教職員免許状授与権
者の拡大（地方公共
団体の長の権限の拡

大）

0803780

教育公務員特例法第１３条の規定は、校長・教員等
の国立及び公立学校の公務員（教育公務員）の採用
方法について、国家公務員法及び地方公務員法の特
例を定めた規定であり、それ以外の教員の採用方法
に関する規定ではない。（※本提案が、仮に公立学
校の公設民営を想定しているのであれば、提案事項
コード2131040に対する回答を参照されたい。）

提案は、都道府県の教育委員会だけが授与権者になっているの
で、特色ある学校の教員が必要とする特別免許状の取得が容易
ではないことから、特別免許状の授与権者に地方自治体の首長
を加えるというものであり、これについて具体的に検討し回答

されたい。

（株）ベネッセ・コーポレーションからの提案「2105020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2131010

ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

教職員の採用権者の
拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2058040

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教職員の採用権者の
拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2027040

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

教職員の採用権者の
拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2176090

こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

教職員の採用権者の
拡大

0804880

教育公務員特例法第１３条の規定は、校長・教員等
の国立及び公立学校の公務員（教育公務員）の採用
方法について、国家公務員法及び地方公務員法の特
例を定めた規定であり、それ以外の教員の採用方法
に関する規定ではない。（※本提案が、仮に公立学
校の公設民営を想定しているのであれば、提案事項
コード2087020に対する回答を参照されたい。）

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2087090

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

教職員の採用権者の
拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2058050

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教職員の配置の裁量
権の拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2058060

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

県費負担教職員の任
命権者の拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2058070

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

県費負担教職員の任
命権者の拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2027050

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

県費負担教職員の任
命権者の拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2027060

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

県費負担教職員の任
命権者の拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2058080

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

県費負担教職員の任
命権者の拡大

0803840 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案
「2058010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 湘南に新しい公立学校を創り出す会からの提案「2058010」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

特定非営利活動法人京都カウンセリングセン
ターの提案「2054060」に対する回答と同様 2027070

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

県費負担教職員の任
命権者の拡大

0803760
新たな行政機関の創設、及び当該機関に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区制度の趣旨
に馴染まない。

要望に対して回答されたい。 　本要望は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的に検
討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

　学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権
利を制度的に保障するために設けられており、このた
め、設置運営の安定性、公共性を確保する目的で、設置
者が責任を持ってその設置する学校を管理することとし
ているものである。よって、特区といえども、設置者と
しての責任を放棄するようなことは認められない。
　そもそも「公設民営」学校の設置については、その設
置と達成しようとしている目的との関連が不明確である
が、提案にある特色ある教育の実施や保護者や地域住民
との連携・協力については、地方公共団体の判断によ
り、構造改革特区における特例措置や現行制度を活用す
ることにより十分に実現可能であり、実際に取り組んで
いる地方公共団体もあるところ。
　なお、現行制度においても、校長が学校の運営につい
て地域住民等に意見を聞く学校評議員制度の活用によ
り、地域住民の意向を学校運営に反映させたり、教育委
員会が独自の諮問機関を設置し、地域住民の意向やアイ
ディアを、所管する公立学校の管理等により的確に反映
させることも可能であり、提案の目的の相当部分につい
ては、地方公共団体の責任の下、実現可能である。

2174060

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

公設学校審議会（仮
称）の創設（教育委
員会との新たな協働
を目的とする規制の
緩和）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803910
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2058140

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0803920
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2058150

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0804350

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2063090

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

校長及び教員の資格
に関する事項は、文
部科学大臣の定めに
限らない。

0804720
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2027130

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0804730
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2027140

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0804740
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2027150

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0804750
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2027160

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0800680
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができて、特区公設民営審議会が創設された場合
に、教育課程の許認可権をもたせたいというものであり、これ
について具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

　「公設民営」に関わらず、学習指導要領等に
よらない教育課程の編成・実施については、構
造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」の下で
実施が可能である。

1229030 東京都台
東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

特色ある教育プログ
ラムを持つ教育課程

の編成

0803930
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2058160

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0803940
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

要望に対して回答されたい。 　本要望事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具体的
に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

ＮＰＯ法人東京シュナイターシューレの提案
「2174060」への回答と同様 2058170

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

教育委員会の権限の
委譲（地方公共団体
の長の権限の拡大）

0804480
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

提案は、公設民営校ができ、特区公設民営審議会が創設された
場合に、教育課程の許認可権をもたせたいというものであり、
これについて具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2054030

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

特色ある教育プログ
ラムを持教育課程の
編成

0804770
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区公設民営学校審議会が創設された場合
においては、特区公設民営学校審議会に学校の教育課程の認許
可権を与えることができるのか、具体的に検討し回答された
い。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2176040

こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

特色ある教育プログ
ラムを持つ教育課程
に編成

0805080
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、特区学校審議会に学校の教育課程の認許可権を与えること
ができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2122030

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

特色ある教育課程の
編成

0805160
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区公設学校民営審議会が創設された場合
においては、特区公設民営学校審議会に学校の教育課程の認許
可権を与えることができるのか、具体的に検討し回答された
い。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2071030

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

特色ある教育プログ
ラムを持つ教育課程

の編成
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805340
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区公設学校民営審議会が創設された場合
においては、特区公設民営学校審議会に学校の教育課程の認許
可権を与えることができるのか、具体的に検討し回答された
い。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2072030

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

特色ある教育プログ
ラムを持つ教育課程

の編成

0805510
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区公設民営学校審議会が創設された場合
においては、特区公設民営学校審議会に学校の教育課程の認許
可権を与えることができるのか、具体的に検討し回答された
い。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2036030

長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

特色ある教育プログ
ラムを持つ教育課程
を編成

0805580
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区公設学校民営審議会が創設された場合
においては、特区公設民営学校審議会に学校の教育課程の認許
可権を与えることができるのか、具体的に検討し回答された
い。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2124030

長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

特色ある教育プログ
ラムを持つ教育課程

の編成

0805670
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、特区学校審議会に学校の教育課程の認許可権を与えること
ができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2123030

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

特色ある教育課程の
編成

0805760
新たな行政組織の創設、及び当該組織に対する権限
の付与であり、規制緩和ではなく、特区の趣旨に合
致しない。

公設民営校ができ、特区学校審議会が創設された場合において
は、特区学校審議会に学校の教育課程の認許可権を与えること
ができるのか、具体的に検討し回答されたい。

　再検討要請事項は、制度的に存在しないものを前提としており、その是非について具
体的に検討することは不可能。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

東京都台東区からの提案「1229030」に対する回
答と同様。 2121030

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

特色ある教育課程の
編成

0802490 学校設置主体規制の緩和の一環としての制度の創設
であり、規制緩和事項ではない。

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議会
（仮称）」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

　本提案は「公設民営」とは関係が認められ
ず、事実誤認である。 2183030

株式会社
アット
マーク・
ラーニン
グ

「海外の学習
指導要領を用
いたインター
ネット・ハイ
スクール」卒
業生の大学入
学・受験機会
の拡大

学校設置基準の緩和
≪学校教育法≫2条

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077070 多治見市 住民参加型の
教育特区 学校の指定権の付与

0805040

新たな財政支出を求めるものであり、特区制度の対
象とならない。
（なお、本提案が、仮に公立学校の公設民営を想定
しているのであれば、提案事項コード2068030に対す
る回答を参照されたい。）

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

　新たな財政支出を求めるものであり、特区制
度の対象とならない。 2068050

松本子ど
もの輝き
小･中･高
等学校を
創る会

軽度発達障害
児のための個
別教育校特区

義務教育費国庫負担
法の特例

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077030 多治見市 住民参加型の
教育特区

校長の公募と任免権
の付与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077040 多治見市 住民参加型の
教育特区

教職員の任免権の付
与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077050 多治見市 住民参加型の
教育特区

教職員の勤務評定実
施権の付与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077060 多治見市 住民参加型の
教育特区

教職員の研修実施権
の付与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077080 多治見市 住民参加型の
教育特区

校内組織の決定権の
付与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077090 多治見市 住民参加型の
教育特区

学期及び休業日の決
定権の付与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077100 多治見市 住民参加型の
教育特区

学習指導要領の枠外
の教育課程の編成権
の付与
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 1077110 多治見市 住民参加型の
教育特区

教科用図書の採択権
の付与

0801350 多治見市の提案「1077020」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 多治見市の提案「1077020」への回答と同様

現在、「公設民営」について調整を行っている
が、これが認められた場合において、要望が実現
可能かどうか、「公設民営」とあわせて検討し回
答されたい。

多治見市の提案「1077020」への回答と同様 2177010 構想日本

多様な考え
方・方法に基
づいた教育を
行う公立小・
中学校特区

現在、都道府県教育
委員会が持つ教職員
（県費負担教職員）
の人事権を、学校ご
とに設置する「学校
運営委員会（仮
称）」に付与するこ
との容認

幼稚園と保育園の
施設設備基準の統
一

0800580
現行の幼稚園と保育所の設置基準は最低基準であ
り、それぞれの基準を満たせば幼稚園と保育所の合
築施設を設置することは現行制度上可能である。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ Ｃ－１

提案者からの意見では、「現在幼稚園と保育所は
実状として機能の差が見られなくなっており、両
者の融合・一元化が強く求められている」とある
ことから、施設設備基準の統一について、具体的
に検討し回答されたい。

施設・設備については、「幼稚園と保育所の施
設の共用化に関する指針」（平成１０年３月文
部科学省・厚生労働省通知）に示されていると
おり、同一の施設内で幼稚園と保育所を設置・
運営することができる。（Ｄ－１）

現行制度上弾力的な運営が可能となっているの
に対し、一律に新たな基準を課すのであれば、
幼稚園によっては現在よりも厳しい基準を課さ
れることとなる可能性もあり、特区制度の趣旨
にそぐわない。

Ｄ－１ 1284040 千代田区
子育て特区
（幼保一元施
設設置）

「幼稚園」と「保育
所」の施設基準の統
一

0801850
現行の幼稚園と保育所の設置基準は最低基準であ
り、それぞれの基準を満たせば幼稚園と保育所の合
築施設を設置することは現行制度上可能である。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ 1061020 奈良県香
芝市

幼稚園保育所
一元化の推進

幼稚園の施設設備基
準の緩和

0801890
現行の幼稚園と保育所の設置基準は最低基準であ
り、それぞれの基準を満たせば幼稚園と保育所の合
築施設を設置することは現行制度上可能である。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ 1270030 島根県
松江市

幼保一元化
特区

幼保一元化の推進の
ための特例

0800110

幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針は、
両施設について、「保育上支障のない限り、その施
設及び設備について相互に共用することができる」
こととしており、共用化できる範囲を限定していな
い。
　また、幼稚園設置基準においても、幼稚園の施
設・設備について、教育上、安全上支障のない限
り、他の学校等の施設・設備を利用できることを明
示している。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ 1137050 北海道東
川町

幼保一元化特
区

幼保合築施設におけ
る幼稚園と保育所の
施設の共用化等に関
する指針の緩和

19 / 65 ページ



文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

幼稚園と保育園の
施設設備基準の弾
力化

0801160

幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針は、
両施設について、「保育上支障のない限り、その施
設及び設備について相互に共用することができる」
こととしており、共用化できる範囲を限定していな
い。
　また、幼稚園設置基準においても、幼稚園の施
設・設備について、教育上、安全上支障のない限
り、他の学校等の施設・設備を利用できることを明
示している。

また、同一敷地内にない幼稚園及び保育所におい
て、いずれかの施設に幼児が移動し交流保育を行う
ことも、教育上及び安全上支障がない限り可能であ
る。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ Ｄ－１ 1081010 丸岡町 子育て特区
幼稚園と保育所の融
合、同一運営主体の
確立

幼稚園と保育所の
職員配置基準の統
一

0800570

幼稚園の職員の配置基準（幼児３５人以内の１学級
につき教諭１名を置く）は最低基準であり、自治体
でそれを上回る基準を策定することは現行制度上可
能。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ Ｃ－１

提案者からの意見では、「現在幼稚園と保育所は
実状として機能の差が見られなくなっており、両
者の融合・一元化が強く求められている」とある
ことから、職員配置基準の統一について、具体的
に検討し回答されたい。

幼稚園の職員の配置基準（幼児３５人以内の１
学級につき教諭１名を置く）は最低基準であ
り、自治体でそれを上回る基準を策定すること
は現行制度上可能である。（Ｄ－１）
仮に、現行制度上最低基準となっているものを
一律に引き上げる（例えば幼児３０人以内の１
学級につき教諭一名を置くこととするなど）と
すると、基準を満たせない幼稚園が出てくる可
能性があり、特区制度の趣旨にはそぐわない。

Ｄ－１ 1284030 千代田区
子育て特区
（幼保一元施
設設置）

幼稚園教諭・保育士
配置基準の統一

0802890
現行の幼稚園と保育所の設置基準は最低基準であ
り、それぞれの基準を満たせば幼稚園と保育所の合
築施設を設置することは現行制度上可能である。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－１ 2150090
㈱東京
リーガル
マインド

子育て支援総
合施設設置特

区

幼稚園の一学級あた
りの定員の緩和

0802900

幼稚園の職員の配置基準（幼児３５人以内の１学級
につき教諭１名を置く）は最低基準であり、自治体
でそれを上回る基準を策定することは現行制度上可
能。 提案者の要望は実現可能と解してよいか。 現行制度上で対応可能である。 Ｄ－１ 2150100

㈱東京
リーガル
マインド

子育て支援総
合施設設置特

区
教員配置規定の緩和

幼稚園長と保育所
長の兼務を行う場
合の職員配置基準
の弾力化

0801100
　配置が必要となる教諭等は、専任であることを要
しないため、保育士等と兼務することが現行制度で
も可能である。

Ｄ－１ Ｄ－１ 1389020 箱根町
保育園長が幼稚園長
を兼務した場合の職
員設置条項の見直し

保育士資格・幼稚
園教諭免許の統合 0801140

幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための
方策を平成１５年度中に結論を得て、必要な措置を
行うこととしている。
なお、全国的な観点から専門性を担保する免許資格
制度の在り方については、原則的に特区に限って特
例を検討すべき性格のものではない。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｂ－１ Ｃ－１

提案者からの意見では、「現在幼稚園と保育所は
実状として機能の差が見られなくなっており、両
者の融合・一元化が強く求められている。両資格
を取得しやすくするという対応では抜本的な解決
にならない。」とあることから、資格の統一につ
いて、具体的に検討し回答されたい。

両資格はそれぞれの専門性を元に取得を義務付
けているものであり、単純に両資格を統一する
ことは全ての幼稚園教諭・保育士に対し一律に
両方の資格の取得を義務付けることとなり、特
区制度の趣旨にそぐわない。

このため、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を
促進するための方策を検討し、平成１５年度中
を目途に結論を得て、必要な措置を行うことと
している。（Ｂ－１）

Ｂ－１ 1081010 丸岡町 子育て特区
幼稚園と保育所の融
合、同一運営主体の
確立
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0800100

幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための
方策を平成１５年度中に結論を得て、必要な措置を
行うこととしている。
なお、全国的な観点から専門性を担保する免許資格
制度の在り方については、原則的に特区に限って特
例を検討すべき性格のものではない。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｂ－１ 1137040 北海道東
川町

幼保一元化特
区

幼保合築施設におけ
る幼稚園教諭、保育
所保育士資格の経過
的特例措置

0800560

幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための
方策を平成１５年度中に結論を得て、必要な措置を
行うこととしている。
なお、全国的な観点から専門性を担保する免許資格
制度の在り方については、原則的に特区に限って特
例を検討すべき性格のものではない。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｂ－１ 1284020 千代田区
子育て特区
（幼保一元施
設設置）

  「幼稚園教諭」と
「保育士」の資格の
一元化

0801860

幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための
方策を平成１５年度中に結論を得て、必要な措置を
行うこととしている。
なお、全国的な観点から専門性を担保する免許資格
制度の在り方については、原則的に特区に限って特
例を検討すべき性格のものではない。

提案は、幼稚園教諭と保育士資格の資格を統一した新たな資格
の枠組みをつくることであり、これについて検討し回答された
い。

　幼稚園と保育所の制度に関する考え方は1137030についての回答の通りである。
　資格の在り方については、全国的に幼稚園教諭と保育士資格保有者の両者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための方策を平成１５年度中に結論を得て、
必要な措置を行うこととしている。

Ｂ－１ 1061030 奈良県香
芝市

幼稚園保育所
一元化の推進

幼稚園の教職員配置
基準の緩和

0801900

幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための
方策を平成１５年度中に結論を得て、必要な措置を
行うこととしている。
なお、全国的な観点から専門性を担保する免許資格
制度の在り方については、原則的に特区に限って特
例を検討すべき性格のものではない。

提案は、幼稚園教諭と保育士資格いずれの所有であっても幼稚
園・保育所での教育・保育を可能にするものであり、これにつ
いて検討し回答されたい。

　幼稚園と保育所の制度に関する考え方は1137030についての回答の通りである。
　資格の在り方については、全国的に幼稚園教諭と保育士資格保有者の両者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための方策を平成１５年度中に結論を得て、
必要な措置を行うこととしている。

Ｂ－１ 1270040 島根県
松江市

幼保一元化
特区

幼保一元化の推進の
ための特例

幼稚園教諭免許所
有者と保育士資格
所有者が相互にそ
れぞれの資格（免
許）の取得の容易
化

0802880

幼稚園教諭免許所有者と保育士資格所有者が相互に
それぞれの資格（免許）を取得しやすくするための
方策を平成１５年度中に結論を得て、必要な措置を
行うこととしている。
なお、全国的な観点から専門性を担保する免許資格
制度の在り方については、原則的に特区に限って特
例を検討すべき性格のものではない。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｂ－１ Ｂ－１ 2150040
㈱東京
リーガル
マインド

子育て支援総
合施設設置特

区

校種ごとの教職員免
許状取得要件を緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

幼稚園と保育所の
合同保育の推進 0800190

特区において、幼稚園の学級定員内において保育所
児等との合同保育を可能とする特例を措置済みであ
る。
（幼稚園設置基準の特例として、幼稚園教諭が保育
士等を兼務することができるようにする）

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－２ Ｄ－２ 1244010 宮城県東
和町

幼稚園と保育
所の一体的運
用などを促進
する特区

1.保育所、幼稚園児
合同クラスを一人の
担任での保育を可能
とすること。

0801490

特区において、第１次特区提案を踏まえた特例措置
により、幼稚園の学級定員内において保育所児等と
の合同保育を可能としたところある。
（幼稚園設置基準の特例として、幼稚園教諭が保育
士等を兼務することができるようにする）

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－２ 1406030 掛川市 保育一元・
幼保一元特区

幼稚園及び保育園の
保育の共同保育・混
合保育化

0800090

特区において、幼稚園の学級定員内において保育所
児等との合同保育を可能とする特例を措置済みであ
る。
（幼稚園設置基準の特例として、幼稚園教諭が保育
士等を兼務することができるようにする）

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるため、一律
に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か検討すべきもの
と考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営すること
が現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平成１０年３
月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設内で幼稚園と保育
所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成１５年
度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け入れ
て、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となっており、幼稚園
と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と厚生労働省で連
携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き幼稚園と保育所の連携
を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－２ 1137030 北海道東
川町

幼保一元化特
区

幼保合築施設におけ
る幼稚園教諭、保育
所保育士の配置基準
の緩和

0801090

特区第１次提案を踏まえた特例措置として、幼稚園
の学級定員内において保育所児等との合同保育を可
能としたところである。
（幼稚園設置基準の特例として、幼稚園教諭が保育
士等を兼務することができるようにする）

Ｄ－２ 1389010 箱根町
児童福祉施設最低基
準と幼稚園設置基準
の融合・一本化

0800520

　地方公共団体からの第一次提案を受け、特区にお
いて、幼稚園の学級定員内において保育所児等との
合同保育を可能とする特例を設けたところである。
（幼稚園設置基準の特例として、幼稚園教諭が保育
士等を兼務することができるようにする）
　この合同保育を実施する場合の幼稚園児と保育所
児等の人数の割合については幼稚園設置基準等でも
定めていないため、市が独自に定めることは現行制
度で可能である。

合同保育を実施する場合において、何の制限もなく定員を定め
ることができると解してよいか。

学級定員の範囲内であれば、幼稚園児と保育所児等の人数の比率についての制限は
ない。

Ｄ－２ 1322010 習志野市 保育一元化特
区

保育一元化を推進す
るために幼稚園設置
基準の緩和

幼稚園と保育所に
おける教育内容の
統一

0800550

幼稚園教育要領と保育所保育指針は内容の整合性を
確保している。また、それぞれを踏まえた独自の内
容で教育・保育を行うことは現行制度上可能であ
る。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－２ Ｃ－１

提案者からの意見では、「現在幼稚園と保育所は
実状として機能の差が見られなくなっており、両
者の融合・一元化が強く求められている。子ども
の育成環境が、保護者の就労形態等だけで区分さ
れ、一貫した育成方針による養護・教育を受けら
れないことが問題である。」とあることから、内
容の統一について、具体的に検討し回答された
い。

幼稚園教育要領と保育所保育指針は内容の整合
性を確保している。また、それぞれを踏まえた
独自の内容で教育・保育を行うことは現行制度
上可能である。

例えば、幼稚園と保育所を一体的に運営する施
設において、０歳児から５歳児までの一貫した
教育・保育指針を策定することについても現行
制度上妨げとなる規制はない。

また、幼稚園の学級定員の範囲内で保育所等に
在籍する幼児を受け入れて、合同で教育・保育
活動を行うことができるよう特例を設けること
としているところである。（Ｄ－２）

Ｄ－２ 1284010 千代田区
子育て特区
（幼保一元施
設設置）

「幼稚園教育要領」
と「保育所保育指
針」の統合
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0801130

幼稚園教育要領と保育所保育指針は内容の整合性を
確保している。また、それぞれを踏まえた独自の内
容で教育・保育を行うことは現行制度上可能であ
る。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｄ－２ 1081010 丸岡町 子育て特区
幼稚園と保育所の融
合、同一運営主体の
確立

指導主事による保
育所の指導 0801870

「制度の現状」にあるとおり、指導主事が、同一地
方公共団体内の保育所を監督する立場の職員を兼務
することは可能。（この場合、地公法２４条４項の
規定により、給与を重複して受けることはできな
い）

Ｄ－１ 1060010
和歌山市
教育委員
会

幼保一元化特
区構想

「幼保一元化に伴
う，行政上の権限範
囲の緩和」

幼稚園長と保育所
長の兼務 0800080 （厚生労働省から回答） 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。

本件は、幼稚園長と保育所長を兼務した場合に受けられなくなる保育所長に対する国の
補助を兼務した場合にも受けることができるように求めるものであり、厚生労働省の判断
すべき問題である。

Ｄ－１ 1137020 北海道東
川町

幼保一元化特
区

幼保合築施設におけ
る保育所運営費保育
単価における所長の
設置基準の特例

0802870 幼稚園長が保育所長を兼ねることにより、施設管理
者を一本化することが現行制度上可能である。 2150030

㈱東京
リーガル
マインド

子育て支援総
合施設設置特

区

学校管理者設置の要
件緩和

現行の幼稚園・保
育所制度の再構築 0800590

　構造改革特区は特定の規制の特例を設けるもので
あり、制度そのものの撤廃等を意図するものではな
い。
　幼稚園制度と保育所制度の両方を廃止し、新制度
を創設することは困難である。
　幼稚園と保育所の在り方については、地方公共団
体が地域の実情に応じて一体的に運用できるように
するため、施設の共用化、資格の併有の促進、教
育・保育内容の整合性の確保などの取組を実施して
いるところである。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠組みの撤廃・
再構築を前提としたものであり、以下の点について抜本的な規
制の特例が求められている。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設置要件の違
い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携するといった形で
はなく、両者を融合させ、同一の運営主体が同一の施設・職員
により運営する形での幼保一元化について引き続き検討された
い。

　いわゆる「幼保一元化」のイメージは提案自治体によってそれぞれ異なるた
め、一律に取り扱うのではなく、個別の提案についてどのような形で実現可能か
検討すべきものと考える。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を設置・運営す
ることが現行制度上可能である。（②）。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針」（平
成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示されているとおり、同一の施設
内で幼稚園と保育所を設置・運営することができる。（③）
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を検討し、平成
１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行う（④）。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍する幼児を受け
入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよう特例を設ける（①）。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能となってお
り、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在している。文部科学省と
厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具体の提案等も踏まえながら、引き続き
幼稚園と保育所の連携を進めたい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月現在、文部科
学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
　　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin.htm

Ｅ Ｃ－１

提案者からの意見では、「抜本的な幼保一元化施
設の設置を可能とするための特例要望である。」
とあり、現行の幼稚園・保育所の枠組みによらな
い新たな仕組みの構築について、具体的に検討し
回答されたい。

地方公共団体が、独自の判断で現行の幼稚園・保育所の枠組みによ
らない新たな仕組みを構築することについての規制はない。（Ｅ）
 仮に、国が新しい制度を作り、地方公共団体に一律に適用すれ
ば、新たな規制の創出となり特区制度の趣旨に反するものとなる。
 このため、地方の実情に応じ幼稚園と保育所の両方の機能を活用
した一体的な施設の運営が可能となるよう、文部科学省と厚生労働
省では連携して取組を進めているところである。
　設置主体については、同一の設置主体が幼稚園と保育所の両方を
設置・運営することが現行制度上可能である。
　施設・設備については、「幼稚園と保育所の施設の共用化に関す
る指針」（平成１０年３月文部科学省・厚生労働省通知）に示され
ているとおり、同一の施設内で幼稚園と保育所を設置・運営するこ
とができる。
　また、幼稚園教諭と保育士の資格の併有を促進するための方策を
検討し、平成１５年度中を目途に結論を得て必要な措置を行うこと
としている。
　さらに、幼稚園の学級定員の範囲内であれば、保育所等に在籍す
る幼児を受け入れて、合同で教育・保育活動を行うことができるよ
う特例を設ける。
　同一の運営主体が、同一の施設・職員により運営することは可能
となっており、幼稚園と保育所を一体的に運営する施設は既に存在
している。文部科学省と厚生労働省で連携をし、地方公共団体の具
体の提案等も踏まえながら、引き続き幼稚園と保育所の連携を進め
たい。
【参考】
　・幼稚園と保育所の共用化施設数: １７１施設（平成１４年５月
現在、文部科学省調べ）
　・幼稚園と保育所の連携事例集: http://www.i-
kosodate.net/jirei/index.html
　・幼稚園と保育所の施設の共用化に関する指針：
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youji/gyosei/sisin/sisin
.htm

Ｅ 1284070 千代田区
子育て特区
（幼保一元施
設設置）

保護者の就労形態等
だけで子どもの育成
環境を区分する現行
の「幼稚園」「保育
所」制度の撤廃・再
構築

幼稚園と保育所の
公簿の統一 0800210

指導要録の様式は各設置者等がその様式等を定める
べきものであるため様式を示していない。
このため、指導要録の趣旨を踏まえつつ、保育所の
保育児童台帳等と整合性をとった独自の様式を用い
ることは現行制度上可能である。

提案は、様式の統一ではなく、書くべき内容を統一したいとい
うことであり、これについて具体的に検討し回答されたい。 独自の様式を用いて独自の内容を記載することは現行制度上可能である。 Ｄ－１ Ｄ－１ 1244030 宮城県東

和町

幼稚園と保育
所の一体的運
用などを促進
する特区

3.幼稚園・保育所の
公募を統一可能とす
ること。

地方交付税交付金
と補助金の一本化 0800070 地方交付税に算定されている公立幼稚園に関する経

費は一般財源であり用途を限定していない。 Ｆ 1137010 北海道東
川町

幼保一元化特
区

幼保合築施設におけ
る幼稚園、保育所の
運営にかかる助成の
一元化

幼稚園、保育所に
かかる補助金 0800200 厚労省にて案を作成 Ｆ 1244020 宮城県東

和町

幼稚園と保育
所の一体的運
用などを促進
する特区

2.保育所に兄弟入所
の場合軽減措置を幼
稚園にも適用可能に
すること。

0801120 厚労省にて案を作成 1081010 丸岡町 子育て特区
幼稚園と保育所の融
合、同一運営主体の
確立

0801880
借用地に建てる建物についても補助対象から除外さ
れていない。 1060010

和歌山市
教育委員
会

幼保一元化特
区構想

「幼保一元化に伴
う，行政上の権限範
囲の緩和」

0801150 厚労省にて案を作成 1081010 丸岡町 子育て特区
幼稚園と保育所の融
合、同一運営主体の
確立

保育所入所要件の
緩和 0800220 厚労省にて案を作成 Ｐ Ｅ 1244040 宮城県東

和町

幼稚園と保育
所の一体的運
用などを促進
する特区

4.「保育に欠ける」
をはずし入所可能に
すること。
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

幼稚園の目的の特
例による、子育て
支援施設の設置の
容認

0802860
学校教育法において、子育て支援総合施設の設置を
規制している規定はない。 Ｅ 2150020

㈱東京
リーガル
マインド

子育て支援総
合施設設置特

区

学校教育法規定の幼
稚園の規定を拡充

幼稚園入園年齢の
撤廃、引き下げ 0800310 真岡市の提案「1277010」への回答と同様

提案は、幼保一元化の推進のために入園年齢制限を撤廃してほ
しいというものであり、これについて具体的に検討し回答され
たい。

　幼稚園教育要領に基づく幼稚園教育の対象年齢をさらに引き下げることについては対
応できないが、２歳以下の幼児についても、幼稚園が子育て相談や親子登園、施設開
放などの子育て支援活動を実施することにより、家庭や社会のニーズの多様化に答える
ことが可能である。
　なお、幼稚園の入園年齢の規定が幼稚園と保育所の一定的運営を何ら妨げるもので
はなく、同一の運営主体が、同一の施設・職員により幼稚園と保育所を一体的に運営す
る施設は既に存在している。文部科学省と厚生労働省で連携をし、引き続き幼稚園と保
育所の連携を進めたい。

Ｃ－３ 1023010 埼玉県北
本市 幼児教育特区

幼保一元化の推進の
ための特例（幼稚園
入園年齢制限の撤
廃）

0800310 真岡市の提案「1277010」への回答と同様 1061010 奈良県香
芝市

幼稚園保育所
一元化の推進

幼稚園の入園資格の
年齢制限の撤廃

0800310

　幼稚園教育の目的は、同年代の幼児との集団生活
の中で、主体的な活動である遊びを通して、総合的
な指導を行う点にあり、その中で、基本的な生活習
慣や社会性を発達段階に応じて身につけさせていく
ものである。
　少子化や過疎化などにより、幼児が同年齢帯の子
どもとともに活動する機会が減少している地域で
は、幼児が社会性を涵養することが困難となってい
る。
　そのような地域においては、幼児が他の人間との
関係を結ぶことができるようになる二歳から三歳の
段階から幼稚園に受け入れることで、幼児の社会性
の涵養に資すると考え、特例措置を設けることとし
た。（構造改革特別区域法第１１条、基本指針別表
１の８０６）
　入園年齢のさらなる引き下げについては、幼児の
発達段階上、集団活動を基本とする幼稚園教育の対
象とすることは困難であることから、特区において
も特例措置の対象とすることは困難と考える。
　なお、子育て支援の観点から、未就園児を対象と
した施設の開放、親子登園や子育て相談を行うこと
は現行制度上でも可能である。

1277010 真岡市 教育特区 幼稚園入園に関する
年齢制限の緩和

民間企業の幼稚園
施設利用 0800900

幼稚園の教育上支障がなく公共のために利用するも
のであると地方公共団体が判断できれば、企業によ
る保育を幼稚園施設において実施することは現行制
度上でも可能である。

Ｄ－１ 1202060 足立区
生活創造特区
（教育・雇用
分野）

民間企業が幼稚園に
おける預かり保育を
行う際の施設使用の
特例

幼稚園施設を活用
した学童保育 0803290

　幼稚園を設置する学校法人が学童保育（放課後児
童健全育成事業）を実施することについての規制は
ないが、幼稚園運営の弾力化をはかり、地域の実情
に応じた幼稚園における学童保育の実施を全国レベ
ルで推進することとする。

貴省からの回答には、「全国レベルで推進する」とあるが、現
在の対応状況如何。

「少子化対策プラスワン」において、幼稚園における放課後児童を受け入れた異年齢交
流の促進について記載済み。

今後は、厚生労働省とも調整の上、幼稚園において放課後児童健全育成事業を適切に
実施するための留意点等についての通知の発出等を検討している。

Ｂ－１ Ｂ－１ 検討内容及び実施時期を明確にされたい。
平成１５年度中に通知を発出し、幼稚園におけ
る学童保育の実施が可能であることを明確化す
るとともに、実施上の留意事項等を示す予定。

2059010
学校法人
初音丘学
園

学童保育
モデル幼稚園

幼稚園施設を活用し
た学童保育

校長及び教員の資
格要件の緩和 0803600

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

Ｄ－１ 2112070

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

校長及び教員の資格
要件の緩和

0801000

特区の第１次提案による特別措置により、市町村教
育委員会が、教員免許を有しない者を、特別免許状
の授与を前提として、市町村費負担教職員として任
用しようとする場合において、当該市町村が行う採
用選考と免許状授与のために都道府県教育委員会が
行う教育職員検定の必要書類・手続きについて、あ
らかじめ市町村及び都道府県が協議・連携し、統一
化・簡素化しておくことにより、市町村の提案に対
する迅速な対応が可能となるような免許状授与手続
きの簡素化・迅速化を行う。また、特別非常勤講師
については届出のみで足りる。

1324170 横浜市 京浜臨海部再
生特区

新たに設置する（仮
称）科学技術高等学
校への民間人教員の
採用

教員免許状を有し
ない者の教員とし
ての採用

0803590

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

提案にあるような必要な代替措置をとることによって、免許を
有しない者を教員として採用することについて、具体的に検討
し回答されたい。

教員免許制度は、免許状によって教職の専門性を公証しており、当該学校が、学校教
育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合には、各学校種及び
各教科の専門性を確保するために、教育職員は相当の教員免許状を有する必要があ
る。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免許状制度及び特別非常勤講師制
度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ Ｃ－１

提案内容は、教員免許を有しない者であっても、
地域特性に応じ、①英語教員については、例えば
海外の教員免許を有する者②要配慮児、不登校児
については、福祉等の専門的人材や不登校児教育
の実績のある者、について、特区の認定を受けた
地方公共団体の判断で、教員として採用すること
を認めるものである。このような特例をニーズの
ある場合に都道府県の教育委員会による資格授与
によらなくても認めるべきではないかという内容
であり、具体的に検討し回答されたい。

教員免許制度は、教育水準の確保のため、教育
職員の学校種等に応じた専門性を公証する制度
であり、特区において特色ある教育を行う場合
であっても、それが学校教育法上の学校として
教育活動を行うのであれば、教員の資質能力を
担保する観点から、教員免許制度によることが
必要である。御指摘の場合のように、教員免許
状を有しない優れた適切な人材を活用すること
については、特別免許状や特別非常勤講師など
現行制度の活用により十分対応可能である。

Ｄ－１
（提案の内
容は、現行
制度を活用
することに
より対応可
能と考えて
いるか
ら。）

2112060

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

教育職員は、教育職
員免許法上の各担当
の免許状を有する者
でなければならない
規定の緩和

0804280

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

提案は、管理運営主体の長が適切と認め且つ教育委員を含めた
理事会の審査と許可を得た者を教育職員として充てられるもの
とするというものであり、これについて具体的に検討し回答さ
れたい。

教員免許制度は、免許状によって教職の専門性を公証しており、当該学校が、学校教
育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合には、各学校種及び
各教科の専門性を確保するために、教育職員は相当の教員免許状を有する必要があ
る。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免許状制度及び特別非常勤講師制
度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2063020

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

教育職員は、教職免
許法による免許状を
有する者に限定しな
い。

0802790

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

Ｄ－１ 2152070

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

教員資格の適用除外
について
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0802800

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

提案は、学校法人でない学校を前提とした場合は免許制度によ
らない教員を採用したいというものであり、これについて具体
的に検討し回答されたい。

当該学校が、学校教育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合
には、各学校種及び各教科に応じた専門性を確保するために、教育職員は相当する教
員免許状を有することが必要である。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免
許状制度及び特別非常勤講師制度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2152080

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

教育職員免許状制度
の適用除外について

0803060

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

提案は、新しいタイプの学校においては、免許制度を適用しな
いというものであり、これについて具体的に検討し回答された
い。

当該学校が、学校教育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合
には、各学校種及び各教科に応じた専門性を確保するために、教育職員は相当する教
員免許状を有することが必要である。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免
許状制度及び特別非常勤講師制度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2079030 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803230

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

提案は、新しいタイプの学校においては、免許制度を適用しな
いというものであり、これについて具体的に検討し回答された
い。

当該学校が、学校教育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合
には、各学校種及び各教科に応じた専門性を確保するために、教育職員は相当する教
員免許状を有することが必要である。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免
許状制度及び特別非常勤講師制度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2081030 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803460

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

提案は、新しいタイプの学校においては、免許制度を適用しな
いというものであり、これについて具体的に検討し回答された
い。

当該学校が、学校教育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合
には、各学校種及び各教科に応じた専門性を確保するために、教育職員は相当する教
員免許状を有することが必要である。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免
許状制度及び特別非常勤講師制度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2045040
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

教育職員の教育職員
免許法上の各相当の
免許状を有する者で
なければならない規
定の緩和

0804230

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

提案は、教員資格認定に際しては、特区法により認定された地
方自治体の長により別途定められた基準に従うものとすると
し、現行の免許制度を適用しないというものであり、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

教員免許制度は、免許状によって教職の専門性を公証しており、当該学校が、学校教
育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合には、各学校種及び
各教科の専門性を確保するために、教育職員は相当の教員免許状を有する必要があ
る。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免許状制度及び特別非常勤講師制
度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2139280

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

校長および教員の資
格要件の緩和

0804240

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

提案は、教員資格認定に際しては、特区法により認定された地
方自治体の長により別途定められた基準に従うものとすると
し、現行の免許制度を適用しないというものであり、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

教員免許制度は、免許状によって教職の専門性を公証しており、当該学校が、学校教
育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合には、各学校種及び
各教科の専門性を確保するために、教育職員は相当の教員免許状を有する必要があ
る。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免許状制度及び特別非常勤講師制
度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2139290

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

校長および教員の資
格要件の緩和

0804250

教員免許状を有さない者であっても、校長として任
用することができる。また、教員免許を有しない社
会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師制度に
より教員となることができる。

提案は、教員資格認定に際しては、特区法により認定された地
方自治体の長により別途定められた基準に従うものとすると
し、現行の免許制度を適用しないというものであり、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

教員免許制度は、免許状によって教職の専門性を公証しており、当該学校が、学校教
育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合には、各学校種及び
各教科の専門性を確保するために、教育職員は相当の教員免許状を有する必要があ
る。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免許状制度及び特別非常勤講師制
度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2139300

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

校長および教員の資
格要件の緩和

0803150

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

提案は、新しいタイプの学校においては、免許制度を適用しな
いというものであり、これについて具体的に検討し回答された
い。

当該学校が、学校教育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合
には、各学校種及び各教科に応じた専門性を確保するために、教育職員は相当する教
員免許状を有することが必要である。なお、教員免許状を有しない者であっても、特別免
許状制度及び特別非常勤講師制度等を活用することにより教員となることができる。

Ｄ－１ 2080030
藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0802430

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

Ｄ－１ 2082030 株式会社
秀学 教育特区

不登校児童生徒対応
の新しいタイプの学
校運営における一部
規制の摘要除外

特別免許状の授与
要件の緩和 0804610

教員免許状は一定の能力を公証するものであること
から、学校教育の信頼性を確保するためにも、一定
程度の要件は必要である。一方、特別非常勤講師制
度を活用することにより、高等学校を卒業しない者
が教員として授業を行うことは可能である。

貴省の回答には、「一定の要件が必要」とあるが、フリース
クール職員としての経験や実績を積んでいることをもって、高
等学校を卒業しない者に特別免許状を授与することは可能では
ないか、再度具体的に検討し回答されたい。

特別免許状は、普通免許状と同様に、高等学校を卒業することを必要としている
が、フリースクール職員としての経験を積んでいることをもって、高等学校を卒
業した者と同等とすることは適当でないと考える。なお、免許状を要しない特別
非常勤講師制度やティーム・ティーチングにより授業を行うことは可能である。

Ｃ－１

提案者からは、「常勤の職員としての採用を求め
るものであり、フリースクール職員として１０年
以上の経験を持つ者について、その実績を評価
し、高卒資格がなくても特別免許状を授与してほ
しい」との意見があり、単に高校卒業ということ
にこだわることなく、教育の実態に合わせて特別
免許状の授与を検討できないか、再度検討し回答
されたい。

教員には、児童生徒に確かな学力を身に付けさ
せることができる資質能力を確保する必要があ
り、教員免許制度により、教員の学校種等に応
じた専門性を公証している。このため、標準で
ある普通免許状（一種）を授与する際の基礎資
格として大学の学部卒が要求されており、高等
学校を卒業しないことは、特別免許状や臨時免
許状も含めて、欠格事由とされている。特区に
おいて不登校児童生徒のために特色ある教育を
行うということをもって、この事由に該当する
者を教員とすることは妥当でない。なお、高等
学校を卒業しない者でも、大学入学資格検定に
合格することにより、高卒と同等以上の資格を
有するものと取り扱うことができるなど、提案
の内容は現行制度の活用により十分対応可能で
あると考えている。

Ｄ－１
（提案の内
容は、現行
制度を活用
することに
より対応可
能と考えて
いるか
ら。）

2050040

特定非営
利活動法
人東京
シューレ

ＮＰＯ法人に
よる新しいタ
イプの学校設
置特区

特別免許状制度の資
格要件の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

免許状の授与権を
市町村教育委員会
に付与

0804900

教員免許状の授与は、教育職員としての資格を付与
することであることから、授与そのもの以外にも、
授与原簿の作成、失効・取上げに係る事務や教育職
員検定等様々な事務が一体として免許事務を構成し
ており、免許状の授与はこれらの事務全体に関わる
ものであり、一部だけを切り離すことができないも
のであることから、市町村に授与権のみを付与する
ことは適当でないものと考える。また、仮にこれら
の事務全体を市町村が行うこととした場合には、一
元管理されている免許事務を複雑化させるととも
に、市町村に必要以上の負担を課すこととなる。以
上より、免許状の授与権を市町村に付与することに
ついては、免許制度全体の仕組みや市町村の便宜の
観点から困難と考えられる。従って、特区の第1次提
案による特例措置として、特別免許状の授与の際に
市町村の要望に応じた迅速な対応が可能となるよう
な、手続きが簡素化される特例措置を設けたところ
である。

提案は、都道府県教育委員会にのみ認められている特別免許状
の授与権を市町村教育委員会にも付与することであり、この点
について具体的に検討し回答されたい。

教員免許状の授与は、教育職員としての資格を付与することであることから、免
許状の広域的な通用性を確保するためには、都道府県教育委員会が、責任を持っ
て判断し授与する制度によることが相当と考えられる。また、授与そのもの以外
にも、授与原簿の作成、失効・取上げに係る事務や教育職員検定等様々な事務が
一体として免許事務を構成しており、免許状の授与はこれらの事務全体に関わる
ものであり、一部だけを切り離すことができないものであることから、市町村に
授与権のみを付与することは適当でないものと考える。したがって、特区の第1次
提案による特例措置として、特別免許状の授与の際に市町村の要望に応じた迅速
な対応が可能となるような、手続きが簡素化される特例措置を設けたところであ
る。

Ｄ－２ Ｃ－１

提案者からは、「特別免許状の授与・授与原簿の
作成、失効・取り上げに係る事務や教育職員検定
等様々な事務すべての権限を市町村教育委員会に
付与することを求めたものであり、一部だけを切
り離すものではない」との意見がきているところ
である。市町村教育委員会が地域の実態にあわせ
て免許状を授与することについて、再度検討し回
答されたい。

教員免許状は、業務独占資格として全国的（特
別免許状等は都道府県単位）に通用することが
求められる資格であり、広域的な判断が可能な
都道府県教育委員会により授与することが適当
である。また、現状において、都道府県による
免許状の授与については、授与の要件を満たし
ていれば支障なく行われているものと承知して
いる。仮に免許事務全体を市町村が行うことと
した場合、一元管理されている免許事務を複雑
化させ、市町村に必要以上の負担がかかるとと
もに、免許制度の運用に係る責任体制が不明確
になるおそれがある。なお、教員免許状を有し
ない優れた適切な人材を採用することについて
は、特別免許状や特別非常勤講師など現行制度
の活用により十分対応可能である。

Ｄ－２
（提案の内
容は、第１
次提案に対
する特例措
置により対
応可能と考
えているか
ら。）

2177020 構想日本

多様な考え
方・方法に基
づいた教育を
行う公立小・
中学校特区

現在、都道府県教育
委員会にのみ認めら
れている特別免許状
の授与権を、市町村
教育委員会にも付与
することの容認

外国語による教育
職員検定の実施 0805390 教育職員検定の具体的内容については、都道府県教

育委員会の自治事務である。
都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 Ｄ－１ 2072080

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

普通教員免許状の授
与要件の緩和

0804530 教育職員検定の具体的な内容については、都道府県
教育委員会の自治事務である。

都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 2054080

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

普通教員免許の授与
要件の緩和

0805120 教育職員検定の具体的な内容については、都道府県
教育委員会の自治事務である。

都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 2122070

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

普通教員免許状の授
与要件の緩和

0805210 教育職員検定の具体的内容については、都道府県教
育委員会の自治事務である。

都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 2071080

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

普通教員免許状の授
与要件の緩和

0805630 教育職員検定の具体的内容については、都道府県教
育委員会の自治事務である。

都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 2124080

長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

普通教員免許状の授
与要件の緩和

0805710 教育職員検定の具体的内容については、都道府県教
育委員会の自治事務である。

都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 2123070

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

普通教員免許状の授
与要件の緩和

0805800 教育職員検定の具体的内容については、都道府県教
育委員会の自治事務である。

都道府県教育委員会が、検定試験を英語で行うことも可能と解
してよいか。 教育職員検定の具体的内容や方法については、都道府県教育委員会の判断による。 2121070

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

普通教員免許状の授
与要件の緩和

外国人等の教員資
格の緩和 0800370

外国の教員免許状を有する者への日本の教員免許状
の授与は教員免許制度上可能である。また、教員免
許状を有しない、専門知識を有する外国人等は特別
非常勤講師として授業を行うことができる。なお、
校長についても、教員免許状を有していなくても任
用が可能である。

提案は、外国の教員免許状を有する者が日本の免許状がなくて
も、日本人教員と同等の扱いとすることを求めるものであり、
検討し、回答されたい。

外国の教員免許状を有する者については、国によって学校制度や教員資格制度が
異なることから、都道府県教育委員会が判断し、日本における相当の学校種及び
教科の免許状が授与されることが必要である。なお、免許状を要しない特別非常
勤講師として授業を行うことも可能である。

Ｃ－１
提案者から、「外国人教員が、臨時免許状ではな
く普通免許状を受けられるよう付与基準を緩和し
てほしい」との意見があり、この点について再度
検討し回答されたい。

外国の教員免許状を有する者へ日本の教員免許
状を授与する場合については、現行制度上臨時
免許状だけでなく相当の普通免許状を授与する
ことが可能である。また、現行制度上、臨時免
許状を基礎として、普通免許状を取得すること
は可能である。

Ｄ－１
（提案の内
容は、現行
制度を活用
することに
より対応可
能と考えて
いるか
ら。）

1200050 群馬県太
田市

太田外国語教
育特区

教育職員は、教育職
員免許法上の各相当
の免許状を有する者
でなければならない
規制の緩和

教員インターン制
度の導入による専
修免許状の取得

0800430

市の教育委員会は、教員養成を行う大学等の位置付
けを有しておらず、教員養成機関としての指定に馴
染まないが、課程認定を有する大学院の修士課程に
おいて「教科又は教職に関する科目」としてイン
ターン実習の科目を修得すれば専修免許状の取得が
可能である。

Ｄ－１ 1048010 川口市 教員インター
ン制導入特区

教員インターン制度
の導入による養成段
階からの教員の資質
向上

教員免許状授与手
続きの簡素化 0804560

特区の第１次提案による特別措置により、市町村教
育委員会が、教員免許を有しない者を、特別免許状
の授与を前提として、市町村費負担教職員として任
用しようとする場合において、当該市町村が行う採
用選考と免許状授与のために都道府県教育委員会が
行う教育職員検定の必要書類・手続きについて、あ
らかじめ市町村及び都道府県が協議・連携し、統一
化・簡素化しておくことにより、市町村の提案に対
する迅速な対応が可能となるような免許状授与手続
きの簡素化・迅速化を行う。

Ｄ－２ 2157020

特定非営
利活動法
人長谷健
顕彰会

（仮称）構造
改革特区国語
つづりかた指
導研究開発セ
ンター

［教員免許状交付の
簡素化」-　国語つ
づりかた指導は低・
中・高学年ごとの専
門性を必要とするの
で、体制の不足がち
なところには随時採
用し補強できるよう
にする効果がある。
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

相当免許状を有し
ない者の他校種へ
の任用（小・中学
校間）

0800500

教育職員免許法は,各学校種や免許教科に応じた専門
性を確保するために、相当する学校や教科の免許状
を必要とする原則を採っている。これを踏まえた上
で、普通免許状を有する者を採用することができな
い場合には、教育職員免許法の規定に基づき、都道
府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授与す
ることが可能であり、臨時免許状を有していれば、
相当する学校の教科担任や学級担任となることがで
きる。

要望は中学校免許所有者を小学校学級担任に、小学校免許所有
者を中学校教員にそのまま任用できるようしたいとするもので
あり､実現可能か、回答されたい。

学校教育の直接の担い手である教育職員の活動は、人間の心身の発達に関わるもの
であり、幼児・児童・生徒の人格形成に大きな影響を及ぼす重要な職務であるため、教
員免許制度は、免許状を授与することで専門性を公証し、教育職員の資質を保持するこ
ととしている。したがって、相当の免許状を有しない者を教科担任や学級担任等に任用
することは適当でないが、普通免許状を有する者を採用することができない場合には、
教育職員免許法の規定に基づき、都道府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授
与することが可能であり、臨時免許状を有していれば、相当する学校の教科担任や学級
担任となることができる。

Ｃ－１

提案者から、「臨時免許状は、普通免許状を所有
する者を採用できない場合に限り授与するもので
あり、全県的な人事交流を計画的に推進する目的
で臨時免許状を授与することは、臨時免許状制度
の趣旨を逸脱するおそれがある」との意見があ
り、臨時免許状によらずに任用することができな
いか、再度検討し回答されたい。

教員免許制度は、教育水準の確保のため、教育
職員の学校種等に応じた専門性を公証する制度
であり、相当の免許状を有しない者を教科担任
や学級担任等に任用することは適当でないが、
教員免許制度全体の趣旨を踏まえた上で、「普
通免許状を有する者を採用することができない
場合」として都道府県教育委員会が判断した場
合には、臨時免許状を授与することが可能であ
る。この場合、例えば、人事上の理由などによ
り、小中の両免許状を有する者を配置すること
ができない場合（小中一貫教育を推進すること
も含む。）に、都道府県教育委員会の判断によ
り臨時免許状を授与する場合もあり得ると考え
る。なお、提案者は、実態として、他の都道府
県と比べても臨時免許状の授与件数が多く、特
に中学校教諭の免許状を有する者が小学校にお
いて学級担任ができるようにするため、臨時免
許状を授与するケースがあるものと承知してお
り、ご意見はこうした実態と整合性が取れてい
ないものと考える。

Ｄ－１
（提案の内
容は、現行
制度を活用
することに
より対応可
能と考えて
いるか
ら。）

1269010 千葉県 個性が輝く教
育推進特区

相当免許状所有者以
外の異校種への任用
に関する教育職員免
許法の緩和

0800800

教育職員免許法は,各学校種や免許教科に応じた専門
性を確保するために、相当する学校や教科の免許状
を必要とする原則を採っている。これを踏まえた上
で、普通免許状を有する者を採用することができな
い場合には、教育職員免許法の規定に基づき、都道
府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授与す
ることが可能であり、臨時免許状を有していれば、
相当する学校の教科担任や学級担任となることがで
きる。

要望は中学校免許所有者を小学校学級教員に、小学校免許所有
者を中学校教員にそのまま任用できるようしたいとするもので
あり､実現可能か、回答されたい。

学校教育の直接の担い手である教育職員の活動は、人間の心身の発達に関わるもの
であり、幼児・児童・生徒の人格形成に大きな影響を及ぼす重要な職務であるため、教
員免許制度は、免許状を授与することで専門性を公証し、教育職員の資質を保持するこ
ととしている。したがって、相当の免許状を有しない者を教科担任や学級担任等に任用
することは適当でないが、普通免許状を有する者を採用することができない場合には、
教育職員免許法の規定に基づき、都道府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授
与することが可能であり、臨時免許状を有していれば、相当する学校の教科担任や学級
担任となることができる。

1372010 品川区 小中一貫校

学校教育法等の教育
課程等の緩和、
教育職員免許法の緩
和、　　　　　　学
校教育法に定める職
員配置の弾力的運用

0801730

教育職員免許法は,各学校種や免許教科に応じた専門
性を確保するために、相当する学校や教科の免許状
を必要とする原則を採っている。これを踏まえた上
で、普通免許状を有する者を採用することができな
い場合には、教育職員免許法の規定に基づき、都道
府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授与す
ることが可能であり、臨時免許状を有していれば、
相当する学校の教科担任や学級担任となることがで
きる。

要望は中学校免許所有者を小学校学級教員に、小学校免許所有
者を中学校教員にそのまま任用できるようしたいとするもので
あり､実現可能か、回答されたい。

学校教育の直接の担い手である教育職員の活動は、人間の心身の発達に関わるもの
であり、幼児・児童・生徒の人格形成に大きな影響を及ぼす重要な職務であるため、教
員免許制度は、免許状を授与することで専門性を公証し、教育職員の資質を保持するこ
ととしている。したがって、相当の免許状を有しない者を教科担任や学級担任等に任用
することは適当でないが、普通免許状を有する者を採用することができない場合には、
教育職員免許法の規定に基づき、都道府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授
与することが可能であり、臨時免許状を有していれば、相当する学校の教科担任や学級
担任となることができる。

1349010 池田市 教育改革特区

それぞれの校種で所
有しなければならな
い免許状の種類の弾
力化

0801830

教育職員免許法は,各学校種や免許教科に応じた専門
性を確保するために、相当する学校や教科の免許状
を必要とする原則を採っている。これを踏まえた上
で、普通免許状を有する者を採用することができな
い場合には、教育職員免許法の規定に基づき、都道
府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授与す
ることが可能であり、臨時免許状を有していれば、
相当する学校の教科担任や学級担任となることがで
きる。

要望は、小学校免許所有者を中学校教員にそのまま任用できる
ようしたいとするものであり､実現可能か、回答されたい。

学校教育の直接の担い手である教育職員の活動は、人間の心身の発達に関わるもの
であり、幼児・児童・生徒の人格形成に大きな影響を及ぼす重要な職務であるため、教
員免許制度は、免許状を授与することで専門性を公証し、教育職員の資質を保持するこ
ととしている。したがって、相当の免許状を有しない者を教科担任や学級担任等に任用
することは適当でないが、普通免許状を有する者を採用することができない場合には、
教育職員免許法の規定に基づき、都道府県教育委員会の判断により、臨時免許状を授
与することが可能であり、臨時免許状を有していれば、相当する学校の教科担任や学級
担任となることができる。

1304020 奈良県
教育特区（小
中一貫校の設

置）

小学校の免許のみを
有する教員が中学校
の各教科以外の時間
の指導ができる特例

特別非常勤講師に
よる単独指導 0800460

教員免許状を要しない特別非常勤講師は単独で授業
を行うことができる。
なお、教員免許を持たない外国人を教員とすること
は特別免許状制度の活用によっても可能である。

Ｄ－１ 1069010 朝霞市 英会話早期学
習推進特区

１．学習指導要領の
総則、総合的な学習
の時間の趣旨やねら
いの緩和
２．教育職員免許法
の緩和

特別非常勤講師の
担当可能範囲の拡
大（担任も可とす
る）

0803850
学校法人設立前の推薦書の提出については、手続き
上の問題であり、法律上は、「任命、又は雇用しよ
うとする者」の推薦があればよい。

提案には、特別非常勤講師が担任をもてるようにしたいとある
が、この点について具体的に検討し回答されたい。

「規制の特例措置（再提案理由）」には、「教職員が特別免許状を取得しようとする場合
には採用（任命）しようとする者の推薦が必要で、特区制度を利用して新規に学校を作る
場合は、学校ができる前に推薦を出すことができないので、それを補うために、 初しば
らくの間は、特別非常勤講師が全科の担当と担任をすべきである」となっているが、学校
法人設立前の推薦書の提出については、手続き上の問題であり、法律上は、「任命、又
は雇用しようとする者」の推薦があればよい。よって、特別免許状の授与に先立って特
別非常勤講師制度を活用する必要はない。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2058030

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

特別非常勤講師の担
当可能範囲の拡大

0804660
学校法人設立前の推薦書の提出については、手続き
上の問題であり、法律上は、「任命、又は雇用しよ
うとする者」の推薦があればよい。

提案には、特別非常勤講師が担任をもてるようにしたいとある
が、この点について具体的に検討し回答されたい。

「規制の特例措置（再提案理由）」には、「教職員が特別免許状を取得しようとする場合
には採用（任命）しようとする者の推薦が必要で、特区制度を利用して新規に学校を作る
場合は、学校ができる前に推薦を出すことができないので、それを補うために、 初しば
らくの間は、特別非常勤講師が全科の担当と担任をすべきである」となっているが、学校
法人設立前の推薦書の提出については、手続き上の問題であり、法律上は、「任命、又
は雇用しようとする者」の推薦があればよい。よって、特別免許状の授与に先立って特
別非常勤講師制度を活用する必要はない。

Ｄ－１ 2027030

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

特別非常勤講師の担
当可能範囲の拡大

0804870
学校法人設立前の推薦書の提出については、手続き
上の問題であり、法律上は、「任命、又は雇用しよ
うとする者」の推薦があればよい。

提案には、特別非常勤講師が担任をもてるようにしたいとある
が、この点について具体的に検討し回答されたい。

「規制の特例措置（再提案理由）」には、「教職員が特別免許状を取得しようとする場合
には採用（任命）しようとする者の推薦が必要で、特区制度を利用して新規に学校を作る
場合は、学校ができる前に推薦を出すことができないので、それを補うために、 初しば
らくの間は、特別非常勤講師が全科の担当と担任をすべきである」となっているが、学校
法人設立前の推薦書の提出については、手続き上の問題であり、法律上は、「任命、又
は雇用しようとする者」の推薦があればよい。よって、特別免許状の授与に先立って特
別非常勤講師制度を活用する必要はない。

Ｄ－１ 2087080

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

特別非常勤講師の担
当可能範囲の拡大

学校法人設立準備
時点での特別免許
状の申請

0803490
学校法人設立前の推薦書の提出については、手続上
の問題であり、法律上は、「任命、又は雇用しよう
とする者」の推薦があればよい。

提案にあるように、「学校法人を設立準備中のものは、当該都
道府県知事より設置計画概要書の承認通知を受理した時点より
特別免許状の推薦者」となれると解してよいか。

特別免許状を授与する際の、任命又は雇用しようとする者からの推薦について、当該学
校に任命又は雇用しようとすることを確認する具体の方法・手続きについては、基本的
には免許状授与権者である都道府県教育委員会の判断によることとなるが、設置計画
概要書への承認通知を受理した時点での推薦は可能と解する。

Ｄ－１ 2024010
ＮＰＯ法
人東京賢
治の学校

教育改革特区
「新しいタイ
プの学校の創

設｣

学校法人を設立しよ
うとする者は、設立
準備時点で特別免許
状の申請が行なえる
ように措置する

特別免許状の有効
期間の特例 0804620 平成１４年の免許法改正により、特別免許状の有効

期間がなくなり、終身有効となっている。 Ｅ 2050050

特定非営
利活動法
人東京
シューレ

ＮＰＯ法人に
よる新しいタ
イプの学校設
置特区

特別免許状制度の効
力期間の特例
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

県費教職員の任命
権の一部を市町村
に移譲

0800490

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、事務
処理特例条例により、市町村が県費負担教職員の任
命権の一部を処理するこは可能。
構造改革特別区域法第13条により、県費負担教職員
に加えて、構造改革特区において市町村が教職員の
給与を負担し任用することは既に可能となってい
る。
（平成15年４月１日より施行）

任命権の一部処理とは何か。提案にある要望の県費負担職員の
兼任発令は可能ということか、回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、都道府県が事務処理特例条例を定
めることにより、都道府県が有している県費負担教職員の任命権の一部を市町村
が処理することは可能であり、市町村において県費負担教職員の兼任発令を行う
ことも可能である。

Ｄ－１ 1021010 埼玉県宮
代町

小中学校教諭
の任用弾力化

構想

県費教職員の任用制
度に関する規制の緩
和

0800860
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、事務
処理特例条例により市町村（特別区を含む）が県費
負担教職員の任命権の一部を処理することは可能。

任命権の一部処理とは何か。提案にある要望の県費負担職員の
兼任発令は可能ということか、回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、都道府県が事務処理特例条例を定
めることにより、都道府県が有している県費負担教職員の任命権の一部を市町村
が処理することは可能であり、市町村（特別区を含む）において県費負担教職員
の兼任発令を行うことも可能である。

1395020 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

県費負担教職員の任
命権を市町村教育委
員会に付与

0801320
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、事務
処理特例条例により中核市が県費負担教職員の任命
権の一部を処理するこは可能。

任命権の一部処理とは何か。提案にある要望の県費負担職員の
兼任発令は可能ということか、回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、都道府県が事務処理特例条例を定
めることにより、都道府県が有している県費負担教職員の任命権の一部を中核市
が処理することは可能であり、中核市において県費負担教職員の兼任発令を行う
ことも可能である。

1336010 長野市 県費負担教職
員中核市特区

県費負担教職員の任
命権の移譲

県立高等学校英語
教諭に外国籍を持
つ者を採用

0800160

外国人であっても、教諭の代わりに常勤講師として
任用することが可能である。
　なお、常勤講師は、授業の実施など児童・生徒に
対する教育指導面においては教諭とほぼ同等の役割
を担うものと考えられ、学級担任や教科の担任とな
ることも可能である。

提案は、県立高等学校英語教諭として、校長が行う校務の運営
に参画することにより、公の意思の形成への参画をすることを
職務とすることがぜひとも必要であり、常勤教諭として採用し
たいとするものであり、これについて具体的に検討し回答され
たい。

　「制度の現状」にあるとおり、公立学校の教諭については、校長の行う校務の
運営に参画することにより公の意思の形成への参画に携わることを職務としてい
ると認められることから、「公務員に関する当然の法理」の適用があり、外国人
を任用することはできないこととされている。
　このことは、公務員制度一般の問題であり、特区のように特定の地域に限り例
外を認めることにはなじまない。

Ｃ－１

他の制度、例えば国立研究所においては、所長以
外は外国人の任用が認められているところであ
り、貴省の主張するような「公務員に関する当然
の法理」は、公立学校の教諭についても適用され
ないと考える。再度検討し回答されたい。

　「制度の現状」にあるとおり、公立学校の教諭につい
ては、校長の行う校務の運営に参画することにより公の
意思の形成への参画に携わることを職務としていると認
められることから、「公務員に関する当然の法理」の適
用があり、外国人を任用することはできないこととされ
ている。
　このことは、昭和５８年３月１１日付け提出質問第１
３号「外国人の公立小・中・高等学校教員任用に関する
質問主意書」に対する政府の答弁書（昭和５８年４月１
日付け内閣衆質９８第１３号）において以下のように示
されている。

「政府は、従来から、公務員に関する当然の法理として
公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務
員となるためには日本国籍を必要とするものと解してい
る。
　公立の小学校、中学校及び高等学校（以下「公立小学
校等」という。）の教諭については、校長の行う校務の
運営に参画することにより公の意思の形成への参画に携
わることを職務としていると認められ、右の法理の適用
があると考えている」

1240010 宮城県

教育特区
（スーパーイ
ングリッシュ
ティーチャー
特区）

「県立高等学校英語
教諭に外国籍を持つ
者を採用」

義務標準法第７条
第２項に基づき加
配される教員につ
いて、協力による
指導、少人数の指
導、中学校選択教
科以外にも、学校
長の裁量で工夫で
きるようにする

0800420

加配教員について加配の目的外に使用することは、
本来であれば加配の対象になっていない目的に対し
て加配を行うこととなり、国による新たな財政措置
を求めるものであるため、特区制度の対象とならな
い。

Ｆ 1047010 川口市
教職員定数の
弾力的運用と

特区

県費負担教職員の定
数の換算に関する市
教育委員会及び学校
の裁量権拡大

市町村教育委員会
による市町村費負
担教育職員の任用
の制度化

0801760

構造改革特別区域法第１３条により、県費負担教職
員に加えて、構造改革特区において市町村が教職員
の給与を負担し任用することはすでに可能となって
いる（平成１５年４月１日より施行）。

Ｄ－２ 1349040 池田市 教育改革特区

市町村教育委員会に
よる市町村費負担教
育職員の任用の制度
化

0801770

構造改革特別区域法第１３条により、構造改革特区
において市町村が教職員の給与を負担し任用するこ
とは可能（平成１５年４月１日より施行）であり、
その場合、当該市町村費負担教職員の定数は市町村
の条例によって定められる。

1349050 池田市 教育改革特区 教職員定数の弾力化

0804570

構造改革特別区域法第１３条により、県費負担教職
員に加えて、構造改革特区において市町村が教職員
の給与を負担し任用することはすでに可能となって
いる（平成１５年４月１日より施行）。

2157030

特定非営
利活動法
人長谷健
顕彰会

（仮称）構造
改革特区国語
つづりかた指
導研究開発セ
ンター

「市負担の教員任用
の制度化」-　自治
体独自の判断により
地域の特性に応じた
教員の任用を可能に
することにより目的
を達成できる。

職員組織等の諸規
制の撤廃 0803090

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。また、特別の事情があるとき
は、教頭又は事務職員を置かないことも可能。

提案は、学校教育法２８条を適用しないというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法２８条等では、校長、教頭、教諭、事
務職員等以外の職員を小学校等に置くことが可能である。また、特別の事情があ
るときは、教頭又は事務職員を置かないこと、教諭に代えて助教諭又は講師を置
くこと、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことも可能であるなど、柔軟な職員
配置が可能となってるところである。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）、養護教諭（又は養
護助教諭）は、最低限、当然置かれるべきであり、学校教育法２８条等そのもの
を適用除外とすることは認められない。

Ｄ－１ Ｃ－１ Ｄ－１ 2079030 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803180

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。また、特別の事情があるとき
は、教頭又は事務職員を置かないことも可能。

提案は、学校教育法２８条を適用しないというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法２８条等では、校長、教頭、教諭、事
務職員等以外の職員を小学校等に置くことが可能である。また、特別の事情があ
るときは、教頭又は事務職員を置かないこと、教諭に代えて助教諭又は講師を置
くこと、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことも可能であるなど、柔軟な職員
配置が可能となってるところである。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）、養護教諭（又は養
護助教諭）は、最低限、当然置かれるべきであり、学校教育法２８条等そのもの
を適用除外とすることは認められない。

Ｄ－１ 2080030
藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803260

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。また、特別の事情があるとき
は、教頭又は事務職員を置かないことも可能。

提案は、学校教育法２８条を適用しないというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法２８条では、校長、教頭、教諭、事務
職員等以外の職員を小学校等に置くことが可能である。また、特別の事情がある
ときは、教頭又は事務職員を置かないこと、教諭に代えて助教諭又は講師を置く
こと、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことも可能であるなど、柔軟な職員配
置が可能となってるところである。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）、養護教諭（又は養
護助教諭）は、最低限、当然置かれるべきであり、学校教育法２８条等そのもの
を適用除外とすることは認められない。

Ｄ－１ 2081030 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804180
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員以外の職員
を小学校に置くことが可能。

提案は、特区に認定された地方自治体の長の認可にもとづき、
別途教員配置の認定基準を定める特例を認めるものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法２８条では、校長、教頭、教諭、事務
職員等以外の職員を小学校等に置くことが可能である。また、特別の事情がある
ときは、教頭又は事務職員を置かないこと、教諭に代えて助教諭又は講師を置く
こと、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことも可能であるなど、柔軟な職員配
置が可能となってるところである。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）、養護教諭（又は養
護助教諭）は、最低限、当然置かれるべきであり、学校教育法２８条そのものを
適用除外とすることは認められない。

Ｄ－１ 2139230

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教員の配置基準の弾
力化

0804190
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員以外の職員
を中学校に置くことが可能。

提案は、特区に認定された地方自治体の長の認可にもとづき、
別途教員配置の認定基準を定める特例を認めるものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法４０条では、校長、教頭、教諭、事務職員等以
外の職員を中学校に置くことが可能である。また、特別の事情があるときは、教頭又は
事務職員を置かないこと、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこと、養護教諭に代えて
養護助教諭を置くことも可能であるなど、柔軟な職員配置が可能となってるところであ
る。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）、養護教諭（又は養護助教諭）
は、 低限、当然置かれるべきであり、学校教育法４０条そのものを適用除外とすること
は認められない。

Ｄ－１ 2139240

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教員の配置基準の弾
力化

0804200
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員以外の職員を高等学校に
置くことが可能。

提案は、特区に認定された地方自治体の長の認可にもとづき、
別途教員配置の認定基準を定める特例を認めるものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法５０条では、校長、教頭、教諭、事務職員等以
外の職員を高等学校に置くことが可能である。また、特別の事情があるときは、教諭に
代えて助教諭又は講師を置くことも可能であるなど、柔軟な職員配置が可能となってると
ころである。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）等は、 低限、当然置かれる
べきであり、学校教育法４０条そのものを適用除外とすることは認められない。

Ｄ－１ 2139250

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教員の配置基準の弾
力化

0804210
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員以外の職員を
中等教育学校に置くことが可能。

提案は、特区に認定された地方自治体の長の認可にもとづき、
別途教員配置の認定基準を定める特例を認めるものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法５１条の８では、校長、教頭、教諭、養護教諭、
事務職員等以外の職員を中等教育学校に置くことが可能である。また、特別の事情が
あるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことも可能であるなど、柔軟な職員配置
が可能となってるところである。
　なお、学校である以上、校長、教諭（又は助教諭・講師）等は、 低限、当然置かれる
べきであり、学校教育法第５１条の８そのものを適用除外とすることはみとめられない。

Ｄ－１ 2139260

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教員の配置基準の弾
力化

学校への学校カウ
ンセラーや看護士
の配置

0804540
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。

Ｄ－１ 2054090

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

「校長、教頭、教
諭、その他の職員」

0804810
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。

2176080
こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

「校長、教頭、教
諭、その他の職員」

0805220
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。

2071090

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

「校長、教頭、教
諭、その他の職員」

の拡大

0805400
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。

2072090

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

「校長、教頭、教
諭、その他の職員」

の拡大

0805640
「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校
長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校等
に置くことが可能。

2124090
長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

校長、教頭、教諭、
その他の職員の拡大

教育公務員の兼業
許可の基準の緩和 0804260

「制度の現状」にあるとおり、教育公務員が兼職・
兼業を行うことは、教育公務員特例法２１条１項又
は地方公務員法３８条１項により可能である。

提案は、新しいタイプの学校において、特区に認定された自治
体の長の認可にもとづき、学校事業者による私立学校の教員の
職を兼ねることができるものとする
ことであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、地方公務員法３８条１項に基づき、任命権者（県
費負担教職員については市町村教育委員会）が許可すれば、私立学校の教員の職
を兼ねることは可能である。また私立学校の教員の職は、教育公務員特例法２１
条１項に規定する「教育に関す得る他の事業若しくは事務」に該当すると解され
ることから、同条に基づき私立学校の教員の職を兼ねることも可能である。
　なお、仮にその態様が、実質的に私立学校における教員の人件費の肩代わりを
図るものである場合は、不適切なものである。

Ｄ－１ 2139310

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教育公務員の兼業許
可の基準の緩和

教育公務員の研修
許可の基準の緩和 0804270

「制度の概要」にあるとおり、教員の研修は、任命
権者により行うこととされており、研修の具体的な
実施方法については、任命権者の判断による（国と
しての基準はない）。なお、仮に当該研修の態様
が、実質的に私立学校等における教員の人件費の肩
代わりを図るものである場合には、不適切なもので
ある。

基準について、任命権者の判断によらず、特区認定の自治体の
長の認定にもとづく、独自の定量的な指標を定め、その遵守義
務をおうことにより、教育委員会の判断とは別途定めることは
可能か、具体的に検討し回答されたい。

県費負担教職員の研修は、研修先、実施時期などの研修の具体的な実施方法につい
ては、その判断基準の内容も含め任命権者の自治事務であり、任命権者の判断による
ことが必要である。

Ｃ－１

Ｅ
（提案の内
容は、任命
権者の判断
による事項
であり、国
に対する要
望としては
事実誤認で
あるか
ら。）

2139320

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教育公務員の研修許
可の基準の緩和

0805480

「制度の概要」にあるとおり、教員の研修は、任命
権者により行うこととされており、研修の具体的な
実施方法については、任命権者の判断による（国と
しての基準はない）。なお、仮に当該研修の態様
が、実質的に私立学校等における教員の人件費の肩
代わりを図るものである場合には、不適切なもので
ある。

2012080
大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

教育公務員の長期研
修の容認
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見直し

「措置の
内容」の
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措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805050

「制度の概要」にあるとおり、教員の研修は、任命
権者により行うこととされており、研修の具体的な
実施方法については、任命権者の判断による（国と
しての基準はない）。なお、仮に当該研修の態様
が、実質的に私立学校等における教員の人件費の肩
代わりを図るものである場合には、不適切なもので
ある。（※本提案が、仮に公立学校の公設民営を想
定しているのであれば、提案事項コード2068040に対
する回答を参照されたい。）

2068060

松本子ど
もの輝き
小･中･高
等学校を
創る会

軽度発達障害
児のための個
別教育校特区

公立学校教職員の研
修の特例

外国人児童生徒対
応加配教員に対す
る措置の緩和（正
規教員以外も可能
とする）

0801500

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する
社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常
勤講師制度の活用により、教員となることができ
る。

Ｄ－１ 1407010 掛川市 外国人子女教
育特区

外国人児童生徒対応
加配教員に対する措
置（正規教員で対応
する）の緩和

小中一貫校につい
て校長を一人とす
る。

0800810
「制度の現状」にあるとおり、現行制度において
も、小学校及び中学校の校長を兼務することは可
能。

Ｄ－１ 1372010 品川区 小中一貫校

学校教育法等の教育
課程等の緩和、
教育職員免許法の緩
和、　　　　　　学
校教育法に定める職
員配置の弾力的運用

　道立高等学校
に、市町村負担で
の常勤職員の任命
の容認 0800120

「制度の現状」にあるとおり、現行制度において
も、都道府県と市町村による一部事務組合立の高等
学校を設置すること等が可能であり、この学校にお
いて、市町村が費用負担する教職員を任用すること
が可能である。

都道府県高等学校で市町村負担により市町村独自の常勤職員の
任命を可能としたいとするものであり、これについて検討し回
答されたい。

　地方自治法上、地方公共団体はその所属する職員の給与等を負担することが原則で
あり、市町村の費用負担により高等学校に教職員を配置するのであれば、都道府県と
市町村による一部事務組合等の高等学校を設置することによることが適切である。
　なお、その他の方法としては、道立学校に町が任用した教職員を配置することも、地方
自治法第２５２条の１７の規定による職員の派遣により可能であり、その際の給与等に
ついては同条第３項において派遣先が負担することが原則となる。ただし、市町村の行
政目的達成のために公益上の必要が認められる場合にはこれ以外の方法により職員を
派遣することも可能であり、道教育委員会と町教育委員会相互の協議により、町が任用
した教職員を道立高等学校に派遣し、引き続き給与等を町が負担することも可能であ
る。

Ｄ－１ Ｄ－１ 1138010 斜里町

北海道立斜里
高等学校総合
学科特別総合
選択科目群
（特別学科系
列）の設置

　道立高等学校に、
市町村負担での常勤
職員の任命の容認

養護学校内の看護
師免許を有する養
護教諭による比較
的簡単な医療行為
の容認

0801260

現行制度においても実施可能であるが、今後、養護
学校内の看護師免許を有する養護教諭等が医師の指
示の下で比較的簡単な医療行為を養護学校の校務と
して行うことができることを明確にする。

今後も、現在認められている範囲のものしか認められないと解
してよいか。 「医師の指示」を要件とすることについては、厚生労働省の判断事項である。 Ｄ－１ 1451020 長野県

医療的ケアを
必要とする障
害児のための

特区

養護学校内の看護師
免許を有する養護教
諭による比較的簡単
な医療行為の容認

小・中学校設置基
準の撤廃 0800280

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために最低限必要な要件を定めたものであり、教員
配置についても当規定をを踏まえることが必要であ
る。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

D-1 Ｃ－１ 1280010 宇都宮市 不登校児童・
生徒対応特区

・学校設置に関する
設置基準の緩和
・教員配置に関する
配置基準の緩和

小・中学校設置基
準の弾力的運用 0803280

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、独自に柔軟な基準を設けることができないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。 Ｐ

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

　私立の小中高等学校の設置認可基準について
は、国が定める小・中・高等学校設置基準に基
づき、認可権限を持つ都道府県が定めるもので
あり、地域の実情に応じた弾力的な運用につい
ても、都道府県に委ねられているところ。

Ｄ－１ 2074020 学校法人
国際学園

不登校児童・
生徒対象の小
規模小中一貫
校の設置

小規模小中学校設置
基準に対する技能教
育施設の基準の準用

0803520

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

D-1
貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2024040

ＮＰＯ法
人東京賢
治の学校

教育改革特区
「新しいタイ
プの学校の創

設｣

小規模の学校を設置
する際、校地、校舎
の基準面積の緩和

0803570

　小学校設置基準については、設備や施設等に関す
る規定について、特別な事情があり、かつ教育上及
び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で弾力
的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
えることが必要である。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的な運
用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2112040

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

小学校設置基準の緩
和（校舎・運動場の
面積）

0803690

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
えることが必要である。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2173010

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

ＮＰＯ法人教
育施設私立学
校化特区

特定の種類の学校を
設置する学校法人を
設立する際の校地校
舎の自己所有要件の
緩和
（不登校児童生徒を
対象とする学校）

0803700

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
えることが必要である。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2173020

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

ＮＰＯ法人教
育施設私立学
校化特区

特定の種類の学校を
設置する学校法人を
設立する際の校地校
舎の自己所有要件の
緩和
（不登校児童生徒を
対象とする学校）

0804590

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2050020

特定非営
利活動法
人東京
シューレ

ＮＰＯ法人に
よる新しいタ
イプの学校設
置特区

運動場・体育館の保
有要件の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804600

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2050030

特定非営
利活動法
人東京
シューレ

ＮＰＯ法人に
よる新しいタ
イプの学校設
置特区

校舎面積の特例

0805230

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2060020

全国ろう
児をもつ
親の会

学校の設備要件の緩
和

0802420

　小・中学校設置基準については、設備や施設等に
関する規定について、特別な事情があり、かつ教育
上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で
弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2082030 株式会社

秀学 教育特区

不登校児童生徒対応
の新しいタイプの学
校運営における一部
規制の摘要除外

0803580

　中学校設置基準については、設備や施設等に関す
る規定について、特別な事情があり、かつ教育上及
び安全上支障がない場合は、都道府県の判断で弾力
的に運用することが可能となっている。
  但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受け
るために必要な要件を定めたものであり、これを踏
まえることが必要である。

自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的な運
用が可能となっている。

貴省からの回答には、「地域の実情に応じて弾力
的な運用が可能」とあるが、各提案について実現
可能かどうか、具体的に検討し回答されたい。

学校法人国際学園の提案「2074020」に対する回
答と同様。 2112050

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

中学校設置基準の特
例（校舎・運動場の
面積）

高等学校設置基準
の弾力化 0800360

高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。
なお、小・中学校設置基準については、設備や施設
等に関する規定について、特別な事情があり、かつ
教育上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判
断で弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、小・中設置基準は、児童生徒が適切に教育を
受けるために最低限必要な要件を定めたものであ
り、これを踏まえることが必要。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。
　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

　高等学校設置基準の改正については、平成１
５年度中に、地域の実情に応じた柔軟な対応を
可能とする方向で、校地、校舎、設備等の基準
を弾力化する予定。
　なお、私立の小中高等学校の設置認可基準に
ついては、国が定める小・中・高等学校設置基
準に基づき、認可権限を持つ都道府県が定める
ものであり、地域の実情に応じた弾力的な運用
についても、都道府県に委ねられているとこ
ろ。

1200040 群馬県太
田市

太田外国語教
育特区

小・中・高等学校設
置基準（設備内容）
の緩和

0802780 高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。
Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

群馬県太田市の提案「1200040」に対する回答と
同様。 2152060

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

学校設置基準に関す
る適用除外について

0803050

高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。
なお、小・中学校設置基準については、設備や施設
等に関する規定について、特別な事情があり、かつ
教育上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判
断で弾力的に運用することが可能となっている。
但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。
　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

群馬県太田市の提案「1200040」に対する回答と
同様。 2079030 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803140

高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。
なお、小・中学校設置基準については、設備や施設
等に関する規定について、特別な事情があり、かつ
教育上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判
断で弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、小・中設置基準は、児童生徒が適切に教育を
受けるために必要な要件を定めたものであり、これ
を踏まえる必要がある。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。
　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

群馬県太田市の提案「1200040」に対する回答と
同様。 2080030

藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803220

高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。
なお、小・中学校設置基準については、設備や施設
等に関する規定について、特別な事情があり、かつ
教育上及び安全上支障がない場合は、都道府県の判
断で弾力的に運用することが可能となっている。
 但し、小・中設置基準は、児童生徒が適切に教育を
受けるために必要な要件を定めたものであり、これ
を踏まえる必要がある。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

　高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。
　小・中学校設置基準については法的拘束力を有するが、地域の実情に応じて弾力的
な運用が可能となっている。

Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

群馬県太田市の提案「1200040」に対する回答と
同様。 2081030 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803340 高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。

Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

群馬県太田市の提案「1200040」に対する回答と
同様。 2006010

学校法人
有朋学園
専修学校
東日本高
等学院

少人数制高等
学校設置のた
めの基準面積
緩和特区

全日制高等学校設置
に関する校地等面積
基準の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803950 高等学校設置基準について、平成１５年度中に省令
改正を行う。

高等学校設置基準の改正内容について、具体的に示されたい。
自治体が適切な代替措置を講じることにより、地域の実情に応
じて、当該基準によらない独自の柔軟な基準を設けることがで
きないか。

高等学校設置基準の具体的な改正内容については、今後検討。
Ｃ
Ｂ－１ Ｂ－１

高等学校設置基準の具体的な改正内容について、
検討状況を具体的に示されたい。なお、貴省は各
提案について「Ｂ－１」と明記されているが、こ
の改正内容で要望は実現されると言えるのか回答
されたい。

群馬県太田市の提案「1200040」に対する回答と
同様。 2058180

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

高等学校設置基準の
緩和

授業料を徴収する
ことのできる学校
の範囲の拡大

0800650

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することは認められていな
い。

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れ差別を生じうることから、憲法の保障する上記権利を侵害するものである。
　また、授業料を徴収して特色ある教育を施すことは、既に私立学校で行われており、こ
れを自治体が公立学校で行うことは、規制緩和により民業を拡大して経済活性化を図る
特区の趣旨にそもそもそぐわない。

Ｄ－１ Ｃ－１

　提案者からの意見では、「全国一定水準として
のナショナル・ミニマムの教育部分は無償化し、
それを上回る教育内容を提供する場合に、その上
回る部分についてのみ授業料徴収を可能とするこ
とを提案したものである」とあり、また、学校教
育法第４条に規定する「義務教育」の範囲につい
ては、これを無償で保証した上で、特別のニーズ
に応じた教員の確保や教材の提供については「授
業料」という名目以外でも徴収可能とも考えられ
るがどうか。提案者の、公立校においても多様な
教育を実施すべきであるとの基本姿勢と照らして
回答ありたい。

　国立及び公立の義務教育諸学校については、日
本国憲法の保障する国民のひとしく教育を受ける権
利を担保するために、無償とすることを定めているも
のであり、これらの学校で授業料を徴収することは、
保護者の経済的状況によっては就学先が制約され
差別を生じうることから、憲法の保障する上記権利を
侵害するものである。
　また、授業料を徴収して特色ある教育を施すこと
は、既に私立学校で行われており、これを自治体が
公立学校で行うことは、規制緩和により民業を拡大
して経済活性化を図る特区の趣旨にそもそもそぐわ
ない。
　なお、公立学校における特色ある教育は、地方公
共団体の責任の下、各地で行われているところ。

Ｃ－１ 1347040 港区
豊かな明日の
子どもたちを
育む教育特区

授業料を徴収するこ
とのできる学校の範
囲の拡大

0802540

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することはできない。

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能とお答えしているところ。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2105050
株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

株式会社が運営する
学校についての学費
徴収

0803610

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することはできない。

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れ差別を生じうることから、憲法の保障する上記権利を侵害するものである。
　また、授業料を徴収して特色ある教育を施すことは、既に私立学校で行われており、こ
れを自治体が公立学校で行うことは、規制緩和により民業を拡大して経済活性化を図る
特区の趣旨にそもそもそぐわない。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2112080

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

授業料を徴収するこ
とのできる学校の範
囲の拡大

0805130

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することは認められていな
い。

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れ差別を生じうることから、憲法の保障する上記権利を侵害するものである。
　また、授業料を徴収して特色ある教育を施すことは、既に私立学校で行われており、こ
れを自治体が公立学校で行うことは、規制緩和により民業を拡大して経済活性化を図る
特区の趣旨にそもそもそぐわない。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2122080

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

授業料の徴収および
私学助成の対象の拡
大

0805720

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することは認められておら
ず、特区であっても憲法の理念にかんがみれば徴収
は困難。

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れ差別を生じうることから、憲法の保障する上記権利を侵害するものである。
　また、授業料を徴収して特色ある教育を施すことは、既に私立学校で行われており、こ
れを自治体が公立学校で行うことは、規制緩和により民業を拡大して経済活性化を図る
特区の趣旨にそもそもそぐわない。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2123080

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

授業料の徴収および
私学助成の対象の拡
大

0805810

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することは認められておら
ず、特区であっても憲法の理念にかんがみれば、徴
収は困難。

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひ
としく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これ
らの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約さ
れ差別を生じうることから、憲法の保障する上記権利を侵害するものである。
　また、授業料を徴収して特色ある教育を施すことは、既に私立学校で行われており、こ
れを自治体が公立学校で行うことは、規制緩和により民業を拡大して経済活性化を図る
特区の趣旨にそもそもそぐわない。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2121080

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

授業料の徴収および
私学助成の対象の拡
大

0804050

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３
セクター方式の私立学校を含む）であれば、授業料
の徴収が可能。
　但し、国立及び公立の義務教育諸学校について
は、日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の規定
により、授業料を徴収することは認められない.

貴省からの回答では､認めることは困難であるとのことである
が、提案は区内の全ての就学者が無料で義務教育を受ける機会
を保証していることを前提に、教員等の確保や特別な教材など
既存の区立学校の運営に要する費用以上の費用を授業料として
徴収するものであり、憲法や教育基本法の趣旨に反するもでは
ないと考えられる。この点について検討し回答されたい。

　国立又は公立の義務教育諸学校以外の学校（第３セクター方式の私立学校を含む）で
あれば、授業料の徴収が可能とお答えしているところ。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2139100

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

「学校事業者による
学校」における授業
料徴収

0800840 杉並区の提案「1395010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 杉並区の提案「1395010」への回答と同様 Ｄ－１ Ｄ－１ 1395060 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

授業料の徴収

0801300 長野県の提案「1456010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 長野県提案「1456010」に対する回答と同様。 Ｄ－１ Ｄ－１ 1456040 長野県
新しい公設民
営型スクール
実現特区

公立学校を運営する
「特定学校運営事業
者」が授業料を徴収
できる制度
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

　教育委員会を生
涯学習委員会とい
う名称とし、教育
委員と社会教育委
員の機能を合体し
生涯学習委員に名
称変更すること

0801510

教育委員会は、名称変更等の措置を講じなくとも生
涯学習に関する事務を所掌することは可能であり、
教育委員に社会教育分野の専門家を任命することも
可能である。また、法律上、社会教育委員は教育委
員会会議に出席して意見を述べることができること
とされている。（社会教育法第17条第2項）。
 　なお、教育委員が社会教育委員を兼ねることにつ
いては、執行機関としての委員会の委員が、その委
員会の諮問機関である委員を兼ねることは、執行機
関と諮問機関との重複を招くものである。また、社
会教育委員については、その設置の目的が、広く住
民の社会教育に関する意見を教育行政に反映させる
ことにあるので、教育委員がこれを兼ねることにな
れば、この制度の趣旨が損なわれることになること
から、不適当である。
 　また、法制度上、教育委員会を生涯学習委員会と
することについては、新たな行政機関の創設とな
り、特区制度の対象とはならない。

Ｅ 1421010 掛川市 生涯教育委員
会特区

教育委員会という名
称を生涯学習委員会
とし教育委員と社会
教育の機能を合体
し、生涯学習委員と
名称変更する。

教育委員の首長等
の兼職禁止規定の
見直し

0801290

　教育においては、その中立性の確保は極めて重要
であることから、選挙で選ばれる首長からは独立し
た合議制の執行機関である教育委員会が教育事務を
執行することにより、個人的な価値判断や特定の党
派的影響力から中立性を確保し、安定性、継続性の
確保を担保する制度となっている。
 　首長（や首長の指定する首長部局の職員）が教育
委員になることは、教育行政の中立性を担保できな
い。また、代替措置を講じることも困難であるため
特区制度の対象とはならない。

Ｃ－１

提案者から、①文部科学大臣は国会議員が務める
ことが可能であり、地方において、首長等が教育
委員を兼務しても「教育の中立性」が損なわれる
とはいえないのではないか、②首長が教育委員を
兼務しても、教育委員会制度は教育委員による合
議制であることから、首長の意見だけで教育行政
を進めることはできないことから、「教育の中立
性」は確保できるのではないか、③教育委員につ
いて、政党所属者を排除しているわけではないの
で、首長等が教育委員を兼務しても、教育委員会
が合議制である限り、「教育の中立性の確保」は
可能、④少なくとも、「知事が任命する知事部局
の者」を排除する理由はない、との意見があり、
これらを踏まえ、具体的に検討し回答されたい。

① 地方公共団体は、学校の設置管理や教職員の人事など
をはじめ、地域における教育行政を直接実施する役割を
担っているのに対し、国は、教育の機会均等や全国的な
教育水準の維持向上の観点から、制度の枠組みや全国的
な基準の設定等を行うことを主たる役割としている。し
たがって、行政機関の在り方について、国と地方公共団
体を同列に論ずることはできない。
② 教育委員会制度は、教育行政の中立性や安定性、継続
性を確保するため、首長とは別の執行機関として教育委
員会を設けるものであり、首長が教育委員を兼ねること
はこうした制度の趣旨に反するものである。また、首長
は、教育委員の任命権や、議会への議案提出権、予算の
調製・執行権等を有しており、有形無形の影響力を行使
し得るものであって、教育委員会が合議制であっても首
長が教育委員となることは、教育行政の中立性等を担保
することができない。
③ ②と同様であり、このことは、一定の条件の下で政党
所属者が教育委員となることを認めていることとは直接
関係しない。
④ 首長部局の職員は首長の命令に従いその職務に専念す
る義務を負っており、例えば副知事は知事を補佐する者
であるため、これらの者が教育委員となることについて
も、教育行政の中立性等を保持することができないため
認められない。
 なお、地方公共団体の首長部局と教育委員会の連携につ
いては、例えば首長と教育委員との意見交換の場を設け
るなど、現行制度においても十分可能である。また、そ
もそも首長は教育委員の任命権を有しており、その判断
により適切な人材を教育委員に選任することが可能であ

1455010 長野県

首長（知
事）・教育委
員会連携強化

特区

教育委員会委員の首
長等の兼職禁止規定
の緩和

学校施設の空き施
設の活用 0802110 左記の通り、現行制度上も可能である。 Ｄ－１ 2029020 個人 地域の中の日

本語学校

学校施設の空施設の
活用（校地校舎の自
己所有要件の緩和）

小・中学校校舎及
び公民館・集会所
等の空き教室・空
きスペースを、老
人福祉施設を設置
する社団法人が廉
価で使用できるよ
うにする

0803410 Ｄ：左記の通り、現行制度上も可能である。 Ｄ－１ 2156020
社団法人
福島県建
設業協会

有料老人ホー
ム、ショート
ステイ、グ
ループホー
ム、デイサー
ビス等の規制
を緩和し、高
齢者介護及び
高齢者の健康
増進を図るた
め、小・中学
校校舎及び公
民館・集会所
等の空教室・
空スペースを
社団法人が廉
価に使用でき
るよう規制を
緩和する特区

福祉施設として小・
中校舎等の空スペー
スを活用する条件の
緩和

有料老人ホーム等
運営に公益法人等
が進出出来る条件
の緩和

0803400

　老人福祉施設等の規制の緩和については、具体的
に何を要求しているのか不明であるが、既存の建物
を改修して、老人福祉施設等に活用することは、
各々の施設の構造設備基準を満たしていれば、現行
制度でも可能である。

Ｄ－１ 2156010
社団法人
福島県建
設業協会

有料老人ホー
ム、ショート
ステイ、グ
ループホー
ム、デイサー
ビス等の規制
を緩和し、高
齢者介護及び
高齢者の健康
増進を図るた
め、小・中学
校校舎及び公
民館・集会所
等の空教室・
空スペースを
社団法人が廉
価に使用でき
るよう規制を
緩和する特区

有料老人ホーム等運
営に公益法人等が進
出出来る条件の緩和

余裕教室を利用し
た公立学校による
デイサービスの実
施

0804650

○介護保険法における通所介護については、「指定
居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準」を満たしていれば、学校（余裕教室）等の
身近な社会資源（既存施設）を活用して、実施する
ことが可能である。

Ｄ－１ 2159010
ＱＯL研究
所ひまわ
り「

２１世紀型モ
デルタウン構

想
介護保険事業法
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

廃校施設の目的外
使用（営利目的
等）のための転用
において必要な国
庫納付金の納付の
特例的免除

0800180

本来必要な国庫納付金を免除することは、追加の財
政支援を行うに等しく、「国による税の減免や補助
金等、従来型の財政措置は用いない」という方針に
鑑みると、構造改革特区制度の対象とはならない。

文部科学大臣の承認を得れば、補助金返還することなく目的外
使用することが可能であると思われるが、提案が実現できない
か、検討されたい。

  補助金等は補助金適正化法に従って交付の目的に沿って適正に使用しなければなら
ない。公立学校施設整備のための補助金等は「学校教育の円滑な実施」を目的として交
付されているものであり、当該交付の目的が十分に達成されないままに他の目的に転
用することは許されないというべきである。しかしながら、学校施設については全国津々
浦々に多数存在し、地域の実情に応じた活用ニーズが他の施設に比して大きいことか
ら、特に左記のようなケースについては通常の財産処分制限期間を経過しないなくとも、
国庫納付金を納付することなく他の目的に転用することを例外的に認める 大限柔軟な
取扱いとしている。このために特区といえどもこれ以上の制度の弾力化、例えば、建設・
取得間もない転用を、交付した補助金等相当額の納付金を納付することなく認めること
は、補助金の適正な使用という観点から極めて不適切であると言わざるを得ない。納付
金を納付しないままの転用を認めることは、国から自治体への無目的の公金の移動もし
くは贈与と同様のものと言わざるを得ず、「地域の自助と自立の精神を生かすための構
造改革特区においては従来型の財政措置を講じない」とする今般の構造改革特区の趣
旨にも反する。

Ｆ 1242010 鶯沢町
環境調和型地
域産業振興特
区

補助金の交付目的外
の使用に関する制限
の緩和

0801790
本来必要な国庫納付金を免除することは、追加の財
政支援を行うに等しく、特区制度の対象とならな
い。

1225010 兵庫県
猪名川町 教育特区

（幼）小中一貫教育
校設置に伴う補助金
等に係る予算の執行
の適正化に関する法
律及び同施行令に基
づく文部省教育助成
局長通知の納付金の
国庫への納付を要さ
ないようにする項目
についての規定の適
用除外

二重学籍の容認 0801930

義務標準法における教職員定数算定の基礎となる児
童生徒は、在籍している学校の児童生徒を対象とし
ており、院内学級に入級する前の学校に学籍を置い
たまま院内学級にも学籍を置く場合には二重に教員
定数が算定されることとなり、国による新たな財政
措置を求めるものであるため、特区制度の対象とな
らない。
なお、本提案については、転籍の弾力的な運用によ
り前籍校と院内学級を置く学校との連携をとること
により、児童生徒、保護者の心理的負担を軽減する
ことは十分可能であると考えている。

貴省からの回答には、「二重に教員定数が算定されることにな
り、特区の趣旨にそぐわない」とあるが、自治体が適切な代替
をとることにより、教員定数の算定方法の特例を設けることが
可能ではないか。再度検討し回答されたい。

仮に児童生徒が院内学級を置く学校とその前に在籍していた学校との双方に学籍を置く
場合でなくとも、実際には院内学級に入級しているにもかかわらず転学の手続きを行わ
ない場合には修了認定や指導要録の管理等において現場で混乱を生じることが想定さ
れるため適切ではない。なお、本提案については、例えば院内学級に入級する前の学
校と院内学級を置く学校とが十分に連携を図り、転籍の手続を円滑に行うとともに、児童
生徒、保護者に対し、手続その他について十分に説明を行うことにより、院内学級に入
級する際及び院内学級からもとの在籍校に戻る際の児童生徒、保護者の心理的負担を
軽減することは十分可能である。

Ｆ Ｃ－１

貴省からの回答には「現行制度で対応可能」とあ
るが、提案者からの意見には、「相互に受け入れ
人数の上限をあらかじめ定め、児童生徒を受け入
れる学校から、当該児童生徒の出席状況や成績、
生活態度について評価・所見を在籍する学校へ通
知するなど措置を講じた上で、転校を伴わない山
村留学も可能か」とあり、これについて具体的に
検討し回答されたい。

貴室が左に示す意見は、岩手県遠野市の提案
コード1163010に対する意見であり、事実誤認で
ある。この意見に関する回答については提案
コード1163010に対する回答を参照されたい。

Ｆ 1020010 岡山県倉敷市

病弱・身体虚
弱特殊学級
(院内学級)入
級緩和特区

学校教育法第７５
条，公立義務教育諸
学校の学級編成及び
教職員定数の標準に
関する法律の学級編
成基準の弾力化

0800150

　学校教育法施行令第９条は、区域外就学等につい
ての手続を定めているだけであって、区域外就学に
ついて規制を課しているものではなく、また、平成
９年の通知についても、区域外就学を認める範囲を
当該通知に記載した事項に限定したものではないた
め、市町村教育委員会の判断により、現行制度にお
いて可能。

提案は､区域外修学の応用として短期的な国内留学をしたいと
いうことであるが、これについても可能と解してよいか。 市町村教育委員会の判断により、現行制度において可能である。

いわゆる山村留学として、長期間、山村の学校
に在籍させるためには、当該学校に必要な教職
員を配置する観点からも、転学の手続きが必要
だが、これは、一般的な事務手続きであり、教
育委員会間の連携により、スムーズに行うこと
が可能である。

Ｄ－１ 1163010 遠野市 ふるさと学校
体験留学特区

区域外就学の弾力的
な運用範囲の拡大

公立学校共済組合
の住宅事業におい
て、３階建の木造
住宅についても建
築可能にする。

0802060

「住宅事業事務処理基準」は、主務大臣の事前承認
を必要とせず、公立学校共済組合が内部の基準とし
て定めているものであるため、法令上の規制ではな
い。したがって、その取扱いについては公立学校共
済組合において決定されるべきものである。

Ｅ 1264080
宮崎県
木材振興
課

地域材活用活
性化特区

公立学校共済組合不
動産投資資金におけ
る融資条件の緩和

行政区域外に学区
を設定 0802280 　行政区域外への学区の拡大については、設置者の

判断により、現行制度においても可能である。 Ｄ－１ 2002010 個人

公設民営型
「無学区の寮
制都立中学・
高等学校」

指定校変更の弾力
化及び区域外就学
の希望制

0802150

指定校変更の弾力化については、教育委員会の判断
により可能であり、区域外就学については、現行制
度においても保護者が希望する場合に教育委員会へ
届出るものである。

Ｄ－１ 2110010 個人

学籍と指導要
領に束縛され
ない、主に不
登校児を対象
とした学校の

設立

区域外就学に関する
規定の緩和

転入・転出のない
同一村内学校の就
学と卒業

0801370
住所変更を伴わない就学校の変更は、市町村教育委
員会が相当と認めれば、保護者の申立てにより可能
である。

Ｄ－１ 1164060 白川村
白川郷文化・
環境・教育特

区

転入・転出のない学
級編成と同一村内学
校の就学と卒業

夜間、休日におけ
るNPO等による小中
学校施設の管理

0800530

学校の休業日等であって、当該学校における教育に
影響のない範囲内であれば、夜間・休日の小中学校
施設をＮＰＯ等が管理することは現行制度において
も可能。

「公共的団体」に限定されるのか。また、「公共的団体」とは
どのようなものをいうのか。提案にある「ＮＰＯ等市が認める
団体」は含まれるのか。

「措置の概要」の欄を参照されたい。 Ｄ－１ 1142010 我孫子市

ボランティ
ア・ＮＰＯ・
市民事業推進

特区

ＮＰＯ等による小・
中学校施設の管理・
運営

教育的配慮が必要
な外国人子女の編
入

0801470

外国人については就学義務がなく、設置者の判断に
より、小学校や中学校に外国人子女の編入を認める
場合、年齢相当の学年に編入することが原則であ
る。
　但し、日本語能力や学力など、諸般の事情から教
育的配慮が必要な場合には、適宜下級の学年におい
て学習させる措置をとることは、現行制度において
も可能である。

Ｄ－１ 1153030 浜松市 外国人との地
域共生特区

外国人児童･生徒の
学級編入の弾力化

就学義務規定の弾
力的運用 0800130

対象となる子女が日本語能力の不足等により、相当
学年にただちに編入することが困難と認められる場
合、市町村教育委員会の判断により、就学義務を猶
予又は免除し、補習教育を行うことは現行制度にお
いても可能。

Ｄ－１ 1183010 青森県 ITER国際教育
特区

「就学義務規定の弾
力的運用」
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

就学義務の適用除
外 0805830

憲法の要請する国民のひとしく教育を受ける権利を
担保するため、学校教育法において就学義務を課し
ているのであり、就学義務を猶予免除するに値する
事由がない限りは義務が課される。

Ｃ－１ 2064010 未来資産
研究会

1条校に就学
しない児童・
生徒を対象と
した代替教育
のための教育
切符制度

小学校義務教育にお
ける就学義務の適用
除外

0805830 未来資産研究会の提案「2064010」の回答と同様 2064020 未来資産
研究会

1条校に就学
しない児童・
生徒を対象と
した代替教育
のための教育
切符制度

中学校義務教育にお
ける就学義務の適用
除外

0802230
就学義務は憲法の要請する国民のひとしく教育を受
ける権利を担保するために不可欠であり、これを短
縮することは困難である。

2100040 個人 国際教育開発
特区

小･中学校における
就学学齢の緩和

市町村立学校職員
給与負担法第１条
において、市町村
立中学校の校長、
教頭、教諭、養護
教諭等の旅費は都
道府県の負担とす
ると定められてい
る事項について、
修学旅行引率教員
等の旅費が、都道
府県の旅費負担額
を越える場合、そ
の不足額を市町村
が負担することを
可能にする。

0800050

旅費は出張等に要する経費に対する実費弁償として
支給されることを原則としており、都道府県が市町
村の要望を踏まえて必要な旅費の全額を支給するこ
ととされている。なお、例えば、市町村が旅費以外
の諸経費（バス等の借り上げ費、施設見学費等）を
負担することは可能であるが、引き続き、検討す
る。

早急に検討し回答されたい。

修学旅行の引率教員の旅費の具体的な取扱いについては各都道府県において定めら
れること及び市町村が修学旅行に関する旅費以外の諸経費を負担することは可能であ
ることを提案自治体に伝えたところ、構想中の修学旅行については、北海道教育委員会
と相談し検討をすすめていく方針であるとの回答を得たところ。

D-1 Ｄ－１ 1132010 島牧村

市町村立学校
職員旅費の一
部市町村費負
担特区

修学旅行に関する市
町村立学校職員旅費
の一部市町村費負担
の容認

複数の学校におい
て授業を受けるこ
とを可能とするた
めの共通学籍の指
定

0801360

 一般に教育課程の編成は各々の学校が実施すること
となるが、複数の学校の児童生徒に対して合同の授
業を行うことは、各々の児童生徒が在籍する学校に
おいて、教育課程に位置付けることにより、現行制
度上も可能。
　この際、評価等を適切に行うため、各々の学校の
教員が指導を行うことが必要であるが、この点につ
いては、教員の兼務を発令し、指導と評価の責任を
明確化するなどの措置により、複数の学校の生徒が
１名の専門性の高い教員の指導を受けることは可
能。
　なお、複数の学校に学籍を持つことは、指導要録
の管理や、児童・生徒の指導等についての責任の所
在があいまいとなることから、教育上不適切。

Ｄ－１ 1300010
岐阜県恵
那郡岩村
町

教育改革特区 「共通学籍の指定」

学習指導要領等に
よらない教育課程
の編成・実施

0800450

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」において実施
可能。なお、本事業においては、特定の構造改革特
別区域内の全小学校が「構造改革特区研究開発学
校」となることも可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

Ｄ－２ 1069010 朝霞市 英会話早期学
習推進特区

１．学習指導要領の
総則、総合的な学習
の時間の趣旨やねら
いの緩和
２．教育職員免許法
の緩和

0800470

教科等授業時数及び学習内容の学年配分の弾力化に
ついては構造改革特別区域基本方針別表に記載のあ
る「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」にお
いて実施することが可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

教科等授業時数及び学習内容の学年配分の弾力化については、構造改革特別区域基
本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能で
ある。

1320010 埼玉県
志木市

「”地域立学
校”構築計
画」構想

特色あるカリキュラ
ム編成を行う為の教
科等授業時数及び学
習内容の学年配分の
弾力化

0800690

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

1229040 東京都台
東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

英語による教科等の
指導

0800770

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施に
ついては、構造改革特別区域基本方針別表に記載の
ある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」に
おいて実施可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1367010 江東区

臨海部におけ
る未来型幼･
小･中一貫ス
クールの構想

「義務教育修業年限
と学習内容の弾力
化」

0800880

小中一貫教育、学習指導要領によらない教育課程の
編成・実施については、構造改革特別区域基本方針
別表に記載のある「構造改革特別区域研究開発学校
設置事業」において実施可能。なお、本事業は内閣
総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わ
ないなど、地方公共団体の自主性を最大限に尊重す
るものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

小中一貫教育、学習指導要領によらない教育課程の編成・実施については、構造改革
特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実
施が可能である。

1395050 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

教科の自由な設定
教育課程弾力化

0800940

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は内閣総理
大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わない
など、地方自治体の自主性を最大限に尊重するもの
としている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1370040 三鷹市 教育改革・知
的創造特区

教育課程の弾力化
（小・中・高等学
校）

0800950

高等学校の各教科・科目の構成及び割り当て単位数
の変更、単位の互換については、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究
開発学校設置事業」において、実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

高等学校の各教科・科目の構成及び割り当て単位数の変更、単位の互換については、
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事
業」の下で実施が可能である。

1324120 横浜市 京浜臨海部再
生特区

新たに設置する（仮
称）科学技術高等学
校の教育課程の一部
緩和①

0800960

高等学校の各教科・科目の構成及び割り当て単位数
の変更、単位の互換については、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究
開発学校設置事業」において、実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

高等学校の各教科・科目の構成及び割り当て単位数の変更、単位の互換については、
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事
業」の下で実施が可能である。

1324130 横浜市 京浜臨海部再
生特区

新たに設置する（仮
称）科学技術高等学
校の教育課程の一部
緩和②
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0800970

高等学校の各教科・科目の構成及び割り当て単位数
の変更、単位の互換については、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究
開発学校設置事業」において、実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

高等学校の各教科・科目の構成及び割り当て単位数の変更、単位の互換については、
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事
業」の下で実施が可能である。

1324140 横浜市 京浜臨海部再
生特区

新たに設置する（仮
称）科学技術高等学
校の教育課程の一部
緩和③

0800990

高等学校における実験・実習の授業時数について
は、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」におい
て実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1324160 横浜市 京浜臨海部再
生特区

新たに設置する（仮
称）科学技術高等学
校の教育課程の一部
緩和⑤

0801230

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、取組の
期間を当該「計画を実施するに当たって適切な期
間」とする、内閣総理大臣の認定の他に、文部科学
大臣の認定を行わないなど、提案主体の自主性を最
大限に尊重するものとしている。

提案内容は、全てみたされるということでよいか。
学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1450010 長野県
多様な教育カ
リキュラム実
現特区

教科・教育課程等の
弾力化

0801240

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、取組の
期間を当該「計画を実施するに当たって適切な期
間」とする、内閣総理大臣の認定の他に、文部科学
大臣の認定を行わないなど、地方自治体の自主性を
最大限に尊重するものとしている。

提案内容は、全てみたされるということでよいか。
学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1450020 長野県
多様な教育カ
リキュラム実
現特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
の認定方法の改善

0801740

当該計画は、構造改革特別区域基本方針別表に記載
のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」
において実施可能。なお、本事業は、地方公共団体
の自主性を最大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1349020 池田市 教育改革特区 教科の自由な設定

0801750

当該計画は、構造改革特別区域基本方針別表に記載
のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」
において実施可能。なお、本事業は、地方公共団体
の自主性を最大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1349030 池田市 教育改革特区 学習指導要領の弾力化

0802010

当該計画は、構造改革特別区域基本方針別表に記載
のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」
において実施可能。
なお、計画の認定に係る必要書類については、構造
改革特区制度の趣旨を踏まえ、提出先を内閣府に一
元化するとともに、必要以上に詳細なものとしない
方向で検討している。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

1136060 長崎県 しま交流人口
拡大特区

教育課程の弾力化
（小・中・高等学
校）

0802270

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」においては、
学校教育法施行規則によらずに授業時数を設定する
ことを可能としている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2102030

特定非営
利活動法
人　アジ
ア教育開
発研究所

公設民営型イ
ンターナショ
ナルスクール
（国際教育開
発特区）

標準授業時数の適用
除外

0802290
小学校における英語科の設定については、構造改革
特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別
区域研究開発学校設置事業」において実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

小学校における英語科の設定については、構造改革特別区域基本方針別表に記載の
ある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2166010
株式会社
エドベッ
ク

教育特区

小学校での英語科設
置による、小学校英
語指導の実現及びそ
の指導形式の標準化

0803070

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」においては、
学校教育法施行規則によらずに教科を自由に設定す
ることを可能としている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科を自由に設定することについては、構造改革特別
区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が
可能である。

2079030 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803160

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」においては、
学校教育法施行規則によらずに教科を自由に設定す
ることを可能としている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科を自由に設定することについては、構造改革特別
区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が
可能である。

2080030
藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803240

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」においては、
学校教育法施行規則によらずに教科を自由に設定す
ることを可能としている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科を自由に設定することについては、構造改革特別
区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が
可能である。

2081030 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803530

不登校に係る特例措置は、あくまでも一般の学校へ
行きたくても行けずに学習の機会を逸している不登
校児童生徒に対して実態に即して学習の支援を強化
することであり、不登校でない児童生徒に対する教
育課程の弾力化については、基本方針における「構
造改革特別区域研究開発学校制度」等で対応可能と
なっているところ。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。 前回の「措置の概要（対応策）」通りである。 2024050

ＮＰＯ法
人東京賢
治の学校

教育改革特区
「新しいタイ
プの学校の創

設｣

不登校児童・生徒と
ともに非不登校児
童・生徒もこの学校
に入学、転学するこ
との許可

0803830
構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、地方自
治体の自主性を最大限に尊重するものとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2131070
ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

小中高一貫教育、教
育課題の弾力化、教
科の自由な設定な
ど、特色のある教育
プログラムに関する
緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803860
構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、提案主
体の自主性を最大限に尊重するものとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2058090

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0803870
構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、提案主
体の自主性を最大限に尊重するものとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2058100

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0803880
構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、提案主
体の自主性を最大限に尊重するものとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2058110

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0803890
構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、提案主
体の自主性を最大限に尊重するものとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2058120

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0803900
構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、提案主
体の自主性を最大限に尊重するものとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2058130

湘南に新
しい公立
学校を創
り出す会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0804100

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある、「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」において
は、学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に
設定することを可能としている。なお、本事業は内
閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行
わないなど、提案主体の自主性を最大限に尊重する
ものであり、学校法人においても、所管の都道府県
と協議の上、本事業を活用することにより、多様な
児童・生徒のニーズや地域特性に対応することが可
能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に設定することについては、構造改革特
別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施
が可能である。

2139150

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

学校教科の設定基準
の弾力化

0804110

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある、「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」において
は、学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に
設定することを可能としている。なお、本事業は内
閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行
わないなど、提案主体の自主性を最大限に尊重する
ものであり、学校法人においても、所管の都道府県
と協議の上、本事業を活用することにより、多様な
児童・生徒のニーズや地域特性に対応することが可
能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に設定することについては、構造改革特
別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施
が可能である。

2139160

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

学校教科の設定基準
の弾力化

0804120

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある、「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」において
は、学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に
設定することを可能としている。なお、本事業は内
閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行
わないなど、提案主体の自主性を最大限に尊重する
ものであり、学校法人においても、所管の都道府県
と協議の上、本事業を活用することにより、多様な
児童・生徒のニーズや地域特性に対応することが可
能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に設定することについては、構造改革特
別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施
が可能である。

2139170

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

学校教科の設定基準
の弾力化

0804130

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある、「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」において
は、学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に
設定することを可能としている。なお、本事業は内
閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行
わないなど、提案主体の自主性を最大限に尊重する
ものであり、学校法人においても、所管の都道府県
と協議の上、本事業を活用することにより、多様な
児童・生徒のニーズや地域特性に対応することが可
能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらずに教科等を自由に設定することについては、構造改革特
別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施
が可能である。

2139180

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

学校教科の設定基準
の弾力化

0804290

小学校学習指導要領によらない、国際理解教育に資
する教育課程の編成については、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究
開発学校設置事業」において実施可能である。な
お、本事業は内閣総理大臣の認定の他に、文部科学
大臣の認定を行わないなど、地方公共団体の自主性
を最大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

小学校学習指導要領によらない、国際理解教育に資する教育課程の編成については、
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事
業」の下で実施が可能である。

2063030

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

小学校の教育課程に
ついては、学校教育
法施行規則に定めら
れている小学校学習
指導要領に限定しな
い。

0804300

中学校学習指導要領によらない、国際理解教育に資
する教育課程の編成については、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究
開発学校設置事業」において実施可能である。な
お、本事業は内閣総理大臣の認定の他に、文部科学
大臣の認定を行わないなど、地方公共団体の自主性
を最大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

中学校学習指導要領によらない、国際理解教育に資する教育課程の編成については、
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事
業」の下で実施が可能である。

2063040

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

中学校の教育課程に
ついては、学校教育
法施行規則に定めら
れている中学校学習
指導要領に限定しな
い。

0804310

学校教育法施行規則によらない教科の自由な設定に
ついては、構造改革特別区域基本方針別表に記載の
ある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」に
おいて実施可能。なお、本事業は内閣総理大臣の認
定の他に、文部科学大臣の認定を行わないなど、地
方公共団体の自主性を最大限に尊重するものであ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらない教科の自由な設定については、構造改革特別区域基
本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能で
ある。

2063050

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

小学校の教育科目に
関する事項は学校教
育法に定められてい
る規定に限定しな
い。
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0804320

学校教育法施行規則によらない教科の自由な設定に
ついては、構造改革特別区域基本方針別表に記載の
ある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」に
おいて実施可能。なお、本事業は内閣総理大臣の認
定の他に、文部科学大臣の認定を行わないなど、地
方公共団体の自主性を最大限に尊重するものであ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学校教育法施行規則によらない教科の自由な設定については、構造改革特別区域基
本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能で
ある。

2063060

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

中学校の教育科目に
関する事項は学校教
育法に定められてい
る規定に限定しな
い。

0804400
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」によって対応
することとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2057030

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

教育課程の弾力化を
行う

0804410
構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」によって対応
することとしている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2057040

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

学習指導要領の弾力
化を行う

0804490

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2054040

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

英語による教化等の
指導

0804550

国語の指導内容の変更、指導時数の変更について
は、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」におい
て実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

国語の指導内容の変更、指導時数の変更については、構造改革特別区域基本方針別
表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2157010

特定非営
利活動法
人長谷健
顕彰会

（仮称）構造
改革特区国語
つづりかた指
導研究開発セ
ンター

「国語に関する教科
の自由な設定」-
現行制度では国語の
授業が不足がちなの
で国語のつづりかた
の指導領域をつくる
必要がある。すべて
の子供が国語つづり
かたの能力を向上さ
せることにより、他
のすべての教科にも
よい影響を与えると
いう効果がある。

0804670

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は内閣総理
大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わない
など、提案主体の自主性を最大限に尊重するものと
している。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2027080

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0804680

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は内閣総理
大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わない
など、提案主体の自主性を最大限に尊重するものと
している。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2027090

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0804690

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は内閣総理
大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わない
など、提案主体の自主性を最大限に尊重するものと
している。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2027100

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0804700

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は内閣総理
大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わない
など、提案主体の自主性を最大限に尊重するものと
している。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2027110

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0804710

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は内閣総理
大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わない
など、提案主体の自主性を最大限に尊重するものと
している。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2027120

かがわ夢
の学校を
創り出す
会

公設民営学校
特区

構造改革特区研究開
発学校制度（仮称）
学校の認定権者の拡
大

0804860

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある、「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」において
は、学習指導要領等の教育課程の基準によらない教
育課程の編成・実施を可能としている。なお、本事
業は内閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認
定を行わないなど、地方公共団体の自主性を最大限
に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等の教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施については、構造
改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の
下で実施が可能である。

2087060

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

小中高一貫教育、教
育課程の弾力化、教
科の自由な設定な
ど、特色のある教育
プログラムに関する

緩和

0804950

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構
造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改
革特別区域研究開発学校設置事業」において実施が
可能。なお、本事業は内閣総理大臣の認定の他に、
文部科学大臣の認定を行わないなど、地方公共団体
の自主性を最大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本方針別表に記
載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2047030

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

教育課程の弾力化

0804960

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構
造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改
革特別区域研究開発学校設置事業」において実施が
可能。なお、本事業は内閣総理大臣の認定の他に、
文部科学大臣の認定を行わないなど、地方公共団体
の自主性を最大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本方針別表に記
載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2047040

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

学習指導要領の弾力
化・学科の自由な設
定
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805170

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2071040

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

英語による教科等の
指導

0805260

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構
造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改
革特別区域研究開発学校設置事業」において実施が
可能。なお、本事業は、地方公共団体の自主性を最
大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本方針別表に記
載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2051030

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区
教育課程の弾力化

0805270

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構
造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改
革特別区域研究開発学校設置事業」において実施が
可能。なお、本事業は、地方公共団体の自主性を最
大限に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

幼小一貫した教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本方針別表に記
載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2051040

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区

学習指導要領の弾力
化・学科の自由な設
定

0805350

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2072040

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

英語による教科等の
指導

0805450

教科の自由な設定については、構造改革特別区域基
本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究開
発学校設置事業」において実施が可能。なお、本事
業は内閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認
定を行わないなど、地方公共団体の自主性を最大限
に尊重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

2012050
大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

教科の自由な設定
（小・中・高等学
校）

0805470
弾力的な教育課程の編成については、構造改革特別
区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域
研究開発学校設置事業」において実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

弾力的な教育課程の編成については、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある
「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2012070
大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

教育課程の弾力化
（小・中・高等学
校）

0805590

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2124040
長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

英語による教科等の
指導

0805680

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2123040

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

英語による教科等の
指導

0805770

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2121040

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

英語による教科等の
指導

0803550

理数系、語学系の授業に重点を置いたカリキュラム
の編成・実施については、構造改革特別区域基本方
針別表に記載のある「構造改革特別区域研究開発学
校設置事業」においては実施可能。なお、本事業は
内閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を
行わないなど、地方公共団体の自主性を最大限に尊
重するものである。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

理数系、語学系の授業に重点を置いたカリキュラムの編成・実施については、構造改革
特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実
施が可能である。

2112020

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

学校指導要領の弾力
化

0805090

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」おいて、現行
の学習指導要領が示している学年、配当内容によら
ない教育課程を編成・実施することが可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

現行の学習指導要領が示している学年、配当内容によらない教育課程を編成・実施す
ることについては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究
開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

2122040

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

英語による教科等の
指導

0800980

高等学校における単位毎の授業時数の変更について
は、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」におい
て実施が可能。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

高等学校における単位毎の授業時数の変更については、構造改革特別区域基本方針
別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

1324150 横浜市 京浜臨海部再
生特区

新たに設置する（仮
称）科学技術高等学
校の教育課程の一部
緩和④

0802810

高校に併設された就業体験法人における勤務時間を
教育課程に取り込むことについては、２０単位を越
えない範囲であれば、現行基準の下でも可能であ
り、これを越える場合であっても、構造改革特別区
域基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研
究開発学校設置事業」において実施可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

高校に併設された就業体験法人における勤務時間を教育課程に位置づけることについ
ては、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設
置事業」の下で実施が可能である。

2152090

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

教育課程の弾力化
（高等学校）

0800790

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特別区域研究開発学校設置事業」においては、
教科の自由な設定、学校種を越えた指導内容の移行
等を可能としている。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

教科の自由な設定、学校種を越えた指導内容の移行等については、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能
である。

1372010 品川区 小中一貫校

学校教育法等の教育
課程等の緩和、
教育職員免許法の緩
和、　　　　　　学
校教育法に定める職
員配置の弾力的運用

不登校児童生徒対
象学校設置に係る
教育課程の弾力化

0800290

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化については、構造改革特別区
域基本方針別表に記載のある「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程弾力化
事業」の下で実施可能である。

Ｄ－２ 1280020 宇都宮市 不登校児童・
生徒対応特区

学習指導に関する，
教科数，授業時数，
学習内容の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0800300

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化については、構造改革特別区
域基本方針別表に記載のある「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程弾力化
事業」の下で実施可能である。

1280030 宇都宮市 不登校児童・
生徒対応特区

0801840

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化については、構造改革特別区
域基本方針別表に記載のある「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程弾力化
事業」の下で実施可能である。

1302010 大和郡山
市

不登校支援教
育特区

小・中学校それぞれ
の分教室での教育課
程の弾力化

0802160

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

提案内容の詳細は必ずしも全て明確であるとはいえないが、本管理コードに示された
「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化」については基本的には対応
可能であると考える。

2110020 個人

学籍と指導要
領に束縛され
ない、主に不
登校児を対象
とした学校の

設立

教育課程編成の緩和

0802440

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

提案内容の詳細は必ずしも全て明確であるとはいえないが、本管理コードに示された
「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化」については基本的には対応
可能であると考える。

2082030 株式会社
秀学 教育特区

不登校児童生徒対応
の新しいタイプの学
校運営における一部
規制の摘要除外

0802990

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

提案内容の詳細は必ずしも全て明確であるとはいえないが、本管理コードに示された
「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化」については基本的には対応
可能であると考える。

2154010 ㈱ウィン 児童教育特区

不登校児童を対象と
した、新しいタイプ
の学校の設置による
教育課程の弾力化

0803440

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

提案内容の詳細は必ずしも全て明確であるとはいえないが、本管理コードに示された
「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化」については基本的には対応
可能であると考える。

2045030
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

教科の自由な設定
（小・中・高等学
校）

0803650

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

提案内容の詳細は必ずしも全て明確であるとはいえないが、本管理コードに示された
「不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化」については基本的には対応
可能であると考える。

2010020
NPO法人教
育ルネッ
サンス

川越にNPO法
人学校の「救
援校」を創る

会

学校設置主体の要件
の緩和

0803670

小中学校では対面の指導が重要であり、通信教育を
全面的に導入することは適切でない。
基本方針における特例措置であるＩＴ等も活用した
不登校児童生徒を対象とした学習機会の拡大や不登
校児童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程
の弾力化により、対応可能である。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

提案の趣旨については、構造改革特区基本方針における特例措置として不登校児童対
象学校設置に係る教育課程の弾力化やＩＴ等の活用による学習機会の拡大を通じて実
現可能とお答えしたところ。
義務教育段階にある小・中学校については、児童生徒の社会性を育むことの重要性に
鑑み、対面指導が前提となっており、特区においても、通信のみを利用する新たな課程
を創設することは教育上不適切である。

2010030
NPO法人教
育ルネッ
サンス

川越にNPO法
人学校の「救
援校」を創る

会

学校設置主体の要件
の緩和

不登校状態にある
生徒を対象とした
高等学校設置に係
る教育課程の弾力
化

0804630

特区において、不登校状態にある生徒を対象とした
高等学校設置に係る教育課程の弾力化を行う。（な
お、高等学校段階における不登校という標記につい
ては、誤解を招くので、「不登校状態」という標記
を用いたいと考えている。）

基本方針別表１「８０３不登校児童生徒対象学校設置に係る教
育課程弾力化事業」に基づく省令改正とともに措置されると解
してよいか。

当省としては、新たに本件措置を行うための省令改正を予定しているが、特区における
措置は、基本方針別表に明記する必要があると考えられ、基本方針別表に当該措置を
明記しないまま本件特例措置を実施することは特区制度の枠組みに反するのではない
かと考える。

Ａ 2050060

特定非営
利活動法
人東京
シューレ

ＮＰＯ法人に
よる新しいタ
イプの学校設
置特区

不登校の子どものた
めの学校に教育課程
を弾力化した高等部
（高等学校）を併設
すること

0803660

特区において、不登校状態にある生徒を対象とした
高等学校設置に係る教育課程の弾力化を行う。（な
お、高等学校段階における不登校という標記につい
ては、誤解を招くので、「不登校状態」という標記
を用いたいと考えている。）

基本方針別表１「８０３不登校児童生徒対象学校設置に係る教
育課程弾力化事業」に基づく省令改正とともに措置されると解
してよいか。

当省としては、新たに本件措置を行うこととしているが、特区における措置は、基本方針
別表に明記する必要があると考えられ、基本方針別表に当該措置を明記しないまま本
件特例措置を実施することは適切でないのではないかと考える。

2010020
NPO法人教
育ルネッ
サンス

川越にNPO法
人学校の「救
援校」を創る

会

学校設置主体の要件
の緩和

0802450

特区において、不登校状態にある生徒を対象とした
高等学校設置に係る教育課程の弾力化を行う。（な
お、高等学校段階における不登校という標記につい
ては、誤解を招くので、「不登校状態」という標記
を用いたいと考えている。）

基本方針別表１「８０３不登校児童生徒対象学校設置に係る教
育課程弾力化事業」に基づく省令改正とともに措置されると解
してよいか。

当省としては、新たに本件措置を行うための省令改正を予定しているが、特区における
措置は、基本方針別表に明記する必要があると考えられ、基本方針別表に当該措置を
明記しないまま本件特例措置を実施することは特区制度の枠組みに反するのではない
かと考える。

2082030 株式会社
秀学 教育特区

不登校児童生徒対応
の新しいタイプの学
校運営における一部
規制の摘要除外

学習指導要領等に
よらない教育課程
の編成・実施（構
造改革特別区域研
究開発学校制度に
よらない）

0800630

構造改革特別区域基本方針別表に記載している「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」は、取組の
期間を当該「計画を実施するに当たって適切な期
間」とする、申請窓口を一本化するなど、地方自治
体の自主性を最大限に尊重するものとしている。
また、実績等の報告の徴収については、構造改革特
別区域制度において、必要に応じ規制の所管官庁が
行うこととされているものであるが、文部科学省と
しては、もとより各地方公共団体の主体性を損なう
方向で運用するつもりはない。

提案に記載されている事項については、全てみたされるという
ことでよいか。

学習指導要領等によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本
方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能であ
る。

Ｄ－２ 1347020 港区
豊かな明日の
子どもたちを
育む教育特区

教育課程の弾力化
(小・中・高)

学習指導要領等に
よらない教育課程
の編成・実施（教
育内容の上乗せ）

0802520
学習指導要領は教育内容の最低基準であり、よりハ
イレベルな学習内容を付加して指導することは可能
である。

Ｄ－１ 2105030
株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

学習指導要領の弾力
化

0802910 学習指導要領は教育内容の最低基準であり、示され
ていない内容を加えて指導することは可能である。 2182010

ケイエス
ケイ進学
塾株式会
社

亀山土曜学校
公立学校に関する施
設、設備等の使用条
件の規制緩和

小中学校における
通信制の創設 0803270

　提案の趣旨については、既に、構造改革特区基本
方針における特例措置として、不登校児童生徒対象
学校設置に係る教育課程の弾力化や、ＩＴ等の活用
による学習機会の拡大を通じて実現可能。
但し、設置基準は、児童生徒が適切に教育を受ける
ために必要な要件を定めたものであり、これを踏ま
える必要がある。

新たに通信制という制度を組み入れた学校を設置することも可
能と解してよいか。

　提案の趣旨については、構造改革特区基本方針における特例措置として、不登校児
童生徒対象学校設置に係る教育課程の弾力化や、ＩＴ等の活用による学習機会の拡大
を通じて実現可能とお答えしたところ。
　義務教育段階にある小・中学校については、児童生徒の社会性を育むことの重要性に
鑑み、対面指導が前提となっており、特区においても、通信のみを利用する新たな課程
を創設することは教育上不適切である。

Ｄ－２ Ｃ－１ Ｄ－２ 2074010 学校法人
国際学園

不登校児童・
生徒対象の小
規模小中一貫
校の設置

小規模小中学校の通
学形態に対する通信
制高等学校の基準の
準用
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0803320

小中学校では対面の指導が重要であり、通信教育を
全面的に導入することは適切でない。
基本方針における特例措置であるＩＴ等も活用した
不登校児童生徒を対象とした学習機会の拡大や不登
校児童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程
の弾力化により、対応可能である。

新たに通信制という制度を組み入れた学校を設置することも可
能と解してよいか。

提案の趣旨については、構造改革特区基本方針における特例措置として不登校児童対
象学校設置に係る教育課程の弾力化やＩＴ等の活用による学習機会の拡大を通じて実
現可能とお答えしたところ。
義務教育段階にある小・中学校については、児童生徒の社会性を育むことの重要性に
鑑み、対面指導が前提となっており、特区においても、通信のみを利用する新たな課程
を創設することは教育上不適切である。

Ｄ－２ 2001010

学校法人
日本航空
学園東京
本部

通信制併用型
小中高等学校

小中高校の不登校生
に対して、具体的に
学校復帰を機会を、
また受け皿となる通
信制併用型小中高等
学校を設立するた
め。

0803330

小中学校では対面の指導が重要であり、通信教育を
全面的に導入することは適切でない。
基本方針における特例措置であるＩＴ等も活用した
不登校児童生徒を対象とした学習機会の拡大や不登
校児童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程
の弾力化により、対応可能である。

新たに通信制という制度を組み入れた学校を設置することも可
能と解してよいか。

提案の趣旨については、構造改革特区基本方針における特例措置として不登校児童対
象学校設置に係る教育課程の弾力化やＩＴ等の活用による学習機会の拡大を通じて実
現可能とお答えしたところ。
義務教育段階にある小・中学校については、児童生徒の社会性を育むことの重要性に
鑑み、対面指導が前提となっており、特区においても、通信のみを利用する新たな課程
を創設することは教育上不適切である。

Ｄ－２ 2001010

学校法人
日本航空
学園東京
本部

通信制併用型
小中高等学校

小中高校の不登校生
に対して、具体的に
学校復帰を機会を、
また受け皿となる通
信制併用型小中高等
学校を設立するた
め。

0805540

不登校に関しては、特区の第１次提案を踏まえた特
例措置である不登校児童生徒のための学校における
教育課程の弾力化を認める措置により対応可能であ
る。

新たに通信制という制度を組み入れた学校を設置することも可
能と解してよいか。

提案の趣旨については、構造改革特区基本方針における特例措置として不登校児童対
象学校設置に係る教育課程の弾力化やＩＴ等の活用による学習機会の拡大を通じて実
現可能とお答えしたところ。
義務教育段階にある小・中学校については、児童生徒の社会性を育むことの重要性に
鑑み、対面指導が前提となっており、特区においても、通信のみを利用する新たな課程
を創設することは教育上不適切である。

Ｄ－２ 2036060
長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

小・中・高等学校に
通信制課程を設置

0805550

小中学校では対面の指導が重要であり、通信教育を
全面的に導入することは適切でない。
基本方針における特例措置であるＩＴ等も活用した
不登校児童生徒を対象とした学習機会の拡大や不登
校児童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程
の弾力化により、対応可能である。

新たに通信制という制度を組み入れた学校を設置することも可
能と解してよいか。

提案の趣旨については、構造改革特区基本方針における特例措置として不登校児童対
象学校設置に係る教育課程の弾力化やＩＴ等の活用による学習機会の拡大を通じて実
現可能とお答えしたところ。
義務教育段階にある小・中学校については、児童生徒の社会性を育むことの重要性に
鑑み、対面指導が前提となっており、特区においても、通信のみを利用する新たな課程
を創設することは教育上不適切である。

Ｄ－２ 2036060
長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

小・中・高等学校に
通信制課程を設置

学校間連携（同一
校の課程間相互の
併修)における単位
認定に関する制限
の弾力化

0801570

本提案については、構造改革特別区域基本方針の
「高等学校等における学校外学修の認定可能単位数
拡大事業」を活用することにより、同一高等学校
（中等教育学校の後期課程を含む）に置かれる課程
間相互の併修により単位認定できる上限（現行では
２０単位）を３６単位とすることが可能である。

Ｄ－２ 1234030 京都府

京の高校教育
改革特区(課
程[全・定・
通]の枠を超
えた新しいタ
イプの単位制
高校の設置)

学校間連携（同一校
の課程間相互の併
修)における単位認
定に関する制限の弾
力化

0804370

構造改革特別区域基本方針の「高等学校等における
学校外学修の認定可能単位数拡大事業」を活用する
ことにより、学校外における学修等を単位認定でき
る上限（現行では２０単位）を３６単位とすること
が可能である。

2091010

特定非営
利活動法
人　東京
ジョカー
ナ国際青
少年育成
協会

教育特区

①学習指導要領によ
らない多様なカリ
キュラムの編成②学
校設置に係わる校
地・校舎の特定非営
利活動法人の所有原
則の緩和③教育施行
法第６３条の緩和④
教育職員免許法の緩
和⑤学校設立にかか
わる法律用件の緩和

学校修業年限の弾
力化（小・中・
高）

0800700

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。
なお、現行の学校制度については広く社会に定着し
ており、修業年限の見直しは国民や社会に大きな影
響を及ぼすことから、広く国民の理解を得ながら、
中長期的な観点で慎重に検討すべきことがらであ
り、特に、修学の結果得られる卒業資格のように、
個人に付与され、その効果が全国に及びようなもの
については、全国一律に扱われるべきであり、特区
での特例的な取扱には馴染まない。

Ｄ－２ 1229050 東京都台
東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）

0800780

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。
なお、現行の学校制度については広く社会に定着し
ており、修業年限の見直しは国民や社会に大きな影
響を及ぼすことから、広く国民の理解を得ながら、
中長期的な観点で慎重に検討すべきことがらであ
り、特に、修学の結果得られる卒業資格のように、
個人に付与され、その効果が全国に及びようなもの
については、全国一律に扱われるべきであり、特区
での特例的な取扱には馴染まない。

1367010 江東区

臨海部におけ
る未来型幼･
小･中一貫ス
クールの構想

「義務教育修業年限
と学習内容の弾力
化」

0804390

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2057020

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

学業就業年限の弾力
化を行う

0804500

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2054050

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804780

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2176050
こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

学校修業年限の弾力
化(小・中・高）

0804940

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2047020

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

学業就業年限の弾力
化（幼・小・中一貫
教育）

0805180

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2071050

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

学校修業年限の弾力
化（幼・小・中・
高）

0805250

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2051020

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区

学業就業年限の弾力
化（幼・小・中一貫
教育）

0805360

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2072050

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

学校修業年限の弾力
化（幼・小・中・
高）

0805440

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2012040
大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

学校修業年限の弾力
化（小・中・高等学
校）

0805520

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2036040
長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）

0805600

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2124050
長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805690

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2123050

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）

0805780

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2121050

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）

0805100

　構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構
造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用する
ことにより、カリキュラムを弾力的に運用し、学校
種間の円滑な接続は可能。なお、現行の学校制度に
ついては広く社会に定着しており、修業年限の見直
しは国民や社会に大きな影響を及ぼすことから、広
く国民の理解を得ながら、中長期的な観点で慎重に
検討すべきことがらであり、特に、修学の結果得ら
れる卒業資格のように、個人に付与され、その効果
が全国に及びようなものについては、全国一律に扱
われるべきであり、特区での特例的な取扱には馴染
まない。

2122050

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

学校修学年限の弾力
化（小・中・高）

土曜日及び日曜日
に授業を行うこと
を可能とし、学校
週６日制とする。

0800730

　学校週5日制を変更することはできないが、土曜日
等の学校休業日に希望者のみを対象とした学習活動
と行うことは可能である。
また、特に必要のある場合、休業日を学業日と振り
替えることにより、土曜日及び日曜日に授業をする
ことは現行制度でも可能である。

提案は、一律の土曜日休業についての義務づけをはずし、自治
体の判断で土曜日も授業日とすることができないか、具体的に
検討し回答されたい。

台東区においても土曜スクールを開校しているとおり、現行制度でも月から金に加え、土
曜日及び日曜日に教育課程外の教育活動を行うことは可能である。
しかし、あらたに全員一律に出席を強制する学校週６日制の土曜スクールを開校するこ
とは、休業日における児童生徒の多様な活動の機会を奪うこととなり適当ではない。

Ｃ
Ｄ－１ Ｃ－１

貴省からの回答には、「児童生徒が主体的に活動
できる機会を提供するという完全学校週５日制の
目的に照らし、土日は一律に授業を行わない休業
日とすることが必要」とあるが、提案者から、
「学校週五日制を変更できない理由は何か。私立
学校は学則において休業日を定めているが、公立
学校は法律で土曜日・日曜日の休業を義務づけて
いるのは公正な制度とはいえない」との意見があ
り、再度検討し回答されたい。

　再々検討要請では「児童生徒が主体的に活動できる機
会を提供するという完全学校週５日制の目的に照らし、
土日は一律に授業を行わない休業日とすることが必要」
と文部科学省が回答したとあるが、多様な活動の機会を
与える取組の一つとして、土曜日及び日曜日に教育委員
会が学習活動の機会を提供することは、何ら、完全学校
週５日制の趣旨に反しない。したがって、土曜日及び日
曜日に教育課程外の教育活動を行うことは可能である。
なお、特別な理由がある時に、土曜日及び日曜日に授業
を行うことは、休業日を学業日に振り替えることによっ
て現行制度でも可能であり、地域に事情がある時はこれ
を活用することも考えられる。また、私立学校について
各学校の自主性を尊重する観点から、各学校において休
業日を定めることとされているが、完全学校週５日制の
趣旨は国公私立を通じて異なるものではないため、私立
学校に対しても完全学校週５日制の趣旨について、あら
ゆる機会に説明しているところである。くり返しになる
が、完全学校週５日制の趣旨は、児童生徒や地域の実態
に応じて、学校だけでは体験できない多様な体験を児童
生徒が家庭や地域でもつために、主体的に多様な活動が
出来る機会を増やそうとするものである。児童生徒はこ
うした多様な活動が出来る機会を持つ権利があり、学校
教育においてはこれを保障する必要がある。ただ、私立
学校については、児童生徒（又は保護者）が、あえてそ
のような選択をしているものであり、教育の機会を公平
に提供する公立学校とは同列に論じることは出来ない。

1230010 東京都台
東区

土曜スクール
特区

学校教育法施行規則
第４７条に関する休
業日の一部を削除

0800730 台東区の提案「1230010」への回答と同様
提案は、一律の土曜日休業についての義務づけをはずし、自治
体の判断で土曜日も授業日とすることができないか、具体的に
検討し回答されたい。

児童生徒が主体的に活動できる機会を提供するという完全学校週５日制の目的に照ら
し、土日は一律に授業を行わない休業日とすることが必要である。
ただし、児童生徒に対して出席することを強制はできないが、月から金に加え、土曜日及
び日曜日に教育課程外の教育活動を行うことは可能である。
また、特に必要のある場合、休業日を学業日と振り替えることにより、土曜日及び日曜
日に授業することは現行制度でも可能である。

Ｃ
Ｄ－１ Ｃ－１ 1450030 長野県

多様な教育カ
リキュラム実
現特区

公立学校の休業日の
弾力化

土曜日及び日曜日
に授業を行い、他
の曜日を休業日と
する。

0800730 台東区の提案「1230010」への回答と同様
提案は、一律の土曜日休業についての義務づけをはずし、自治
体の判断で土曜日も授業日とすることができないか、具体的に
検討し回答されたい。

多様な学習の機会の確保の観点から、特に必要のある場合、休業日を学業日と振り替
えることにより、土曜日及び日曜日に授業をすることは現行制度でも可能である。
ただし、学校外の生徒の多様な活動の機会を確保する観点から、生徒にとっての週当た
りの授業を受けない日を減らすことのないようにする必要がある。
なお、児童生徒に対して出席することを強制はできないが、月から金に加え、土曜日及
び日曜日に教育課程外の教育活動を行うことも可能である。

Ｃ
Ｄ－１ Ｄ－１ 1210010 岡山県教

育委員会 岡山教育特区

土曜日及び日曜日に
授業を実施すること
を容認する。

「不登校児童生
徒」の名称変更 0803720 不登校児童生徒という名称は規制ではない。また、

偏見を助長するものとは認識していない。 Ｆ 2173040

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

ＮＰＯ法人教
育施設私立学
校化特区

特定の種類の学校を
設置する学校法人を
設立する際の校地校
舎の自己所有要件の
緩和
（不登校児童生徒を
対象とする学校）

不登校児童生徒を対
象とした新しいタイ
プの学校の設置によ
る、教育課程の弾力
化

中学校を卒業した
者と同等以上の学
力があると認めら
れる者の認定の緩
和

0801640

　高等学校の入学資格のように個人の利益に直接係
る事項は全国一律に扱われるべきであり、特区での
特別な扱いにはなじまない。なお、インターナショ
ナルスクールの卒業者に対する高等学校進学機会の
拡大については、平成１４年度中に全国一律に実施
すべく現在検討中である。

B-2 Ｂ－２ 1180020 京都市 知の創出・活
用特区

中学校を卒業した者
と同等以上の学力が
認められる者の規定
の緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804520

　高等学校の入学資格のように個人の利益に直接係
る事項は全国一律に扱われるべきであり、特区での
特別な扱いにはなじまない。なお、インターナショ
ナルスクールの卒業者に対する高等学校進学機会の
拡大については、今年度中に全国一律に実施すべく
現在検討中である。

2054070

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区 高校入学資格の緩和

0804800

　高等学校の入学資格のように個人の利益に直接係
る事項は全国一律に扱われるべきであり、特区での
特別な扱いにはなじまない。なお、インターナショ
ナルスクールの卒業者に対する高等学校進学機会の
拡大については、今年度中に全国一律に実施すべく
現在検討中である。

B-2 2176070
こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

高校入学資格の緩和

0805200

　高等学校の入学資格のように個人の利益に直接係
る事項は全国一律に扱われるべきであり、特区での
特別な扱いにはなじまない。なお、インターナショ
ナルスクールの卒業者に対する高等学校進学機会の
拡大については、今年度中に全国一律に実施すべく
現在検討中である。

B-2 2071070

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

高校入学資格の緩和

0805620

　高等学校の入学資格のように個人の利益に直接係
る事項は全国一律に扱われるべきであり、特区での
特別な扱いにはなじまない。なお、インターナショ
ナルスクールの卒業者に対する高等学校進学機会の
拡大については、今年度中に全国一律に実施すべく
現在検討中である。

B-2 2124070
長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区 高校入学資格の緩和

0805380

　高等学校の入学資格のように個人の利益に直接係
る事項は全国一律に扱われるべきであり、特区での
特別な扱いにはなじまない。なお、インターナショ
ナルスクールの卒業者に対する高等学校進学機会の
拡大については、今年度中に全国一律に実施すべく
現在検討中である。

B-2 2072070

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

高校入学資格の緩和

学校外で教育課程
上の授業と社会教
育との融合、学校
外教育機関での教
育活動を学校教育
活動として行う

0800440 社会教育施設における教育活動を教育課程上に位置
付けて実施することは現行制度上可能である。 Ｄ－１ 1049010 川口市 学校外教育機

関の活用特区

学校外教育機関での
教育活動を授業時数
として認定する

軽度発達障害のあ
る児童生徒のため
の教育の法的位置
づけの明確化

0805020 現行制度上、学校が生徒の実態を踏まえ、個別指導
のための計画を作成することは可能である。

軽度発達障害児に対する特別支援教育を法的に措置したいとい
う観点から、再度検討し回答されたい。

法的に位置づけなくても個別指導計画の作成は可能であり、新たに措置する必要はな
い。なお、新たに個別指導計画の作成を義務づけることは構造改革特区の趣旨になじま
ないものである。

Ｄ－１ Ｄ－１ 2068020

松本子ど
もの輝き
小･中･高
等学校を
創る会

軽度発達障害
児のための個
別教育校特区

軽度発達障害児のた
めの個別学習指導計
画立案の義務化

0805010
現行制度上、LD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒
を通常の学級で教育することについては当該児童生
徒の状態に応じた工夫が可能である。

軽度発達障害児に対する特別支援教育を法的に措置したいとい
う観点から、再度検討し回答されたい。

法的に位置づけなくても軽度発達障害の児童生徒の学校教育は可能であり、新たに措
置する必要はない。

Ｄ－１ 2068010

松本子ど
もの輝き
小･中･高
等学校を
創る会

軽度発達障害
児のための個
別教育校特区

学校教育法への軽度
発達障害児のための
教育を位置づけ

課程[全・定・通]
の枠を超えた新し
いタイプの単位制
高校の設置

0801600

定時制課程は、学校教育法第４条に「夜間その他特
別な時間又は時期において授業行う課程」と規定さ
れていることから、定時制課程を選択することによ
り、提案の時間帯において授業を行うことは現行制
度上可能となっている。

提案は、全日制課程において、朝から夜間まで、最大１２時間
の授業展開を可とするものであり、これについて具体的に検討
し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 Ｄ－１
Ｃ－１

貴省からの回答には、「定時制高等学校で実施さ
れているとおり、現行制度上可能」とあるが、提
案者からの意見では、「新しいタイプの単位制高
校を、既存の３課程以外の課程として設置した場
合、あるいは全日制課程として設置した場合、そ
れぞれについて一日最大１２時間の授業を行うこ
とができないか」とあり、これについて再度検討
し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 Ｄ－１ 1234060 京都府

京の高校教育
改革特区(課
程[全・定・
通]の枠を超
えた新しいタ
イプの単位制
高校の設置)

授業時間帯の拡大

0801580

技能連携制度は、働きながら学ぶ生徒のために、高
等学校と職業訓練所や専修学校などの技能教育のた
めの施設で同一の教育を重複して受けている場合、
その二重負担を軽減することにより、生徒の高等学
校における学習を効果的に行わせることを目的とし
て創設した制度であり、定時制課程及び通信制課程
として設置することにより、現行制度上可能として
いる。

提案は、定時制及び通信制課程に限定せずに各コースにおいて
技能連携による単位認定を可とするものであり、これについて
具体的に検討し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 Ｄ－１

貴省からの回答には、「定時制高等学校で実施さ
れているとおり、現行制度上可能」とあるが、提
案者からの意見では、「新しいタイプの単位制高
校を、既存の３課程以外の課程として設置した場
合、あるいは全日制課程として設置した場合、そ
れぞれについて技能連携制度を活用できないか」
とあり、これについて再度検討し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 1234040 京都府

京の高校教育
改革特区(課
程[全・定・
通]の枠を超
えた新しいタ
イプの単位制
高校の設置)

技能連携による単位
認定の弾力化

0801550

定時制課程は、学校教育法第４条により「夜間その
他特別な時間又は時期において授業行う課程」とさ
れており、全日制と同等の時間帯においても授業を
実施できるとともに、通信制課程との併修（上限な
し）も可能である。このように、定時制課程は、全
日制、定時制、通信制の課程の枠を超えて履修する
ことができる制度となっており、現行制度上可能と
なっている。

提案は、全日制や定時制、通信制といった課程の枠を超えて学
べる新しいタイプの単位制高校の設置であり、これについて具
体的に検討し回答されたい。

管理コード0801550、0801560、0801580、0801590、0801600についての京都府の提案
は、新しいタイプの高等学校としているが、これら提案事項のすべては、既に各県に設
置されているいわゆる三部制の定時制高等学校で実施されているとおり、現行制度上
可能となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、
本提案は新たな制度の創設に該当し、規制緩和事項ではない。

貴省からの回答には、「定時制高等学校で実施さ
れているとおり、現行制度上可能」とあるが、提
案者からの意見では、「新しいタイプの単位制高
校を、既存の３課程以外の課程として設置するこ
とが可能か」、「全日制課程として設置し、その
全日制課程に定時制課程、通信制課程に認められ
ている柔軟な諸制度が認められないか」とあり、
これについて再度検討し回答されたい。

管理コード0801550、0801560、0801580、0801590、
0801600については、定時制課程の特色を全日制課
程又は３課程以外の課程に導入するという提案であ
るが、現行の教育制度は広く国民の間に定着してお
り、国民の理解を得ながら中・長期的な視点で慎重
な検討をすべき事柄であり、その効果が全国に及ぶ
ようなものについては、全国一律に実施すべきであ
るため、特区にはなじまない。なお、本提案の想定さ
れている学校を設置することついては、既に各県に
設置されているいわゆる三部制の定時制高等学校
で実施されているとおり、現行制度上可能となってい
る。

1234010 京都府

京の高校教育
改革特区(課
程[全・定・
通]の枠を超
えた新しいタ
イプの単位制
高校の設置)

全日制や定時制、通
信制といった課程の
枠を超えて学べる新
しいタイプの単位制
高校の設置
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0801560
現行制度では、定時制課程及び通信制課程の修業年
限が３年以上とされており、定時制課程を設置する
ことにより対応が可能である。

提案は、従来の全日制、定時制、通信制の枠を超えた柔軟なシ
ステムを追求した高校の設置し、各コースとも修業年限は３年
以上に柔軟に設定したいというものであり、これについて具体
的に検討し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 Ｄ－１

貴省からの回答には、「定時制高等学校で実施さ
れているとおり、現行制度上可能」とあるが、提
案者からの意見では、「新しいタイプの単位制高
校を、既存の３課程以外の課程として設置した場
合、あるいは全日制課程として設置した場合、そ
れぞれについて「３年以上」との修業年限の定め
ができないか」とあり、これについて再度検討し
回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 1234020 京都府

京の高校教育
改革特区(課
程[全・定・
通]の枠を超
えた新しいタ
イプの単位制
高校の設置)

修業年限の柔軟な設
定

0801590

　大学入学資格検定は、学校教育の補完的制度で、
何らかの事情により高等学校に行けなかった者や高
等学校中途退学者などに、高等学校卒業と同等以上
の学力があるかどうかを認定する検定試験であり、
働きながらでも広く高等教育を受ける機会を付与す
るためのものであることから、定時制課程及び通信
制課程として設置することにより、現行制度上でも
受検が可能となっている。

提案は、定時制及び通信制課程に在籍する者にかかわらず、各
コースにおいて大学入学資格検定の受検を可とし、各コースに
おいて大学入学資格検定の合格科目の単位認定を可とするもの
であり、これについて具体的に検討し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 Ｄ－１

貴省からの回答には、「定時制高等学校で実施さ
れているとおり、現行制度上可能」とあるが、提
案者からの意見では、「新しいタイプの単位制高
校を、既存の３課程以外の課程として設置した場
合、あるいは全日制課程として設置した場合、そ
れぞれの在籍生徒について、大学入学資格検定受
検資格の付与、大学入学資格検定合格科目の単位
認定ができないか」とあり、これについて再度検
討し回答されたい。

管理コード0801550を参照されたい。 1234050 京都府

京の高校教育
改革特区(課
程「全・定・
通]の枠を超
えた新しいタ
イプの単位制
高校の設置)

大学入学資格検定受
検資格及び合格科目
の単位認定の弾力化

ＬＤ、ＡＤＨＤ、
高機能自閉症等の
児童生徒のための
教科の自由な設定
（小・中・高等学
校）

0803450

現行制度上、ＬＤ、ＡＤＨＤ､高機能自閉症等の児童
生徒の教育について、1日ごとに指導計画を定めるな
ど、当該児童生徒の状態に応じた工夫が可能であ
る。

提案は、学習指導要領の範囲をこえたカリキュラムを、研究開
発学校制度によらず、学期・週・日単位で流動的に設定したい
というものであり、この観点から再度検討し回答されたい。

現行制度上、ＬＤ､ＡＤＨＤ､高機能自閉症等の児童生徒の教育について、1日ごとに指導
計画を定めるなど、当該児童生徒の状態に応じた工夫が可能である。なお、学習指導要
領等によらないカリキュラムの編成については、構造改革特別区域基本方針別表に記
載のある「構造改革特別区域研究開発学校設置基準」において実施可能。本事業は内
閣総理大臣の認定の他に、文部科学大臣の認定を行わないなど、地方公共団体の自
主性を 大限に尊重するものである。

Ｄ－２ Ⅲ Ｄ－１ 2045030
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

教科の自由な設定
（小・中・高等学
校）

高等学校の全課程
修了に必要な単位
数の削減

0802820

　学校外の就業体験活動等については、高等学校の
教育活動として適切である内容を備えている場合に
ついては、卒業の認定に必要な修得単位数に加える
ことは現行制度上可能となっている。特区構造改革
基本方針の「高等学校等における学校外学修の認定
可能単位数拡大事業」を活用することにより、就業
体験活動等を高等学校卒業に必要な７４単位のうち
３６単位までを認定することができるため、提案内
容については対応可能となっている。

Ｄ－２ 2152100

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

修了単位数の削減

中等教育学校後期
課程における収容
定員増の容認

0800320

中高一貫教育は、その円滑な導入のため、中等教育
学校、併設型中高一貫教育校、連携型中高一貫教育
校のいずれかを選択して設置できる制度となってお
り、提案の内容については、併設型中高一貫教育校
を選択することにより、現行制度上可能となってい
る。

提案は、中等教育学校において、後期課程からの生徒の受け入
れを容認することであり、これについて検討し、回答された
い。

中等教育学校は、６年間の一貫教育を施すことを目的としている修業年限６年の新しい
学校種である。このため、教育課程も中学校や高等学校とは異なっていることが通常で
あり、後期課程（高等学校段階）からの生徒の受け入れをすることはできない。なお、高
等学校段階における学級数の増という提案については、中高一貫教育校のうちの併設
型をとることにより実施可能である。

Ｄ－１ Ｃ－１

提案は、既存の中等教育学校において受け入れた
いとするものであり、併設型をとることは困難で
ある。地域の実情を踏まえ、自治体が適切な代替
措置を講じることにより、特区において提案を実
現できないか、再度検討し回答されたい。

　中等教育学校は、６年間の一貫教育を施すことを
目的としている修業年限６年の新しい学校種であ
る。このため、教育課程も中学校や高等学校とは異
なっており、後期課程（高等学校段階）から生徒を受
け入れた場合、生徒の履修に支障を来たす（教育課
程上の整合性を確保することが困難）ことから対応
不可能である。また、中等教育学校と併設型中高一
貫校の学校運営上の違いは、高校段階（後期課程）
からの受け入れが可能か否かだけであり、併設型中
高一貫教育校とすることに当たっての規制もない。し
たがって、本提案については、中高一貫教育校のう
ちの併設型をとることにより実施可能となっており、
規制には当たらない。
　なお、提案自治体には、公立の中等教育学校は設
置されていないところである。

Ｄ－１ 1123010 前橋市

中等教育学校
後期課程の学
級数を弾力化
する特区

中等教育学校後期課
程における学級数増
の容認

学園教育法（仮
称）の制定 0803770 具体的な規制の緩和を求めるものではなく、特区制

度の趣旨に合致しない。 Ｅ 2174070

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

学校教育法によらな
い新しい形の学校運
営方式

「構造改革特区研
究開発学校」の申
請を学校法人設立
認可申請時点で行
うことの容認

0803500

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造
改革特区研究開発学校設置事業」は、本事業に係る
申請と学校設立に係る都道府県への申請を同時に行
うことを排除するものではない。

提案に記載されている事項については、全て実施可能というこ
とでよいか。

構造改革特別研究開発学校設置事業に係る申請と学校設立に係る都道府県への申請
を同時に行うことは可能である。 Ｄ－２ 2024020

ＮＰＯ法
人東京賢
治の学校

教育改革特区
「新しいタイ
プの学校の創

設｣

「構造改革特区研究
開発学校」の申請を
学校法人設立認可申
請時点で行うことの
容認

学校教育法第1条
「学校」の範囲の
拡大（初等中等教
育学校）

0800330

　学校種としての小中高等学校が一体となった「初
等中等教育学校」は学校教育法第１条に規定されて
いない。
学校の修業年限の変更は困難。
小中高等学校を併設することは現行において可能。
　また、構造改革特別区域基本方針別表に記載のあ
る「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活
用することにより、カリキュラムを弾力的に運用す
ることによって、小中高一貫教育等は実現可能。

提案は、修学年限の変更を求めているものではなく、小中高間
の柔軟な連携をめざすものだと考えられる。中等教育学校や、
小中一貫教育が存在することを踏まえると、「初等中等教育学
校」を法的に認めることが可能ではないか。提案者の趣旨を踏
まえて再度検討されたい。

　提案の趣旨は小中高間の柔軟な連携を目指すものであり、「初等中等教育学校」とい
う新たな制度を設けなくとも、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革
特別区域研究開発学校設置事業」を活用することにより実現可能。

Ｄ－１
Ｄー２ Ｃ－１ Ｄ－１

Ｄ－２
1200010 群馬県太

田市
太田外国語教
育特区

学校教育法第1条
「学校」の範囲の拡
大。

学校教育法第1条
「学校」の範囲の
拡大（インターナ
ショナルスクー
ル）

0803100

 学校教育法第1条に定める学校は、国民の育成を期
して教育を行う「公の性質」を有するものであり、
組織・運営、教職員、教育目標、教育内容等につい
て、法令に基づき一定の枠組みが設けられている。
とりわけ、義務教育段階の小中学校では、国民とし
て共通に身に付けるべき基礎・基本を修得させるも
のであり、保護者にこれらの学校への就学義務を課
している。
　他方、インターナショナルスクールは、その性質
上、自由な教育内容等をその特色としているとこ
ろ、こうしたインターナショナルスクールは、学校
教育法第１条に定める学校とは、その性格を異にす
るものであり、特区においても、１条校とみなすこ
とはできない。

Ｃ－１ 2030010 三菱地所
株式会社

国際人材育
成・技術交流

特区

学校教育法第1条 学
校の範囲の拡大（イ
ンターナショナルス
クールを「学校」と
みなす）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

教科書制度の弾力
化 0800380

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、学校等の判断で検定教科書以外の図書を主たる
教材として使用することは、現行法制度上可能であ
る。
　なお、この点については、通知にて各都道府県に
周知することとしている。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

Ｄ－２ 1200060 群馬県太
田市

太田外国語教
育特区

教科用図書制度の弾
力化
（小・中・高等学
校）

0801250

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、学校等の判断で検定教科書以外の図書を主たる
教材として使用することは、現行法制度上可能であ
る。
　なお、この点については、通知にて各都道府県に
周知することとしている。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

1450040 長野県
多様な教育カ
リキュラム実
現特区

教科書使用の弾力化

0802460

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行制度上可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2082030 株式会社
秀学 教育特区

不登校児童生徒対応
の新しいタイプの学
校運営における一部
規制の摘要除外

0802530

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行制度上可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2105040
株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

教科用図書制度の弾
力化（小・中・高等
学校）

0803080

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2079030 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803170

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2080030
藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803250

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行制度上可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2081030 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

自然科学、社会体験
学習を中心に据えた
新しいタイプの小中
学校の運営に対する
一部規制の適用を除
外

0803470

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2045050
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

教科用図書制度の弾
力化

0803560

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2112030

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

教科用図書制度の弾
力化（小・中・高等
学校）

0804330

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行制度上可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2063070

特定非営
利　活動
法人

ＩＷＣ／
ＩＡＣ
国際市民
の会

教育特区

小学校の中心教科用
図書は学校教育法で
定められている、文
部科学大臣の検定を
経るか、文部科学省
が著作の名義を有す
るものに拘らない。

0804340

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行制度上可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2063080

特定非営
利活動法
人　ＩＷ
Ｃ／ＩＡ
Ｃ国際理
解の会

教育特区

中学校の中心教科用
図書は学校教育法で
定められている、文
部科学大臣の検定を
経るか、文部科学省
が著作の名義を有す
るものに拘らない。

0804380

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度可能であ
る。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2057010

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

教科用図書制度の弾
力化

0805460

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいとい
うものだが、これについては可能か。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。

2012060
大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

教科用図書制度の弾
力化（小・中・高等
学校）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

地方自治体の長の
認可にもとづいた
教科用図書の選定
基準の容認

0804140

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、特区においては、特区に認定された地方自治体の長の
認可にもとづき、別途教科用図書の選定基準を定めるものとし
たいとあるが、これについて具体的に検討し回答されたい。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。なお、この場合、公立学校であれば教育委員会、私立学校で
あれば学校長の判断で採択が行われることになり、新たに自治体の長の認可にかから
しめる制度を構築することは適当でない。

Ｄ－２ Ｄ－２ 2139190

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教科用図書制度の弾
力化

0804150

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、特区においては、特区に認定された地方自治体の長の
認可にもとづき、別途教科用図書の選定基準を定めるものとし
たいとあるが、これについて具体的に検討し回答されたい。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。なお、この場合、公立学校であれば教育委員会、私立学校で
あれば学校長の判断で採択が行われることになり、新たに自治体の長の認可にかから
しめる制度を構築することは適当でない。

Ｄ－２ 2139200

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教科用図書制度の弾
力化

0804160

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、特区においては、特区に認定された地方自治体の長の
認可にもとづき、別途教科用図書の選定基準を定めるものとし
たいとあるが、これについて具体的に検討し回答されたい。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。なお、この場合、公立学校であれば教育委員会、私立学校で
あれば学校長の判断で採択が行われることになり、新たに自治体の長の認可にかから
しめる制度を構築することは適当でない。

Ｄ－２ 2139210

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教科用図書制度の弾
力化

0804170

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、特区においては、特区に認定された地方自治体の長の
認可にもとづき、別途教科用図書の選定基準を定めるものとし
たいとあるが、これについて具体的に検討し回答されたい。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能である。なお、この場合、公立学校であれば教育委員会、私立学校で
あれば学校長の判断で採択が行われることになり、新たに自治体の長の認可にかから
しめる制度を構築することは適当でない。

Ｄ－２ 2139220

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教科用図書制度の弾
力化

0804930

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、教科用図書を使用せずに、地域の専門化が独自の教材
を用いて生活体験を教えることができるようにし、また、教科
書使用の弾力化にあたっては、ＮＰＯ法人が所在する都道府県
知事がその認定を行いたいというものであるが、これについて
具体的に検討し回答されたい。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能であり、この場合、独自の教材の使用も可能である。なお、この場合、
公立学校であれば教育委員会、私立学校であれば学校長の判断で採択が行われること
になり、新たに自治体の長の認定にかからしめる制度を構築することは適当でない。

Ｄ－２ 2047010

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

教科用図書制度の弾
力化

0805240

　構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指
導要領に示していない内容の教育を行うのであれ
ば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主た
る教材として使用することは、現行法制度上可能で
ある。

提案は、教科用図書を使用せずに、地域の専門化が独自の教材
を用いて生活体験を教えることができるようにし、また、教科
書使用の弾力化にあたっては、ＮＰＯ法人が所在する都道府県
知事がその認定を行いたいというものであるが、これについて
具体的に検討し回答されたい。

左記に回答したとおり、構造改革特区研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示
していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使
用することは可能であり、この場合、独自の教材の使用も可能である。なお、この場合、
公立学校であれば教育委員会、私立学校であれば学校長の判断で採択が行われること
になり、新たに自治体の長の認定にかからしめる制度を構築することは適当でない。

Ｄ－２ 2051010

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区

教科用図書制度の弾
力化

0800840 杉並区の提案「1395010」への回答と同様 提案内容について具体的に検討し、回答されたい。 杉並区の提案「1395010」への回答と同様 Ｄ－２ 1395040 杉並区

教育改革特区
（新しいタイ
プの学校の創

設）

教科書採用権限の当
該校への委譲

複数教科書使用の
特例 0802240

左記の学校教育法２１条２項の規定により、現行制
度上、検定教科書と併せて、他の複数の図書を使用
することは可能である。

Ｄ－１ 2158010 個人 北関東特区

小中学校義務教育課
程において柔軟性の
ある高度な授業を展
開するための規制緩
和。

上学年の教科用図
書を下学年の児童
生徒に給与できる
特例

0801820

構造改革特区研究開発学校において特別の教育課程
を編成し、所属学年用の教科書及び所属学年以外の
学年用教科書を併せて使用する等の場合にあって
は、上学年の教科書を下学年の児童生徒に無償給与
することが可能となるよう通知を発出する。

現状では規制がないと考えてよいか。

提案で指摘された通知は、国が教科書を無償で給与する際の手続を定めているもので
あるが、提案のような上学年教科書を下学年で給与する形態での教科書給与は過去に
要望された例がなく、また、想定されていなかっため、特にそうした際の手続について定
めていなかったため、今回、提案内容が可能となるように新たに通知を発出することを予
定している。

Ａ 1304010 奈良県
教育特区（小
中一貫校の設

置）

上学年の教科用図書
を下学年の児童生徒
に給与できる特例

学校法人の校地・
校舎の自己所有要
件の不要化（小・
中・高）

0801060

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ Ａ 1207010 横須賀市 国際教育特区

構造改革特区研究開
発学校（小・中・高
等学校）を設置する
学校法人を設立する
際の校地・校舎等の
自己所有要件の緩和

0801170

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。また、大学等については、校地について
は現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年度中に改正するこ
とを検討中である。

Ａ
Ｄ－１ 1435010 長野県

学校法人設立
認可条件緩和

特区

学校法人の施設・設
備及び財産要件の緩
和

0803820

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ 2131060

ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

学校認可に関する施
設、設備の条件の緩
和

0804080

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ 2139130

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

学校施設および設備
の借用に関する基準
緩和の拡大
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804450

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。
また、「学校経営に必要な財産」をどの程度求める
かについては、都道府県知事の判断による。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。
・「都道府県知事の判断による」とあるが、そもそもの「学校
経営に必要な財産」という基準そのものを変える必要があるの
ではないか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。
・「「学校経営に必要な財産」という基準そのもの」について国から都道府県に対し示した
ことはなく、各都道府県において学校経営にどの程度の財産が必要かを判断し、認可審
査基準を策定しているところである。なお、これらの基準については、私立学校設置促進
の観点から、弾力化するように周知しているところである。

Ａ
Ｄ－１ 2057080

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

学校事業者の認可基
準の緩和又は撤廃に
ついて

0804840

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ 2087040

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

学校認可に関する施
設、設備の条件の緩

和

0805000

　構造改革特区においては、地方公共団体が教育上
特段のニーズがあると認める場合には、学校法人の
寄付行為の認可にあたり、校地及び校舎は負担附き
又は借用のものであっても差し支えないものとす
る。なお、特区に限らず、廃校となった公立学校の
施設など地方公共団体等の施設を長期に渡り安定し
て使用する条件を取得している場合等、教育上支障
がない場合には、所轄庁である都道府県知事の判断
で認可することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。
・「都道府県知事の判断による」とあるが、そもそもの「学校
経営に必要な財産」という基準そのものを変える必要があるの
ではないか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。
・「「学校経営に必要な財産」という基準そのもの」について国から都道府県に対し示した
ことはなく、各都道府県において学校経営にどの程度の財産が必要かを判断し、認可審
査基準を策定しているところである。なお、これらの基準については、私立学校設置促進
の観点から、弾力化するように周知しているところである。

Ａ
Ｄ－１ 2047080

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

学校事業者の認可基
準の緩和又は撤廃

0805310

　　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１
次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有
しない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学
校」等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段
のニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ 2051080

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区

学校事業者の認可基
準の緩和又は撤廃

0805410

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。
また、「学校経営に必要な財産」をどの程度求める
かについては、都道府県知事の判断による。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ 2012010

大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

学校法人が私立学校
を設置する際の条件
の緩和

0805420

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

Ａ
Ｄ－１ 2012020

大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

特定の種類の学校を
設置する学校法人を
設立する際の校地校
舎の自己所有要件の
緩和

0803640

　　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１
次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有
しない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学
校」等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段
のニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する方向で検討する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

2010020
NPO法人教
育ルネッ
サンス

川越にNPO法
人学校の「救
援校」を創る

会

学校設置主体の要件
の緩和

学校法人の校地・
校舎の自己所有要
件の不要化（大
学・大学院）

0800830

　　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１
次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有
しない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学
校」等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段
のニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　校地については現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年
度中に改正することを検討中である。

Ａ
Ｄ－１ Ａ 1318040 大田区 OTA産業経済

特区
大学・大学院設置基
準の緩和

0801380

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　校地については現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年
度中に改正することを検討中である。

Ａ
Ｄ－１ 1301010 静岡県

光技術関連産
業集積促進特

区

大学設置基準の緩和
（校地の２分の１は
自己所有）

0800920

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。また、大学等については、校地について
は現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年度中に改正するこ
とを検討中である。

Ａ
Ｄ－１ 1370020 三鷹市 教育改革・知

的創造特区

株式会社等が大学院
を設置する場合の校
地校舎について
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0801390

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　校地については現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年
度中に改正することを検討中である。

Ａ
Ｄ－１ 1301020 静岡県

光技術関連産
業集積促進特

区

学校法人が私立学校
を設置する際の条件
緩和

0800750

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。また、大学等については、校地について
は現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年度中に改正するこ
とを検討中である。

Ａ
Ｄ－１ 1254060 墨田区 産業活力創生

特区

財団法人が設置・運
営する専門職大学院
に関する用地・校舎
の自己所有要件の撤
廃

0804910

　　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１
次提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有
しない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学
校」等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段
のニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

提案は、各々の学校法人が連合する「（仮称）特別学校法人」
により、連合大学院の運営を行う場合、「（仮称）特別学校法
人」に対して、自己所有ではない民間施設借用を認めるという
ものであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

　現行の学校法人制度で可能となるよう特区における措置を講ずる旨回答したところで
ある。

2070010

私立大学
教育ビ
ジョン研
究会

高度専門教育
拠点形成特区

複数の学校法人が連
合して大学院を設置
する事業主体に関す
る大学院設置基準、
学校法人会計基準の
緩和

学校法人の校地・
校舎の自己所有要
件の緩和（廃園・
廃校の活用）

0802090

　構造改革特区においては、地方公共団体が教育上
特段のニーズがあると認める場合には、学校法人の
寄付行為の認可にあたり、校地及び校舎は負担附き
又は借用のものであっても差し支えないものとす
る。なお、特区に限らず、廃校となった公立学校の
施設など地方公共団体等の施設を長期に渡り安定し
て使用する条件を取得している場合等、教育上支障
がない場合には、所轄庁である都道府県知事の判断
で認可することが可能である。

提案者の趣旨は、廃園となった幼稚園の借用を認めてほしいと
いうものだが、公立学校の廃校だけでなく、それ以外の廃校に
ついても認められるのか回答ありたい。

　地方公共団体の財産であれば、安定的・継続的に借用することが可能であるから、借
用が認められるという趣旨であり、「廃校となった公立学校の校舎等」は、地方公共団体
の財産の例示である。

Ｄ－１ 2101030 株式会社
東進

公設民営型
英才幼保園

《現行の幼稚園・保
育園施設の活用》

0802220

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。
・「都道府県知事の判断による」とあるが、そもそもの「学校
経営に必要な財産」という基準そのものを変える必要があるの
ではないか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。
・「「学校経営に必要な財産」という基準そのもの」について国から都道府県に対し示した
ことはなく、各都道府県において学校経営にどの程度の財産が必要かを判断し、認可審
査基準を策定しているところである。なお、これらの基準については、私立学校設置促進
の観点から、弾力化するように周知しているところである。

2100030 個人 国際教育開発
特区 現行の施設の活用

0804850

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
　なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、
私立学校の施設として、廃校となった公立学校の校
舎等を借用することが可能である。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。

・現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認
める場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定
までに対応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。

2087050

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

学校認可に関する施
設、設備の条件の緩

和

0800140
特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私立学校
の施設として、廃校となった公立学校の校舎等を借
用することが可能である。

1183020 青森県 ITER国際教育
特区

「学校法人の校地・
校舎の自己所有要件
の緩和」

経常経費の要件の
緩和 0800350

　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する。
なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私
立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎
等を借用することが可能である。
また、「学校経営に必要な財産」として、資金をど
の程度求めるかについては、都道府県知事の判断に
よる。

・検討内容及び検討スケジュールを明らかにされたい。また、
提案内容は提案が実現できるようなものなのか示されたい。
・「廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能」と
あるが、私立学校の施設として、借用した廃校のみで学校法人
を設立することができるのか。
・「都道府県知事の判断による」とあるが、そもそもの「学校
経営に必要な財産」という基準そのものを変える必要があるの
ではないか。

・　現行特区基本方針番号８０１の対象を、地方自治体が特別のニーズがあると認める
場合には全ての学校種に拡大することについて、今回の特区基本方針の改定までに対
応することを検討している。
・　所轄庁の判断によるが制度上可能である。また、大学等については、校地について
は現行でも可能であり、校舎についても可能とする方向で告示を本年度中に改正するこ
とを検討中である。
・「「学校経営に必要な財産」という基準そのもの」について国から都道府県に対し示した
ことはなく、各都道府県において学校経営にどの程度の財産が必要かを判断し、認可審
査基準を策定しているところである。なお、これらの基準については、私立学校設置促進
の観点から、弾力化するように周知しているところである。

Ａ
Ｄ－１ Ｄ－１ 1200030 群馬県太

田市
太田外国語教
育特区

「学校起業者」の認
可に関して、施設、
設備、経営に必要な
財産等の特例措置。

学校事業者が設置
した大学に対する
是正命令につい
て、都道府県知事
が行うようにす
る。

0802630

大学の教育研究活動は全国的に展開されるものであ
り、都道府県知事が是正命令を行うことは不適切で
ある。また、我が国の大学の教育研究水準を確保す
るためには、文部科学大臣が是正命令を行うことが
必要である。

貴省の措置分類の回答をＣとするべきではないか。 貴見をふまえ、措置分類をＣに変更する。 Ｃ Ｃ－１ 2151050

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

都道府県知事の学校
事業者に対する是正
命令について

0802770 学校設置主体規制の緩和の一環としての制度の創設
であり、規制緩和事項ではない。 2152050

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

都道府県知事の学校
事業者に対する是正
命令について

sit 0802600

大学の教育研究活動は全国的に展開されるものであ
り、都道府県知事が設置認可を行うことは不適切で
ある。また、大学の教育研究水準を確保するととも
に、我が国の大学及びその学位の国際的通用性を保
証するため、大学の設置に際しては、文部科学大臣
の認可が必要である。

貴省の措置分類の回答をＣとするべきではないか。 貴見をふまえ、措置分類をＣに変更する。 Ｃ 2151020

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

学校事業者の認可権
者について
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

大学設置の際の借
入金の容認

0801710

　学校の安定性継続性を確保する観点から、借入金
による学校設置を認めることは適当ではない。
　学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第１次
提案による特例措置（校地・校舎の自己所有を有し
ない）の対象を拡大（「不登校児童生徒対象学校」
等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段の
ニーズがあると認める場合には、特例措置を講ず
る）する方向で検討する。
これにより、設置において必要となる資金は大幅に
軽減されるものと考える。

すでに経営基盤のある学校法人が設立する私立大学の場合、借
入金返済書の提出を義務づける等の措置を講ずることにより、
設立資金に一定基準の借入金を認める特例を設けられないか、
再度具体的に検討し回答されたい。

　今回特区において、特例を認めることとした校地校舎の自己所有要件については、当
該地域の事情によって認める必要のあるケースが想定されることから、特区制度に馴染
むが、資産要件については、「借入金」を認めるか否か、という問題であり、地域によって
事情が異なることは想定されず、特区において緩和することに馴染まないものと考える。
　私立大学の設置にあたっては、既存法人も含め、学校経営の安定性・継続性の観点
から借入金による大学の設置は不適切であると考えている。なお、大学の設置認可の
弾力化については、今特区制度において自己所有要件の緩和を行うことを予定してお
り、今回の緩和の影響を検証してから、今後の対応を行ってまいりたい。

Ｃ－１ 1394060 堺市 国際楽市楽座
特区

私立大学設置認可に
関する規制緩和

0803390

　学校の安定性継続性を確保する観点から、借入金
による学校設置を認めることは適当ではない。しか
しながら、大学等の設置時に必要な資金の多くは設
置経費であることから、今回特区において地方公共
団体が教育上特段のニーズがあると認める場合に
は、学校法人の寄付行為の認可にあたり、校地及び
校舎は負担附き又は借用のものであっても差し支え
ないものとすることにより、設置において必要とな
る資金は大幅に軽減されるものと考える。

すでに経営基盤のある学校法人が設立する私立大学の場合、借
入金返済書の提出を義務づける等の措置を講ずることにより、
設立資金に一定基準の借入金を認める特例を設けられないか、
再度具体的に検討し回答されたい。

　今回特区において、特例を認めることとした校地校舎の自己所有要件については、当
該地域の事情によって認める必要のあるケースが想定されることから、特区制度に馴染
むが、資産要件については、「借入金」を認めるか否か、という問題であり、地域によって
事情が異なることは想定されず、特区において緩和することに馴染まないものと考える。
私立大学の設置にあたっては、既存法人も含め、学校経営の安定性・継続性の観点か
ら借入金による大学の設置は不適切であると考えている。なお、大学の設置認可の弾
力化については、今特区制度において自己所有要件の緩和を行うことを予定しており、
今回の緩和の影響を検証してから、今後の対応を行ってまいりたい。

2048050 堺商工会
議所

国際楽市楽座
特区

私立大学の設置認可
にかかる規制緩和

大学院大学設置後
の寄附金に関する
制限の緩和

0801420 複数の企業等からの出捐を求める取扱いはしていな
い。 Ｅ 1301050 静岡県

光技術関連産
業集積促進特

区

大学院大学設置後の
寄附金に関する制限
の緩和

「少人数」の要件
の撤廃 0803630 少人数との要件は削除したところ。 Ｄ－２ 2010010

NPO法人教
育ルネッ
サンス

川越にNPO法
人学校の「救
援校」を創る

会

学校設置主体の要件
の緩和

学校法人の校地・
校舎の自己所有要
件の緩和（不登校
児童生徒対象校）

0803510
特区の第１次提案を踏まえた特例措置である「校
地・校舎の自己所有を要しない不登校児童生徒対象
学校」の設置を認める措置により対応可能である。

Ｄ－２ 2024030
ＮＰＯ法
人東京賢
治の学校

教育改革特区
「新しいタイ
プの学校の創

設｣

学校法人の設置認可
及び私立学校の設置
について長期の借地
権のついた借地、及
び借家での学校の設
置を認可するよう措
置すること

学校法人格取得を
条件に借りられる
不動産（行政財産
等）がある場合、
仮契約を認可基準
として認め、法人
格取得後に正式契
約できるようにす
ること。

0803710 　学校法人設立のための不動産につき賃借契約をい
つ結ぶかについては、規制していない。

学校法人格取得を条件に借りられる不動産（行政財産等）を、
学校法人設立のための校地校舎として賃借契約を結ぶことが、
現状ではできないとあるが、これについても可能ということ
か。

　通知等を含め、法令上の制限はない。 Ｅ 2173030

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

ＮＰＯ法人教
育施設私立学
校化特区

特定の種類の学校を
設置する学校法人を
設立する際の校地校
舎の自己所有要件の
緩和
（不登校児童生徒を
対象とする学校）

私立学校・学校法
人の所轄庁の権限
の委譲

0801070
　現行制度においても、貴市が神奈川県と協議を行
い、地方自治法に基づいて委譲されることが可能で
ある。

Ｃ－１

貴省からの回答には、現行制度上、都道府県の判
断により可能とあるが、現行制度にておいては都
道府県が条例を作らない限り権限は市町村に委譲
されない。特区を総理が認定した場合において
は、このような条例がない場合であっても、都道
府県の認可なくして設立が認められるようにでき
ないか。再度検討し回答されたい。

　株式会社又はＮＰＯ法人による学校の設置を
認める特区の認定を受けた地方公共団体が市区
町村である場合には、当該学校の設置認可につ
いては、当該市区町村の長が、当該市区町村に
置かれる審議会の意見を聴いて、認可を行うこ
ととする。
　なお、学校法人については、これまで説明し
てきているとおり、地方自治法第２５２条の１
７の２第１項の規定により、「都道府県知事の
権限に属する事務の一部を、条例の定めるとこ
ろにより、市町村が処理することとすることが
できる。」とされているところであり、現行制
度上、都道府県の判断により可能である。

Ａ，Ｄ
－１

1207020 横須賀市 国際教育特区

構造改革特区の指定
を受けた地方公共団
体の認定による私立
学校（構造改革特区
研究開発学校）の設
置

0802580

地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定によ
り、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、
条例の定めるところにより、市町村が処理すること
とすることができる。」とされているところであ
り、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

2037030 （株）向
学社 教育特区

学校設立の認可者を
地方公共団体の長に
する

0803300

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

提案の趣旨を踏まえ、現在都道府県知事にある権限を市町村に
委ねる法的措置をとることを具体的に検討し回答されたい。

　都道府県知事の権限を市町村に委ねることは、都道府県知事の判断で可能であり、そ
のような法的措置をとることは、当該都道府県について、国が強制的に都道府県知事の
裁量権を奪うに等しく、地方分権の観点から適当ではないと考える。

2040010 学校法人
朝日学園 教育特区

寄附行為とその変更
の認可者を特区認定
の地方公共団体の長
に拡大

0803310

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

提案の趣旨を踏まえ、現在都道府県知事にある権限を市町村に
委ねる法的措置をとることを具体的に検討し回答されたい。

　都道府県知事の権限を市町村に委ねることは、都道府県知事の判断で可能であり、そ
のような法的措置をとることは、当該都道府県について、国が強制的に都道府県知事の
裁量権を奪うに等しく、地方分権の観点から適当ではないと考える。

2040020 学校法人
朝日学園 教育特区

私立学校の認可者を
特区認定された地方
公共団体の長に拡大

0804980

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、提案地方自治体の位置する都道
府県の判断により可能である。

提案の趣旨を踏まえ、現在都道府県知事にある権限を市町村に
委ねる法的措置をとることを具体的に検討し回答されたい。

　都道府県知事の権限を市町村に委ねることは、都道府県知事の判断で可能であり、そ
のような法的措置をとることは、当該都道府県について、国が強制的に都道府県知事の
裁量権を奪うに等しく、地方分権の観点から適当ではないと考える。

2047060

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

特区学校の設置認可
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805290

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、提案地方自治体の位置する都道
府県の判断により可能である。

提案の趣旨を踏まえ、現在都道府県知事にある権限を市町村に
委ねる法的措置をとることを具体的に検討し回答されたい。

　都道府県知事の権限を市町村に委ねることは、都道府県知事の判断で可能であり、そ
のような法的措置をとることは、当該都道府県について、国が強制的に都道府県知事の
裁量権を奪うに等しく、地方分権の観点から適当ではないと考える。

2051060

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区
特区学校の設置認可

0802740

高等学校の所轄庁はそもそも都道府県知事であり、
また、都道府県の条例に基づき市町村に委ねること
も可能である。（地方自治法第２５２条の１７の２
第１項）

提案の趣旨を踏まえ、現在都道府県知事にある権限を市町村に
委ねる法的措置をとることを具体的に検討し回答されたい。

　都道府県知事の権限を市町村に委ねることは、都道府県知事の判断で可能であり、そ
のような法的措置をとることは、当該都道府県について、国が強制的に都道府県知事の
裁量権を奪うに等しく、地方分権の観点から適当ではないと考える。

2152020

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

学校事業者の認可権
者について

0802750

高等学校の所轄庁はそもそも都道府県知事であり、
また、都道府県の条例に基づき市町村に委ねること
も可能である。（地方自治法第２５２条の１７の２
第１項）

提案の趣旨を踏まえ、現在都道府県知事にある権限を市町村に
委ねる法的措置をとることを具体的に検討し回答されたい。

　都道府県知事の権限を市町村に委ねることは、都道府県知事の判断で可能であり、そ
のような法的措置をとることは、当該都道府県について、国が強制的に都道府県知事の
裁量権を奪うに等しく、地方分権の観点から適当ではないと考える。

2152030

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

学校事業者が届け出
るべき事項について

0803990

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

提案は、学校事業者および学校事業者による学校ができた場合
における所轄庁の確認を求めるものであり、これについて明確
に示されたい。

「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という「仮
定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2139040

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

私立学校法における
「学校事業者および
学校事業者による学
校」の所轄庁の確認

0804000

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。なお、私立学校法第５条の「課程」は教育「課
程」ではなく、全日制・定時制・通信制等の「課
程」である。

2139050

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

「学校事業者による
学校」に対する所轄
庁の権限の確認

0804020

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

提案は、学校事業者および学校事業者による学校ができた場合
に設置基準を適用外にしてほしいというものであり、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という「仮
定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2139070

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

学校教育法上の学校
設置基準からの適用
除外

0804030

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

提案は、学校事業者および学校事業者による学校ができた場合
に、学校設置・廃止等に関する規定を適用除外してほしいとい
うものであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という「仮
定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2139080

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

学校教育法上の学校
設置・廃止等に関す
る規定の適用除外

0804220

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、都道府県の判断により可能であ
る。

提案は、学校事業者および学校事業者による学校ができた場合
に、教員配置の選定を学校ごと独自の認定基準を設け、判断認
定できるようにしてほしいというものであり、これについて具
体的に検討し回答されたい。

「学校事業者」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という「仮
定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2139270

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

教員の配置手続きの
弾力化

0804430

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に
より、「都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、条例の定めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。」とされているところで
あり、現行制度上、提案地方自治体の位置する都道
府県の判断により可能である。

2057060

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

特区学校の設置認可
の緩和について

私立学校に係る申
請や届出の細目提
出義務の適用除外 0802760 学校設置主体規制の緩和の一環としての制度の創設

であり、規制緩和事項ではない。 Ｅ 2152040

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

学校事業者が届け出
る際の細目について

学校設置の際の申
請書類の提出を不
要とする

0802620

大学の設置に際しては，大学の設置計画が基準に適
合しているかどうかを審査する必要があり，そのた
めに必要最小限の書類の提出を求めているところで
ある。

Ｃ－１ 2151040

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

学校事業者が届け出
る際の細目について

私立学校審議会へ
の諮問の見直し 0801080

私学の専門性と適正性を確保する観点から、所轄庁
の権限行使にあたり私立学校審議会に諮問すること
は必要である。なお、私立学校審議会の在り方につ
いては平成14年度中に結論を出すべく現在検討中で
あり、その検討結果を踏まえ全国的に対応する。

提案にある「構造改革特区の指定を受けた地方公共団体は、学
識経験者等によって構成される第三者機関を設置し、私立学校
審議会に代わり、私立学校の設置について諮問を行う」といっ
た仕組みであれば、私学の自主性は確保されると考えられる
が、再度具体的に検討し回答されたい。

　私立学校審議会への諮問は必要であると考えているが、私立学校審議会の在り方に
ついては、本年度中に結論を出すべく検討中であり、検討結果を踏まえ、全国的に対応
することとしたい。

Ｃ－１

提案はからの意見には、「私立学校審議会の構成
員の大半は私立学校関係者で占められているた
め、私立学校の多い都市部の審議会では、学校の
新設には否定的であるので、利害関係者を含まな
い有識者による第三者機関による審査の方が公平
である」とある。
また、私立学校審議会にかわる新たな審議会の創
設については、提案者から「新たな行政組織の創
設が目的ではなく、あくまでも代案であって、本
来の目的は、新たに設けられる特区学校に対する
私立学校審議会の関与をなくすことである」との
意見もある。
以上のような意見を踏まえ、特区を総理が認定し
た場合においては、私立学校審議会の付託を不要
とすることを具体的に検討し回答されたい。

株式会社又はＮＰＯ法人による学校の設置を認
める特区の認定を受けた地方公共団体が市区町
村である場合、当該学校の設置認可について
は、当該市区町村の長が、当該市区町村に置か
れる審議会の意見を聴いて、認可を行うことと
する。私立学校審議会の在り方については、規
制改革３か年計画（閣議決定）に従い、本年度
中に結論を出すべく検討中である。

Ａ 1207020 横須賀市 国際教育特区

構造改革特区の指定
を受けた地方公共団
体の認定による私立
学校（構造改革特区
研究開発学校）の設
置
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805430

　私学に対する専門性と適正性を確保する観点か
ら、所轄庁の権限行使にあたり私立学校審議会に諮
問することは必要である。なお、私立学校審議会の
在り方については平成14年度中に結論を出すべく現
在検討中であり、その検討結果を踏まえ全国的に対
応する。

提案にある「私立学校審議会の代りに、利害関係の少ない有識
者からなる特区学校審議会を設け、これに審議を委ねる。」と
いった仕組みであれば、私学の自主性は確保されると考えられ
るが、再度具体的に検討し回答されたい。

　私立学校審議会への諮問は必要であると考えているが、私立学校審議会の在り方に
ついては、本年度中に結論を出すべく検討中であり、検討結果を踏まえ、全国的に対応
することとしたい。

2012030
大阪に新
しい学校
を創る会

多様性教育特
区

私立学校の寄付行為
並びに設置廃止等に
関する私立学校審議
会への諮問義務の緩
和

0805870 学校設置主体規制の緩和の一環としての制度の創設であり、規制緩和事項ではない。

公設民営校ができた場合、特区地方公共団体の首長の下に特区公
設学校民営審議会を創設し、学校の認可を都道府県知事が行うよ
うにすることができるのか、具体的に検討し回答されたい。

「公設民営学校」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場
合」という「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできな
い。

2176030
こんな学
校にした
い会

浦安にチャー
タースクール
を創ろう

特区公設民営学校審
議会の創設

0800670

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、公設民営学校が設置された場合、地方自治体の長の下
にもうけられる「特区公設学校審議会」により、学校設置の認
可を審議し、不適切と判断される場合には、認可の取消がなさ
れるなどを提案しており、これについて具体的に検討し回答さ
れたい。

「公設民営学校」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という
「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

1229020 東京都台
東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

特区公設民営学校審
議会の創設

0803810

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議会
（仮称）」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2131050
ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

特区学校審議会の創
設

0804010

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、新しいタイプの学校ができた場合に、私立学校審議会
諮問に関連する規定を適用除外したいというものであり、これ
について具体的に検討し回答されたい。

「新しいタイプの学校」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」
という「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2139060

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

「学校事業者による
学校」に対して私立
学校審議会諮問に関
連する規定の適用除
外。

0804470 学校設置主体規制の緩和の一環としての制度の創設
であり、規制緩和事項ではない。

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議会
（仮称）」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「公設民営学校」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という
「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2054020

特定非営
利活動法
人京都カ
ウンセリ
ングセン
ター

京都府公設民
営学校特区

特区公設民営学校審
議会の創設

0804830 新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議
会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断される場
合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2087030

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

特区学校審議会の創
設

0805030 学校設置主体規制の緩和の一環としての制度の創設
であり、規制緩和事項ではない。

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区公設民営学
校審議会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

　「公設民営学校」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」とい
う「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2068040

松本子ど
もの輝き
小･中･高
等学校を
創る会

軽度発達障害
児のための個
別教育校特区

特区公設民営学校審
議会の創設

0805070 新たな組織の創設であり、規制緩和事項ではない。

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議
会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断される場
合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2122020

神戸
チャー
タース
クール研
究会

神戸バイリン
ガルスクール

特区

特区学校審議会の創
設

0805150 新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区公設民営学
校審議会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2071020

吹田
チャー
タースク
研究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

特区公設民営学校審
議会の創設

0805330

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区公設民営学
校審議会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2072020

大阪
チャー
タース
クール研
究会

発達と学習適
期によるタイ
ムリーカリ
キュラムの再
編に応える幼
小中一貫11年
制学校特区

特区公設民営学校審
議会の創設

0805500

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区公設民営学
校審議会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2036020
長野に新
しい学校
を創る会

市民がつくる
学校設立特区

「特区公設民営学校
審議会（仮称）」の
創設

0805570

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区公設民営学
校審議会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断さ
れる場合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

「公設民営学校」について制度化することは想定しておらず、それが「できた場合」という
「仮定」に基づいた提案について、具体的な検討をすることはできない。

2124020
長野県公
設民営学
校連合会

長野県公設民
営学校特区

特区公設民営学校審
議会の創設

0805660

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議
会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断される場
合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2123020

東京
チャー
タース
クール研
究会

東京バイリン
ガルスクール

特区

特区学校審議会の創
設
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
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措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0805750

新たな行政組織の創設であり、規制緩和事項ではな
い。
（私立学校に対する権限行使にあたっては、専門性
と適正性を確保する観点から、私立学校審議会への
諮問が必要である。）

提案は、地方自治体の長の下にもうけられる「特区学校審議
会」により、学校設置の認可を審議し、不適切と判断される場
合には、認可の取消がなされるなどを提案しており、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

　非営利の民間教育団体について、学校の設置を認めることは想定していない。
　株式会社が学校を設置する制度設計については現在のところ、情報公開・第三者評価
の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意しながら検討
中である。本件は、学校設置主体の拡大という学校教育制度の根本に関わる規制緩和
であり、その制度設計には慎重な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討した
い。

2121020

福岡
チャー
タース
クール研
究会

福岡バイリン
ガルスクール

特区

特区学校審議会の創
設

外国人学校設置の
要件緩和 0801440

「学校法人の寄付行為及び寄付行為変更の認可に関
する審査基準」は、文部科学大臣所轄学校法人（大
学・高等専門学校を設置する学校法人）に係る基準
であり、外国人学校には適用されない。

Ｅ 1153010 浜松市 外国人との地
域共生特区

学校法人が私立学校
を設立する際の条件
の緩和

学校法人の資金調
達の多様化 0804920

　学校教育の活性化を図るために、構造改革特区に
おいて、特別なニーズがある場合は、株式会社が学
校設置主体となるよう特例措置を講ずる方向で検討
したい。（情報公開・第三者評価の実施、学生等の
修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に
留意する。）
　これにより、株式等など多様な式調達を可能とす
る。
　なお、他の非営利法人類型については、学校設置
主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要
件の緩和に関し、特区の第１次提案による特例措置
の対象の拡大により、学校法人への移行を容易とす
ることによって提案の趣旨の実現を図る方向で検討
したい。

提案は、学校法人の経営基盤の強化を図るために、「（仮称）
特別学校法人」に対する民間企業、個人からの出資を認め、
また、自己所有する校地における未利用容積の特区内の第三者
等への移転を可能とするとともに、その対価を資産として取り
扱うことであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

　現行の学校法人制度でも、民間企業、個人から資金を集めたり、所有地を第三者へ賃
貸し、対価を資産として取り扱うことは可能である。 Ｃ－１

提案は、「寄付金」についてのものではない。提
案は、学校法人の経営基盤の強化を図るために、
「（仮称）特別学校法人」に対する民間企業、個
人からの出資を認め、また、自己所有する校地に
おける未利用容積の特区内の第三者等への移転を
可能とするとともに、その対価を資産として取り
扱うことであり、これについて具体的に検討し回
答されたい。

提案内容が規制緩和ではなく制度の創設であっ
たため、その提案の趣旨が現行制度でも実現可
能である旨回答したところである。現行学校法
人制度に「出資」の概念がない以上不可能であ
るが、これは制度が予定していないのであって
規制ではない。制度が本来想定している寄付に
よって資金を調達することが可能である。ま
た、未利用地を第三者に貸与することも可能で
ある。

Ｄ－１ 2070020

私立大学
教育ビ
ジョン研
究会

高度専門教育
拠点形成特区

学校法人の民間資金
受け入れに関する学
校法人会計基準の緩
和

校地・校舎面積基
準の緩和（大学） 0800820

校地・校舎面積基準については、全国的な緩和を行
う予定である。特区における、基準を超えた緩和に
ついては、既に構造改革特別区域基本方針で対応し
ているところである。

Ｄ－２ 1318040 大田区 OTA産業経済
特区

大学・大学院設置基
準の緩和

校地・校舎面積基
準の緩和（大学・
学部ごと）

0801050

学部教育のうち前半部分を教養中心、後半部分を専
門教育を中心とする場合、教育研究上支障がない場
合において学部教育全体として必要な校舎等が備え
られていればよく、現行制度で対応可能である。

貴省からの回答には、「学部教育全体として必要な校舎等が備
えられていればよい」とあるが、提案は、別の場所等で確保さ
れた一般教養的学部の面積を特段上乗せすることなく、専門学
部の校舎・校地の面積基準を緩和したいというものであり、こ
れについて具体的に検討し回答されたい。

大学として必要な校地・校舎の面積を算定するに当たっては、学部教育のうち専門教育
を行う場所において必ずしも一般教養のために必要な運動場等を備え、当該学部の面
積に上乗せしなければならないものではなく、一般教養を行う別の場所においてそれら
が整備されていれば、当該面積をも含めた上で大学全体として基準を満たせばよいとい
うことになっている。したがって、ご提案の件は現行制度上対応可能である。

Ｄ－１ Ｄ－１ 1206040 横須賀市
情報フロン
ティア都市特

区

学部校舎・校地の面
積基準の緩和

設置基準の適用除
外（大学、大学
院）

0802640

大学設置基準は教育研究水準の確保のために大学の
設置に最低限必要な基準であり、大学はこれより低
下した状態にならないことはもとより、その水準の
向上に努めなければならないものであり、適用除外
は認められない。

Ｃ－１ 2151060

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

学校設置基準に関す
る適用除外について

0802950
教員数、校地・校舎面積等は、学生が充実した学習
を行うことができるためには、必要不可欠なもので
ある。

提案は、認証評価を受けた者については、教育研究の質が確保
されたものであるとして、大学（大学院）設置基準に拠らない
学校の設置を認めるというものであり、これについて具体的に
検討し回答されたい。

教育研究の質の担保を図る上で 低限の基準は必要である。なお、認証評価制度の基
本は、大学が 低限の設置基準を満たした上で設置されていることを前提として、事後
チェックとして、設置基準を踏まえつつ、当該大学に対して更に教育研究水準の向上を
促すものである。

2178030
デジタル
ハリウッ
ド

（つくば・東
海・知的特
区）

大学（大学院）設置
基準

0803370

学生が充実した学習をおこなうことができるために
は一定の教員数等の確保が必要不可欠であり、大学
院設置基準等においてこれらの基準が定められてい
るところであるが、校舎面積については、基礎とす
る学部を有する大学院においては、特に定められて
いない。

教育の最低限度の水準を担保する措置が得られれば、教員数の
要件については柔軟なものとする方向で検討されたい。

基準として、一定量の教育を行うのに必要な一定数の専任教員の確保を求めることは、
教育の 低限の水準を担保するための措置として必要である。

2134040

東京医科
歯科大学
歯学部・
歯学部附
属病院

「歯学総合医
療センター」

特区

大学院新専攻の開設
に係る大学院設置基
準に関する教員数と
校舎面積の規制の撤
廃

大学教員資格の適
用除外 0802680 大学の質を保障するために、大学の教員となる者に

一定の要件を課すことは必要だと考えている。

大学教員の要件を一律に課し大学の質を保障するのではなく、
大学に入学する者の選択に任せればよいのではないか。この観
点から再度検討し回答されたい。

低限の大学教員の要件を充たした上で、大学の選択は各入学者に任されているとこ
ろ。 Ｃ－１ 2151110

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

教員資格の適用除外
について

教員資格の適用除
外（教育職員免許
法）

0802690

大学の教員には教育職員免許法は適用されない。
なお、大学の質を保障するために、大学の教員とな
る者に一定の要件を課すことは必要だと考えてい

る。
Ｅ 2151120

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

教育職員免許状制度
の適用除外について

大学以外の教育施
設等における学修
の学長裁量による
単位認定

0801970

左記のような制度となっているため、ご要望の件に
おいては、学長の裁量により、大学が定める体系的
な授業科目の中に半導体設計開発の実習講座等を位
置付けることにより単位を与えることが可能なもの
である。

提案には、その他文部科学大臣が別に定める学修について、平
成３年文部省告示第６８号による「単位を与えることのできる
学修」に限定列挙されているとあるが、そのような限定はな
く、学長の裁量により定めることができると解してよいか。

大学が定める体系的な授業科目の一つとして、大学自身の責任により位置付ければ可
能である。 Ｄ－１ 1249140 福岡県・

福岡市

福岡アジアビ
ジネス特区
（福岡アジア
ビジネス地
区）

大学以外の教育施設
等における学修の学
長裁量による単位認
定

大学に関する組織
の必置規制の適用
除外

0802650 大学に学長や教授等を置くことは大学の目的を達成
するために必要不可欠である。 Ｃ－１ 2151070

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

大学に関する組織の
必置規制の適用除外
について

大学の施設の共同
利用 0801990

教育研究環境の確保の観点から、それぞれの大学に
おいて教育課程を実施するために必要な基礎的な人
的・物的組織は充足していることを前提に、教育研
究上支障がない場合において、施設の共同利用は認
められる。

同一キャンパス内に複数の大学、大学院等が立地している場合
において、他の大学の施設を自分の施設としてカウントするこ
とにより設置基準をみたすことは可能か。

各大学が責任を持って教育を行うことを当然の前提とすれば、それを実現するのに必要
な 低限の施設・設備は、自大学において整備することが設置基準上必要であるが、そ
れを満たした上で共同利用を行うための施設等を整備することは可能であるという趣旨
である。

Ｃ－１ Ｄ－１ 1197090 北九州市 北九州市国際
物流特区

大学設置基準の緩和
（施設・設備）

大学の修業年限の
適用除外 0802660

修業年限については、４年が原則とされているが、
３年間での早期卒業や、飛び入学、科目等履修生に
ついての修業年限の短縮などにより弾力的な措置も
可能となっているところである。

Ｃ－１ 2151090

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

大学の修業年限の適
用除外について

大学入学資格の緩
和（外国人学校） 0801650

 インターナショナルスクール卒業者の進学機会の拡
大については、「規制改革推進３か年計画（改
定）」を踏まえ、平成１４年度中の全国一律の措置
に向け現在検討中である。

B-2 Ｂ－２ 1180030 京都市 知の創出・活
用特区 大学入学資格の緩和
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特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

大学入学資格の要
件の緩和（特区学
校の認定）

0802470

我が国国内において行われる教育については我が国
の学校教育法が適用されるものであり、学校教育法
に基づく高校等の卒業により大学入学資格が与えら
れる。

Ｃ－１ 2183010

株式会社
アット
マーク・
ラーニン
グ

「海外の学習
指導要領を用
いたインター
ネット・ハイ
スクール」卒
業生の大学入
学・受験機会
の拡大

大学入学資格の緩和
／学校教育法第56条
[入学資格]　　大学
受験資格要件の緩和
／学校教育法施行規
則・第69条[高校卒
業者と同等以上の学
力と認められる者]

0802470 （株）アットマーク・ラーニングの提案「2183010」への回答と同様 2183040

株式会社
アット
マーク・
ラーニン
グ

「海外の学習
指導要領を用
いたインター
ネット・ハイ
スクール」卒
業生の大学入
学・受験機会
の拡大

●大学入学資格の要
件の緩和／管理コー
ド8043

校舎以外の場所に
おいて特定の学部
教育が可能となる
規制の緩和（社会
人）

0800010

大学（学部・学科）において社会人を対象に校舎以
外の場所で教育を行うことを可能とするための措置
を検討中である。
（平成１４年度中に措置）

現在検討中とあるが、いつまでに何をするのか、具体的に示さ
れたい。 左記の内容につき、平成１４年度中に大学設置基準を改正することを予定している。 Ｂ－１ Ｂ－１ 1141010 札幌市 交流・創造特

区

校舎以外の場所にお
いて特定の学部教育
が可能となる規制の
緩和

校舎以外の場所に
おいて特定の学部
教育が可能となる
規制の緩和（社会
人以外）

0800010

大学（学部・学科）において社会人を対象に校舎以
外の場所で教育を行うことを可能とするための措置
を検討中である。
（平成１４年度中に措置）

現在検討中とあるが、いつまでに何をするのか、具体的に示さ
れたい。 左記の内容につき、平成１４年度中に大学設置基準を改正することを予定している。 Ｂ－１ Ｃ－１

予定されている改正内容には、学生が対象に含ま
れていないが、学生であっても、現行においても
通信課程など大学の本部から離れた場所で学習す
ることは認められているところであり、学生につ
いても対象となるよう検討し回答されたい。

基本的に社会人のように本校キャンパスに通う
ことが困難なものを想定しているが、社会人で
ない学生であっても、例えば距離が離れた大学
間における単位互換のように同様の事象が存在
し、教育研究上支障が生じない場合には、校舎
等以外の場所において教育を受けることができ
るよう検討する。

Ｂ－１ 1141010 札幌市 交流・創造特
区

校舎以外の場所にお
いて特定の学部教育
が可能となる規制の
緩和

歯科医師に対する2
年間の医学教育課
程の実現

0803360 大学への編入学の時期等について法令上の規定は無
い。 Ｅ 2134030

東京医科
歯科大学
歯学部・
歯学部附
属病院

「歯学総合医
療センター」

特区

歯科医師に対する2
年間の医学教育課程
の実現

多様なメディアの
活用による教室以
外での履修単位認
定制限の緩和

0801530 左記の通り可能となっているところ。

本提案は再提案である。通信制を設置していない大学におい
て、遠隔システムを使って、市民ニーズが高い各大学の授業を
受けられるようにするものであり、これについて可能か明確に
されたい。

遠隔システムも含め通信教育のニーズに応えるために、通信制設置基準が大学設置基
準とは別途に定められているのであり、その内容は、通信制の実態に合ったものとなっ
ている。したがって、通信制設置基準を適用して通信制の大学を設置することが適当で
あると考えている。

Ｄ－１ Ｄ－１ 1233010 舞鶴市
きょうと舞鶴
港・国際交流
ビジネス特区

多様なメディアの活
用による教室以外で
の履修単位認定制限
の緩和

大学（学部・学科
を含む）等の設置
及び廃止にあたっ
ての手続の簡素化
（文部科学大臣等
の認可を届出制へ
移行）

0800250

平成１５年４月１日より、学位の種類・分野の変更
を伴わない組織改編は届出で足りることとする制度
改正を行った。
なお、大学と研究独法は、その目的・機能をはじめ
として全く異なるものであり、研究独法が中核とな
ることをもって認可を要しないとする理由はない。

提案は、研究独法を中核とし、産学官が連携して設置する大学
院において、その主体的な判断により、機動性の高い教育研究
を行うために手続を簡素化し届出制にしたいというものであ
り、特区において実現できないか、具体的に検討し回答された
い。

研究独法による大学設置の可否は別に論ずる（１２４８０５０）。
　研究独法が協力する研究科等については、独立行政法人の業務が法律上限定されて
いることに鑑みれば、その教育研究分野は相当程度限定（例えば工学分野など）される
ものと考えられる。この場合、設置後の組織改編において、学位の分野を変更するほど
の大幅な改編は想定し難い。先の臨時国会において、学位の種類・分野の変更を伴わ
ない組織改編は届出で足りることとする制度改正を行ったため、このようなケースは届
出で足りるものと考えられる。

Ｃ－１

提案者から、「独立行政法人が設置する大学院
や、あるいは、私学と独立行政法人が協働して設
置する大学院において、教育研究の高度化やス
ピードアップを図るために、必要とされる研究
科・専攻等を迅速に設置・改組するために必要な
手続の簡素化（完全自由化）を求めるものであ
り、前向きな検討を願いたい」との意見があり、
具体的に検討し回答されたい。

研究独法による大学設置の可否は別に論ずる。
前回回答の通り、このようなケースは届出で足
りるものと考えられるため、機動的な組織改編
は可能である。なお、大学と研究独法は、その
目的･機能をはじめとして全く異なるものであ
り、研究独法であることと、認可又は届出を要
しないとすることとは全く連関はない。

Ｂ－２ 1248040 茨城県
つくば・東
海・日立知的

特区

大学（学部・学科を
含む）等の設置及び
廃止にあたっての手
続の簡素化（文部科
学大臣等の認可を届
出制へ移行）

大学に対する第三
者評価に義務教育
における学校評議
員制度を利用する

0802720

第三者評価は、評価を受ける側とは独立した客観的
な第三者が評価を行うものであり、学校が人選して
いるご提案の「学校評議員制度」とは異なる。大学
の授業内容等に対する客観的で透明性の高い第三者
評価を適切に行うため、昨年の臨時国会で学校教育
法を改正し、大学に対する第三者評価の義務付けを
行ったところである。

Ｅ 2151160

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

学校評議員制度の大
学における利用につ
いて

大学への飛び入学
に関する条件の緩
和

0801520

現行制度においても、高校生が大学の単位を取得
し、高校の単位に換算することを可能とするなど高
大連携を進めている。
ご指摘の措置は飛び入学制度とは異なるものであ
る。
高校２年、大学４年とする６年間の高大一貫教育を
行うことは困難である。

提案内容については実施可能なのか、明確に示されたい。

左記の通り、高等学校２年間、大学４年間の計６年間の教育を行うことは実質的に飛び
入学とは異なる新たな学校制度を創出するものであり、今回の特区の提案になじむもの
でないと解するとともに、特区についてのみ修業年限の変更を認めることは学校制度の
根幹に関わるものであるため困難である。

Ｃ－１ 1209010

滋賀県
守山市
教育委員
会

福祉ヤングス
ペシャリスト
育成特区

大学への飛び入学に
関する条件の緩和

校地・校舎面積基
準の緩和（大学院
大学）

0801400

そもそも教育研究は各大学が責任をもって行うこと
とが重要であることに鑑み、校舎面積については各
大学において確保することが必要である。これを満
たした上で、民間企業等の施設を適宜活用すること
は認められるものと考えられる。なお、大学院設置
審査要綱細則６－アは廃止する方向で検討中である
とともに、大学院大学の取扱いについては、校舎は
学部に準じ、校地は適用しないなどの方向で検討中
である。

現在検討中とあるが、いつまでに何をするのか、具体的に示さ
れたい。 左記の内容につき、平成１４年度中に大学設置基準を改正することを予定している。 Ｄ－１ 1301030 静岡県

光技術関連産
業集積促進特

区

大学設置基準の緩和
（施設・設備）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

財団法人が設置・
運営する専門職大
学院に関する必置
専任教員の要件の
撤廃

0800760

学生が充実した学習を行うことができるためには、
一定数の専任教員の確保が必要不可欠であり、専門
職大学院設置基準は、専門職大学院における当該教
員数の最低基準を定めたものであるため、当該規程
の撤廃はできない。

教育の最低限度の水準を担保する措置が得られれば、教員数の
要件については柔軟なものとする方向で検討されたい。

基準として、一定量の教育を行うのに必要な一定数の専任教員の確保を求めることは、
教育の 低限の水準を担保するための措置として必要である。 Ｃ－１

提案者からの意見には、「教師に求められる専門
領域と業種の幅は非常に多様であり、必要数が膨
大な数であり、また実務経験者を専任教員として
採用しても、その知識や技術は実務から離れてし
まえば時代遅れになるといった実状を考慮し、専
任教員の設置要件を緩和されたい」とあるので、
具体的に検討し回答されたい。
また、「専任教員数を必置」となっているが、こ
の場合において、どのような勤務形態が「専任教
員」となるのかといったことを明らかにすること
で要望を実現する方向で検討されたい。

専門職大学院において必要とされる専任教員の
うち実務家教員については、現在専門職大学院
設置基準を策定しているところであり、その必
要数の一定割合については年６単位(週１～２回
の授業）で、カリキュラム編成等に責任を持つ
ものであれば足りるとする方向で検討中であ
る。

1254070 墨田区 産業活力創生
特区

大学院大学の教員
数の緩和 0801410

学生が充実した学習を行うことができるためには、
一定の教員数や校舎面積の確保が必要不可欠である
が、　専門職大学院については、実務家の専任教員
の取扱いについて、一定限度で緩和するものとし
て、例えば、必ずしもフルタイムで勤務しない者で
あっても専任教員数にカウントできる方向で検討中
である。（平成１４年度中に措置）

Ｂ－１
Ｂ－１

1301040 静岡県
光技術関連産
業集積促進特

区

大学院大学の教員数
の緩和

少人数定員の専門
職大学院の分校を
設置した場合の教
育定員の明確化

0801340

専門職大学院については現在策定中であるが、必要
な教育資格・教員数等を定めることとしている。
（平成１４年度中に措置）（具体的内容は中央教育
審議会大学分科会資料を参照されたい）

現在策定中とあるが、いつまでにどのような内容を策定するの
か、具体的に示されたい。
教育の最低限度の水準を担保する措置が得られれば、教員数の
要件については柔軟なものとする方向で検討されたい。

左記の内容につき、平成１４年度中に専門職大学院設置基準を制定することを予定して
いる。（具体的内容は、ホームページで公表している中央教育審議会大学分科会資料を
参照されたい）
→平成14年度中に専門職大学院設置基準を制定することとしているが、少人数定員の
専門職大学院の分校を設置した場合の教育定員については、ホームページ等を活用し
て明確化を図ることとする。

Ｅ
↓
Ｂ－１

Ｂ－１ 1298050 岐阜県 ＩＴ特区 大学院設置基準の緩
和（教員組織）

認証評価機関の認
証を、専門職大学
院の対象とする職
業を所管する関連
省庁の長（又は特
区の認定を受けた
地方公共団体の
長）が行う。

0802940

認証評価機関は全国的に展開するものであり、ま
た、大学院等の教育研究活動の状況について評価を
行うものであることから、特区自治体の長や他省庁
の長が認証することになるのは不適切。
この問題は、規制緩和の問題ではなく、特区制度の
対象とはならない。

専門職大学院の特性を鑑みて、文部科学大臣だけでなく、提案
にあるような専門職大学院の対象とする職業を所管する関連省
庁の長や特区の認定を受けた地方公共団体の長により認証可能
とすることについて、特区において対応できないか、再度具体
的に検討し回答されたい。

認証評価機関は全国的に展開するものであり、また、大学院等の教育研究活動の状況
について評価を行うものであることから、特区自治体の長や他省庁の長が認証すること
になるのは不適切。
この問題は、規制緩和の問題ではなく、特区制度の対象とはならない。

Ｃ－１ Ｅ 2178020
デジタル
ハリウッ
ド

（つくば・東
海・知的特
区）

認証評価機関の認証
大臣規定の柔軟化

大学院教育を行う
独立行政法人によ
る学位授与

0800270

国立大学の設置主体については、国立大学法人とす
べく今国会に法案を提出する予定である。
学位授与権は大学の本質的権能であり、大学とは異
なる目的・性格を有する独立行政法人はそのような
権能を有するものではない。

提案は、既設の大学院のなかに、研究独法を主体とする研究
科・専攻を設置した場合に、学位授与は当該研究独法が行うこ
ととしたいというものであり、具体的に検討し回答されたい。

前回回答した通り、大学と研究独法とは設置目的が異なるものである以上、提案の事項
は全く新たな制度を設けるものであり、今回の特区事項にはなじまない。また、学位の授
与は大学が行うものであり、その一組織である研究科や専攻が行うものではない。

Ｃ－１ Ｅ 1248060 茨城県
つくば・東
海・日立知的

特区

大学院教育を行う独
立行政法人等による
学位授与

大学院修士認定の
適用除外について 0802670 学位の質等を保障するためには、学位の授与に関し

て一定の要件を課すことは必要である。 Ｃ－１ 2151100

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

大学院修士認定の適
用除外について

大学院のサテライ
トキャンパスを設
置する場合に教員
等の移動等を考慮
し、教育研究上支
障がない距離にあ
ることが求められ
ている制限の撤廃

0801540

大学院のサテライトキャンパスの設置については、
一律に一定の距離制限を課すのではなく、教育研究
上の支障の有無を総合的に判断する方向で要件の見
直しを検討中である。

現在検討中とあるが、いつまでに何をするのか、具体的に示さ
れたい。 左記の内容につき、平成１４年度中に大学設置基準を改正することを予定している。 Ｂ－１ Ｂ－１ 1233020 舞鶴市

きょうと舞鶴
港・国際交流
ビジネス特区

社会人対象大学院教
育の一部を行う本校
以外の場所の要件の
緩和

昼間開講の大学院
と夜間開講の大学
院への二重在籍の
緩和

0801940
左記のことから、学生の負担、教育効果等をも勘案
し、同時に二つの大学院に在学するのは適当でない
と考えるが、最終的には各大学の判断である。

Ｄ－１ 1249110 福岡県・
福岡市

福岡アジアビ
ジネス特区
（福岡アジア
ビジネス地
区）

大学院生が夜間開講
している他の大学院
に在籍する制限の緩
和

教育方法の拡大
（起業行為を教育
として認める）

0803190

左記のように、大学院の教育は、授業科目の授業と
論文作成の指導等に対する指導によって行うものと
されているところであるが、その具体的内容は各大
学の創意工夫に委ねられており、ベンチャー企業の
起業等の実践を目的とした授業としたり、起業の実
績についてレポートを書かせるなど特定課題の研究
成果を課すなど多様なものが考えられる。

Ｄ－１ 2015010
浜松ホト
ニクス株
式会社

光産業創成大
学院大学特区

教育方法の拡大（起
業行為を教育として
認める）

大学が大学院を設
置する場合に、学
部の教員と大学院
の教員との兼務を
容認

0800930

連合大学院の研究科の教員は、教育研究上支障を生
じない場合には、当該研究科における教育研究を協
力して行う大学の教員がこれを兼ねることができる
とする方向で検討中である。（平成１４年度中に措
置）

現在検討中とあるが、いつまでに何をするのか、具体的に示さ
れたい。 左記の内容につき、平成１４年度中に大学設置基準を改正することを予定している。 Ｂ－２ Ｂ－２ 1370030 三鷹市 教育改革・知

的創造特区

大学が大学院を設置
する場合に、学部の
教員と大学院の教員
との兼務を容認

連合大学院におけ
る「施設及び設備
の共有」の規制緩
和

0801040

現在、連合大学院について制度化に向けた作業を進
めているところである。その内容は検討中である
が、連合大学院は各大学が連合して一つの大学院研
究科を設置するものであるため、制度導入後におい
ては、当該大学院研究科において施設及び設備の共
用が可能である。

Ｂ－２ Ｂ－２ 1206030 横須賀市
情報フロン
ティア都市特

区

連合大学院における
「施設及び設備の共
有」の規制緩和

連合大学院に関す
る「研究指導期
間」の規制緩和

0801020

現在、連合大学院について制度化に向けた作業を進
めているところである。その内容は検討中である
が、連合大学院は各大学が連合して一つの大学院研
究科を設置するものであるため、制度導入後におい
ては、当該大学院研究科において教育研究を行うこ
とが可能である。（平成１４年度中に措置）

Ｂ－２ Ｂ－２ 1206010 横須賀市
情報フロン
ティア都市特

区

連合大学院に関する
「研究指導期間」の
規制緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

連合大学院に関す
る「取得単位」の
規制緩和

0801030

現在、連合大学院について制度化に向けた作業を進
めているところである。その内容は検討中である
が、連合大学院は各大学が連合して一つの大学院研
究科を設置するものであるため、制度導入後におい
ては、当該大学院研究科において単位の修得が可能
である。（平成１４年度中に措置）

Ｂ－２ Ｂ－２ 1206020 横須賀市
情報フロン
ティア都市特

区

連合大学院に関する
「取得単位」の規制
緩和

国立大学教員等の
監査役兼業の容認 0801700 人事院の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の人事院の制度がある旨の回答で妥当と判断している。 Ｅ 1394040 堺市 国際楽市楽座

特区

国立大学の教員等の
兼業（株式会社等の
監査役）規制の緩和

国立大学教員等の
監査役の勤務時間
内兼業

0801660

特区の趣旨及び性格をふまえた上で、ＴＬＯ及び研
究成果活用企業の役員兼業については勤務時間内兼
業を認めたところであるが、監査役兼業については
地域の特性に応じてその扱いに特例を設けることに
合理的理由がないと考える。なお平成１６年度の国
立大学の法人化後は各大学において判断。（人事院
の回答ご参照）

国立大学法人化以前に措置できるよう検討されたい。 監査役兼業については地域の特性に応じてその扱いに特例を設けることに合理的理由
がないと考えており、法人化前の措置は不可能。 Ｃ－１ 人事院の回答を踏まえ再度検討し回答されたい。

人事院の回答を踏まえ、特区において実施。
（制度所管省庁が人事院であるため、対応方針
においては人事院単独案件として整理。）

Ａ 1180040 京都市 知の創出・活
用特区

国立大学教員等の役
員等の兼業の承認規
定（株式会社等の監
査役）の緩和

国立大学教員等の
勤務時間内役員兼
業の職務専念義務
免除の要件の具体
化

0800510 人事院及び総務省の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の人事院及び総務省の回答で妥当と判断している。具体には当然両省庁と相
談させていただいている。

Ｂ－２
Ｄ－２

1054030 千葉市
環境リサイク
ル・スポーツ

特区

国立大学教員等の時
間内兼業の緩和

0800510 千葉市の提案「１０５４０３０」への回答と同様 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の人事院及び総務省の回答で妥当と判断している。具体には当然両省庁と相
談させていただいている。

1055050 千葉市 中心市街地活
性化特区

国立大学教員等の時
間内兼業の緩和

国立大学教員等の
週４０時間勤務に
縛られない短時間
勤務制の容認

0800540 人事院及び総務省の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の人事院及び総務省の特区及び全国区での規制緩和がすでに要望に対応す
る措置となっているとの趣旨の回答で妥当と判断している。

Ｂ－２
Ｄ－２ Ｃ－１

Ｂ－
２、Ｄ
－２

1378050 東京都
東京湾岸地域
における
経済特区

国立大学教員等の週
４０時間勤務に縛ら
れない短時間勤務制
の容認

0802050 人事院及び総務省の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の人事院及び総務省の特区及び全国区での規制緩和がすでに要望に対応す
る措置となっているとの趣旨の回答で妥当と判断している。

Ｂ－２
Ｄ－２ 1313010 熊本県 環境循環型産

業創出特区

国立大学教員等の週
40時間勤務に縛られ
ない短時間勤務制の
容認（国立大学の教
員等による民間企業
の役員等の兼業の促
進（職務専念義務、
勤務時間内兼業））

0802020 左記制度の現状のとおり兼業が行いやすいよう措置
を図った。

Ｂ－２
Ｄ－２ 1175090 長崎県小

浜町

小浜総合自然
エネルギー特

区

兼業の申請手続きの
簡素化・許可の基準
の緩和

国立大学教員の民
間企業役員兼業に
ついての国立大学
長等による承認

0801330 人事院の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。
制度所管の人事院の現行の規定により実施可能の旨の回答で妥当と判断している。な
お、各国立大学等に対し、兼業許可の手続の迅速化等につき、文部科学省から平成１４
年９月３０日付けで通知を出している。

Ｄ－１ 1298040 岐阜県 ＩＴ特区

国立大学の教員等の
民間企業の役員等の
兼業の際の人事院の
承認要件の緩和

0801330 岐阜県の提案「１２９８０４０」への回答と同様 本件について貴省は主体的関与がないものと解してよいか。
制度所管の人事院の現行の規定により実施可能の旨の回答で妥当と判断している。な
お、各国立大学等に対し、兼業許可の手続の迅速化等につき、文部科学省から平成１４
年９月３０日付けで通知を出している。

1299040 岐阜県 特定成長産業
集積特区

国立大学の教員等の
民間企業の役員等の
兼業の際の人事院の
承認要件の緩和

0802030 人事院の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。
制度所管の人事院の現行の規定により実施可能の旨の回答で妥当と判断している。な
お、各国立大学等に対し、兼業許可の手続の迅速化等につき、文部科学省から平成１４
年９月３０日付けで通知を出している。

1312010 熊本県
先端産業を担
う人材育成特

区

職員の民間企業の役
員等の兼業の際の人
事院の承認要件の緩
和

国立大学教員の民
間企業の役員兼業
の承認要件の緩和

0801180

ＴＬＯ及び研究成果活用企業の役員兼業について
は、大学長に承認権限を委任したり、特区において
勤務時間をさく兼業を認めるよう人事院に措置いた
だいている。平成１６年度より国立大学が非公務員
型の国立大学法人化することとされているので、人
事院の承認そのものが不要となる。また、その際の
要件については各大学で判断することとなる。（人
事院回答ご参照）

国立大学法人化以前に措置できるよう検討されたい。 これまでにできることは人事院に措置いただいているところであり、更なる緩和は困難と
考える。 Ｃ－２ 1446010 長野県 生涯健康都市

形成支援特区

国立大学教員等の民
間企業役員等兼業の
人事院の承認要件の
緩和

0801180 長野県の提案「１４４６０１０」への回答と同様 本件について貴省は主体的関与がないものと解してよいか。 これまでにできることは人事院に措置いただいているところであり、更なる緩和は困難と
考える。

1447010 長野県 テクノリー
ジョン特区

国立大学教員等の民
間企業役員等兼業の
人事院の承認要件の
緩和

国立大学等の任期
付き任用における
給与等の弾力的運
用

0801960

国立大学の法人化によって、教職員の身分は非公務
員となる予定であり、各大学の判断によって任期付
教員の処遇の改善が可能となり、全国的に措置され
ることとなる。

国立大学法人化以前に措置できるよう検討されたい。

常勤の大学教官については、給与法第６条の規定により、任期の有無とは無関係に同
一の棒給表が適用されている。したがって、任期付教官について給与上の特例を講ずる
のであれば、給与法の適用除外等の措置を講ずる必要があると考える。なお、制度所
管庁である人事院が、かかる取扱いを認めるのであれば、歓迎したい。

Ｂ－１ Ｃ－１

人事院からの回答には、「大学教員の人事管理を
全体として統括する立場である文部科学省から具
体的要望があれば、積極的に対応する」とある
が、貴省として具体的な要望があると解してよい
か。

特区制度においては、自治体の要望に対して制
度所管官庁が可否を検討するものであり、当該
提案が制度所管官庁に伝わる前段階で、文部科
学省が勝手な解釈を加えることは、特区制度の
理念に反するものと考える。また、自治体から
の要望をそのまま制度所管官庁である人事院に
伝えるだけであれば、文部科学省が介在する意
味は皆無である。

Ｅ 1249130 福岡県・
福岡市

福岡アジアビ
ジネス特区
（福岡アジア
ビジネス地
区）

国立大学等の任期付
き任用における給与
等の弾力的運用
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

治験専門職員（Ｃ
ＲＣ）のうち、任
期付職員に限定し
て、国家公務員の
定員数から除外

0801690 総務省の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の総務省の対応不可の回答で妥当と判断している。 Ｃ－２
提案者からの意見には、「国立大学病院における
体制整備について、見解を示されたい」とあり、
再度検討し回答されたい。

任期付職員に係る定員を管理の対象から外し、
制限なく増員を可能とするような措置を講じる
ことは行政の膨張につながりかねないことか
ら、国立大学病院における治験専門職員につい
て例外措置を設けることはできない。

Ｃ－１
文部科学省
においては
緩和するこ
とを考えて
いないため

1265010 大阪府
バイオメディ
カル・クラス
ター創成特区

治験専門職員（ＣＲ
Ｃ）のうち、任期付
職員に限定して、国
家公務員の定員数か
ら除外

日時を特定しない
勤務時間内研究成
果活用兼業

0800240
平成１６年度国立大学の法人化後は各大学の判断に
よる。平成１５年度中に実施できない理由について
は人事院提出ペーパーをご参照。

貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 給与減額手続として必要なものであり、文部科学省としては如何ともしがたい。 Ｃ－２ 1315060 山形県 超精密技術集
積特区

国立大学の教員等の
役員の兼業の承認規
定(研究成果活用企
業）の緩和

各種学校の認可要
件（校地・校舎等
の自己所有）の緩
和

0801450

　各種学校規程第１０条第４項において「校地、校
舎その他の施設は、特別の事由があり、かつ、教育
上支障のない場合に限り、その一部は他の学校等の
施設を使用することができる」と規定されており、
校地・校舎その他の施設の一部の借用を認めること
ができる。
　なお、具体的な各種学校の設置認可については各
都道府県の判断による。したがって、現行制度にお
いても校地・校舎等の一部が借用であっても、各種
学校を設置認可することができる。

Ｄ－１ 1153020 浜松市 外国人との地
域共生特区

各種学校を設立する
際の条件の緩和

専修学校設置基準
に関連する通達
（校地・校舎等の
自己所有）の破棄

0801010

　具体的な専修学校の設置認可については各都道府
県の判断による。
　専修学校の設置認可は都道府県の自治事務であ
り、地方の実情に応じ、都道府県が設置認可の具体
的な適用要件を設定することは可能である。
　なお、特別の事由があるときに校地校舎等の借用
を認めることは、過去の通達において、その旨が規
定されている。

Ｅ 1325070 横浜市 交流特区 専修学校の設立要件
の緩和

専修学校の設置主
体の規制の緩和 0802170

　専修学校の設置主体は、学校法人に限られておら
ず、現行制度においても、学校法人以外の者が設置
する専修学校を各都道府県が認可することができ
る。

Ｄ－１ 2099010 個人 教育特区 《学校設置基準の緩
和》

専修学校の高等課
程・専門課程にお
いては、他の専修
学校等の授業科目
の履修を修了に必
要な総授業時数を
２分の１までとす
る制限の撤廃

0802300

専修学校（高等課程・専門課程）において、他の専
修学校等の授業科目の履修（入学前に他の専修学校
等での履修を含む。）を修了に必要な時数の２分の
１以上認めるのであれば、当該専修学校以外の別の
専修学校で学んだほうが効果的となることが想定さ
れることから、当該学校における履修を最低でも２
分の１以上とすることは当該専修学校の課程を修了
したと認定するには妥当な割合である。このため、
特区においても自己の履修が２分の１未満でも自校
の課程を修了したと認定することは困難である。
　なお、専修学校設置基準は当該専修学校の修了に
あたっての規定であり、各医療国家資格の受験資格
となる教育内容とは関連はない。

Ｃ－１ 2161010

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802310

専修学校（高等課程・専門課程）において、他の専
修学校等の授業科目の履修（入学前に他の専修学校
等での履修を含む。）を修了に必要な時数の２分の
１以上認めるのであれば、当該専修学校以外の別の
専修学校で学んだほうが効果的となることが想定さ
れることから、当該学校における履修を2分の１まで
とすることは当該専修学校の課程を修了したと認定
するには妥当な割合である。このため、特区におい
てもこの割合を減らすことは困難である。
　なお、専修学校設置基準は当該専修学校の修了に
あたっての規定であり、各医療国家資格の受験資格
となる教育内容とは関連はない。

2161020

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802320

専修学校（高等課程・専門課程）において、他の専
修学校等の授業科目の履修（入学前に他の専修学校
等での履修を含む。）を修了に必要な時数の２分の
１以上認めるのであれば、当該専修学校以外の別の
専修学校で学んだほうが効果的となることが想定さ
れることから、当該学校における履修を2分の１まで
とすることは当該専修学校の課程を修了したと認定
するには妥当な割合である。このため、特区におい
てもこの割合を減らすことは困難である。
　なお、専修学校設置基準は当該専修学校の修了に
あたっての規定であり、各医療国家資格の受験資格
となる教育内容とは関連はない。

2161030

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802330

専修学校（高等課程・専門課程）において、他の専
修学校等の授業科目の履修（入学前に他の専修学校
等での履修を含む。）を修了に必要な時数の２分の
１以上認めるのであれば、当該専修学校以外の別の
専修学校で学んだほうが効果的となることが想定さ
れることから、当該学校における履修を2分の１まで
とすることは当該専修学校の課程を修了したと認定
するには妥当な割合である。このため、特区におい
てもこの割合を減らすことは困難である。
　なお、専修学校設置基準は当該専修学校の修了に
あたっての規定であり、各医療国家資格の受験資格
となる教育内容とは関連はない。

2161040

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0802340

専修学校（高等課程・専門課程）において、他の専
修学校等の授業科目の履修（入学前に他の専修学校
等での履修を含む。）を修了に必要な時数の２分の
１以上認めるのであれば、当該専修学校以外の別の
専修学校で学んだほうが効果的となることが想定さ
れることから、当該学校における履修を2分の１まで
とすることは当該専修学校の課程を修了したと認定
するには妥当な割合である。このため、特区におい
てもこの割合を減らすことは困難である。
　なお、専修学校設置基準は当該専修学校の修了に
あたっての規定であり、各医療国家資格の受験資格
となる教育内容とは関連はない。

2161050

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

準学校法人の設立
の認可基準（生徒
定数）の引き下げ

0801270 準学校法人の生徒定数の緩和については、平成１５
年度中に検討。

平成１５年度中に検討とあるが、いつまでに何をするのか、具
体的に示されたい。

準学校法人の生徒定数の緩和については、平成１５年夏目途に具体的な内容を検討す
る。そののち、必要であれば平成１５年秋に税制改正要望を行い、平成１６年度以降の
準学校法人の生徒定数の緩和を行うことを目指す。

Ｃ－２ 1452010 長野県
外国籍児童生
徒就学支援特

区

外国籍児童生徒学校
を設置する学校法人
を設立する際の要件
の緩和

準学校法人の認可
要件（基本財産の
自己所有）の緩和

0801280

　通達では、特別の事情があり、かつ、教育上支障
のないことが確実と認められる場合には、基本財産
についても借用を認めることができると規定してい
る。
　なお、具体的な準学校法人の設立認可については
各都道府県の判断による。したがって、現行制度に
おいても基本財産が借用であっても準学校法人の設
立を認可することができる。

Ｄ－１ 1452020 長野県
外国籍児童生
徒就学支援特

区

外国籍児童生徒学校
を設置する学校法人
を設立する際の要件
の緩和

0802190

　特別の事情があり、かつ、教育上支障のないこと
が確実と認められる場合には、基本財産についても
借用を認めることが現行制度においても可能であ
る。
　なお、具体的な準学校法人の設立認可については
各都道府県の判断による。したがって、現行制度に
おいても基本財産が借用であっても準学校法人の設
立を認可することができる。

2099030 個人 教育特区 《現行の施設の活
用》

0801460

　通達では、特別の事情があり、かつ、教育上支障
のないことが確実と認められる場合には、基本財産
についても借用を認めることができると規定してい
る。
　なお、具体的な準学校法人の設立認可については
各都道府県の判断による。したがって、現行制度に
おいても基本財産が借用であっても準学校法人の設
立を認可することができる。

1153020 浜松市 外国人との地
域共生特区

各種学校を設立する
際の条件の緩和

医療国家資格取得
における単位認定
の規制緩和

0802350 厚労省にて案を作成 Ｅ 2161060

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802360 厚労省にて案を作成 2161070

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802370 厚労省にて案を作成 2161080

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802380 厚労省にて案を作成 2161090

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

0802390 厚労省にて案を作成 2161100

株式会社
自立型オ
キナワ経
済発展機
構（ＯＫ
ＩＤＯ）

医療資格特区
医療国家資格取得に
おける単位認定の規
制緩和

公民館長の必置規
定の撤廃 0800480

   民間人を公民館の館長として教育委員会が任命し
て、公民館の管理運営を民間委託することは、地方
自治法の範囲内で現行制度で可能である。ただし、
公民館の公共性の確保のため、館長については、教
育委員会の任命が必要である。

公民館の公共性の確保のために、教育委員会が任命した館長を
必ず置かなければならないことの合理的な理由を示されたい。
提案が実現する方向で、引き続き検討されたい。

  公民館は、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、
もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社
会福祉の増進に寄与することを目的とした公の施設であり、この公共性を担保す
るため、日常の公民館運営に際し、非営利性、政治的中立性、宗教的中立性につ
いて厳格に確保することが必要不可欠。
　　これら公共性の担保に係る判断と責任の所在の明確化の観点から館長の設置
を必置としているものであり、さらに万一公民館において公共性が担保されない
行為が行われた場合を含めて、行政としての責任は教育委員会が担うものである
から、公民館の館長は教育委員会が任命することが必要。

Ｃ－１ 1022010 埼玉県北
本市

公民館住民管
理特区

公民館で行うことが
できる事業の拡大
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

教育委員会の発令
による館長の登用
を伴わない公民館
の管理運営の民間
委託

0801910

   公民館における管理運営の委託に関しては、館長
業務等の基幹的業務以外について、現在でも地方自
治法の範囲内で行われているところ（なお、館長に
ついても、教育委員会の発令を前提に、民間人を登
用することは可能）。今後、総務省により地方自治
法改正案が今通常国会に提出され、成立した場合に
は、委託を受ける主体の範囲及び委託できる範囲が
広がれば、関係法令に基づいた館長を置くことを前
提に、民間に完全委託することを検討。

提案は、教育委員会の発令による館長をおかない民間による公
民館の管理運営であり、なぜ、館長の登用について、教育委員
会が発令する必要があるのか、理由を示されたい。

  公民館は、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって
住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増
進に寄与することを目的とした公の施設であり、この公共性を担保するため、日常の公
民館運営に際し、非営利性、政治的中立性、宗教的中立性について厳格に確保するこ
とが必要不可欠。
　これら公共性の担保に係る判断と責任の所在の明確化の観点から館長の設置を必置
としているものであり、さらに万一公民館において公共性が担保されない行為が行われ
た場合を含めて、行政としての責任は教育委員会が担うものであるから、公民館の館長
は教育委員会が任命することが必要。

Ｄ－１ Ｃ－１

管理運営を民間に委託しても、なお、教育委員会
の発令による館長が必置であることによって、運
営が硬直的になってしまうのではないか。企画実
施に係る館長の権限を含めて委託できないのか、
再度検討し回答されたい。

　 社教法第２７条第２項は、館長が、公民館の
総括責任者として所属職員を監督すると同時
に、自らも各種の事業の企画実施等の事務にあ
たる包括的な権限を規定したものであって、館
長以外の者であっても各種事業の企画実施を行
うことは現行法上可能

Ｄ－１ 1328010 益田市
公民館の管理
運営の民間委
託特区

社会教育法第２１条
第１項市町村の設
置、または第２１条
第２項民間法第３４
条（非常利法人）の
設置者及び第２７条
第１項 職員２８条
教育委員会の任命

公民館で行うこと
のできる事業の拡
大

0800400

  利用上の工夫（例えば、市の共催にする等）など
により、当該行為が特定の者の営利事業を援助する
ものでないと地方公共団体が判断する場合には、公
民館の会議室を面接会場として使用させることも可
能である。

企業が、その企業の事業目的に公民館を使用することは可能な
のか。

　企業がその企業の事業目的に公民館を使用する場合であっても、公民館がその企業
に公民館を使用させる行為が、もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業
に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助することにあたるか否かで使用可否
につき判断されるべきものである。

Ｄ－１ 1045010 川口市 公民館の使用
制限の緩和

社会教育法第２３条
第１項第１号のきて
いにおいて営利団体
が雇用促進を図る活
動を特例としてでき
るようにする。

　 社会教育施設の
財産処分につい
て、承認の手続を
経ることなくコ
ミュニケーション
施設へ移行するこ
とを可能とする。

0800410

  国の補助金の目的が適切に果たされるためには、
処分制限期間を設けることは必要不可欠であり、処
分制限期間内において、他の目的に転用する場合に
は、残存期間に応じた補助金相当額の国庫への納付
等の措置をとることが必要。
  （引き続き検討）

具体的に検討し早急に回答されたい。

　公立社会教育施設整備費補助金により整備された施設の他施設への転用、処分
につき、従前行ってきた社会教育活動が確保され、住民サービスの低下を招くこ
とがないこと等が担保されることを条件に、一定の経過期間を伴わなくとも柔軟
に対応できるよう、「公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の承認等に
ついて」（平成１１年生涯学習政策局長裁定）において見直しを行う。

Ｂ－１ Ｂ－１ 検討内容及び実施時期を明確にされたい。

公立社会教育施設整備費補助金により整備され
た施設の他施設への転用、処分につき、従前
行ってきた社会教育活動が担保されることを条
件に、現行、施設設備後概ね10年以上の経過を
要するとしているものを、一定の経過期間を伴
わなくとも柔軟に対応できるよう、「公立社会
教育施設整備費補助金に係る財産処分の承認に
ついて」（平成11年生涯学習政策局長裁定）の
見直しを平成15年度中に実施する。

1046010 川口市
公民館の他施
設への転用の

緩和

公立社会教育施設整
備補助金に係る財産
処分の承認等につい
ての２の財産処分の
承認の緩和

学校給食センター
の弾力的運用（幼
児の給食調理を可
能とする。）

0800060
学校給食法第５条の２に規定する学校給食の共同調
理場において、学校給食の実施に支障の無い範囲
で、幼児の給食を調理することは可能。

Ｄ－１ 1010010 長沼町 幼児の給食特
区

学校給食センターの
弾力的運用

過疎地域における
学校関連施設にお
ける運営等の規制
の特例及び緩和

0801110 厚労省にて案を作成 Ｅ 1075010 和泉村
過疎地域にお
ける教育、保
育特区

過疎地域における学
校関連施設における
運営等の規制の特例
及び緩和

文化財保護法の現
状変更の制限の緩
和

0800020

常設施設の設置が一律に禁止されているわけではな
い。史跡の現状変更等は、当該行為による遺構への
影響や歴史的景観への影響及び当該行為の必要性等
を専門的見地から総合的に判断の上、史跡の適切な
保存・整備・公開・活用に支障のない範囲で、認め
ているところである。

提案にある「水舞台等」は常設可能と解してよいか。

措置の概要に記載したとおり、史跡の現状変更等は個々の行為について、遺構への影
響や歴史的景観への影響及び当該行為の必要性等を、専門的見地から総合的に判断
した上でその可否を決定しているため、「水舞台等」についても同様に、個別具体的に精
査していく必要がある。

Ｅ 1058010 函館市
特別史跡五稜
郭跡の観光活
用特区

特別史跡五稜郭跡内
における、文化財保
護法の現状変更の制
限の緩和

0801680

提案書記載の現状変更が一律に禁止されているわけ
ではない。史跡の現状変更等は、当該行為による遺
構への影響や歴史的景観への影響及び当該行為の必
要性等を専門的見地から総合的に判断の上、史跡の
適切な保存・整備・公開・活用に支障のない範囲
で、認めているところである。

1144010 向日市
長岡宮跡史跡
指定地活用特

区

史跡名勝天然記念物
の現状変更等の規制
の緩和

国有財産法の行政
財産処分等の制限
の緩和

0800030

本件国有財産については、現行制度においても、国
が行政目的に利用していない財産であれば、売払い
又は貸付け等によって地方公共団体又はNPO法人等に
活用していただくことが可能です。また、行政目的
に利用している財産であっても、必要な場合に、当
該財産をその用途又は目的を妨げない限度において
使用いただくことについて、国有財産法が支障とな
ることはありません。

提案にあるＮＰＯ法人については対象となるのか。 措置の概要に記載したとおり、当該NPO法人に対して使用させることができる。 Ｄ－１ 1058020 函館市
特別史跡五稜
郭跡の観光活
用特区

特別史跡五稜郭跡内
における、国有財産
法の行政財産処分等
の制限の緩和

文化財に関する書
類等の提出につい
て，都道府県教育
委員会経由から市
町村教育委員会経
由への移行

0801610

書類経由の手続変更は、規制措置の特例により地域
の活性化を図り国民経済の発展に寄与することを目
的とする特区制度に馴染まないものと考える。な
お、重要文化財の所在の変更等、文化財に関する情
報を都道府県単位で広域的に把握・管理し、都道府
県下の市町村の状況も踏まえつつ、所有者等に適切
な助言等ができるようにする必要があることから、
都道府県教育委員会を経由することは不可欠であ
る。また、都道府県教育委員会は、文化財保護に関
する権限を委譲されており、書類の経由及び意見具
申により、都道府県が関与することは、適切な文化
財保護を図る上で不可欠である。

「手続の簡素化」により地域特性が発揮されることはまさに特
区制度の趣旨に合ったものであり、提案について具体的に検討
し回答されたい。

重要文化財の所在の変更等、文化財に関する情報を都道府県単位で広域的に把握・管
理し、都道府県下の市町村の状況も踏まえつつ、所有者等に適切な助言等ができるよう
にする必要があることから、都道府県教育委員会を経由することは不可欠である。また、
都道府県教育委員会は、文化財保護に関する権限を委譲されており、書類の経由及び
意見具申により、都道府県が関与することは、適切な文化財保護を図る上で不可欠であ
る。

Ｃ Ｃ－１ 1179080 京都市 国際文化観光
特区

文化財に関する書類
等の提出について，
都道府県教育委員会
経由から市町村教育
委員会経由への移行

文化財保護法99条
に規定されている
政令市に委任でき
る文化庁長官の権
限に属する事務の
範囲の拡大

0801620

権限委譲は、事務処理の主体を変更するものであっ
て、規制の緩和とは性格を異にするものである。ま
た、規制措置の特例により地域の活性化を図り国民
経済の発展に資することを目的とする特区制度に馴
染まないものと考える。なお、重要文化財等の管
理、修理等に関しては、一度文化財としての価値が
損なわれてしまうと取り返しがつかなくなるため、
国において責任をもって行う必要があるところ、地
方公共団体の判断に委ねた方が効率的・効果的な執
行が図られるものについて、個別の業務ごとに検討
した上で権限委譲を行っているものである。

「権限委譲」により地域特性が発揮されることはまさに特区制
度の趣旨に合ったものであり、提案について具体的に検討し回
答されたい。

重要文化財等の管理、修理等に関しては、一度文化財としての価値が損なわれてしまう
と取り返しがつかなくなるため、国において責任をもって行う必要があるところ、地方公
共団体の判断に委ねた方が効率的・効果的な執行が図られるものについて、個別の業
務ごとに検討した上で権限委譲を行っているものである。

Ｃ Ｃ－１ 1179090 京都市 国際文化観光
特区

文化財保護法99条に
規定されている政令
市に委任できる文化
庁長官の権限に属す
る事務の範囲の拡大
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

著作者不明の著作
物の利用範囲の拡
大と添付書類の軽
減など手続の簡素
化

0801920

・著作権は「私権」であり、「規制」ではない。
・権利者の意思を無視して、公表等されていない著
作物の無断利用や著作権者との連絡に相当な努力を
しない者に対する著作物の無断利用を可能とするこ
とは、WTO協定等の国際条約に違反することとなる。
（なお、公表等するかどうかは、権利者自身が判断
するものであり、利用者が判断すべきものではな
い。）

Ｅ 1211010 岡山県 ＩＴ特区

著作者不明の著作物
の利用範囲の拡大と
添付書類の軽減など
手続の簡素化

文化財保護を目的
とした地域振興に
関する規制の緩和

0805730
本提案は、当該地域における文化財の保護を行うよ
う求めるものであり、規制の特例措置を求める提案
ではない。

Ｆ 2140010

比婆山の
ロマンを
探求する
会

イザナミ
特区

文化財保護を目的と
した地域振興に関す
る規制の緩和

国立大学の施設の
公益性の高いＮＰ
Ｏ法人等への無償
貸与

0800230

・本来行政財産の使用に当たっては、財政法第９条
の規定により原則として適性な対価を徴収しなけれ
ばならないこととされているところ、研究交流を促
進する見地から同法の特例措置として減額使用が認
められているものであり、その減額の割合を大きく
することについては、実質上利用対象者に対する財
政措置に当たるため、特区制度の対象とならない。

ＮＰＯ法人や中小企業の支援機関(商工会議所、企業振興公
社）等公益性の高い団体について廉価使用の割会を大きくする
ことは可能か。

　廉価使用の減額割合を大きくすることは、実質上利用対象者に対する財政措置に当た
るため、公共性等その対象機関の性質如何に関わらず、財政措置は対象としないする
構造改革特区において措置することは困難である。

Ｆ Ｃ Ｆ 1315040 山形県 超精密技術集
積特区

国立大学の施設の公
益性の高いＮＰＯ法
人等への無償貸与

国立大学施設の民
間企業による廉価
使用の要件（時価
の５割以下）の緩
和

0801190

・本来行政財産の使用に当たっては、財政法第９条
の規定により原則として適性な対価を徴収しなけれ
ばならないこととされているところ、研究交流を促
進する見地から同法の特例措置として減額使用が認
められているものであり、その減額の割合を大きく
することについては、実質上利用対象者に対する財
政措置に当たるため、特区制度の対象とならない。

Ｃ Ｆ 1447020 長野県 テクノリー
ジョン特区

国立大学施設の民間
企業による廉価使用
の要件（時価の５割
以下）の緩和・手続
の簡素化

国立大学施設の民
間企業による廉価
使用の要件（時価
の５割以下）の撤
廃、緩和

0802000

・本来行政財産の使用に当たっては、財政法第９条
の規定により原則として適性な対価を徴収しなけれ
ばならないこととされているところ、研究交流を促
進する見地から同法の特例措置として減額使用が認
められているものであり、その減額の割合を大きく
することについては、実質上利用対象者に対する財
政措置に当たるため、特区制度の対象とならない。

提案には、一律の上限を設けずに、例えば特に有益と認められ
る研究については期間を限定して全額免除とするなど、個別の
事情により柔軟に対応したいとあるが、これについて具体的に
検討し回答されたい。

　廉価使用の減額割合を大きくすることは、実質上利用対象者に対する財政措置に当た
るため、研究内容の重要性等対象となる研究の性質如何に関わらず、財政措置は対象
としないする構造改革特区において措置することは困難である。

Ｆ Ｃ Ｆ 1197100 北九州市 北九州市国際
物流特区

国立大学の施設の民
間企業による廉価使
用の要件（時価の５
割以内）の緩和・手
続きの簡素化

0801670

・本来行政財産の使用に当たっては、財政法第９条
の規定により原則として適性な対価を徴収しなけれ
ばならないこととされているところ、研究交流を促
進する見地から同法の特例措置として減額使用が認
められているものであり、その減額の割合を大きく
することについては、実質上利用対象者に対する財
政措置に当たるため、特区制度の対象とならない。

提案は、各大学の判断で使用対価を決定し，最先端の研究施設
をより安価に利用できるようにするというものであり、これに
ついて具体的に検討し回答されたい。

　廉価使用の減額割合を大きくすることは、実質上利用対象者に対する財政措置に当た
るため、財政措置は対象としないする構造改革特区において措置することは困難であ
る。

Ｆ 1180050 京都市 知の創出・活
用特区

国立大学の施設の民
間企業による廉価使
用の要件（時価の５
割以内）の緩和・手
続の簡素化

国立大学の施設・
敷地等の民間企業
による廉価使用の
要件の緩和（廉価
使用の対象範囲の
拡大）

0801310

①土地の廉価使用の対象範囲について：第１次要望
を受けた構造改革特別区域法における研究交流促進
法の特例措置により、土地の廉価使用の対象となる
範囲については、従前の共同研究施設に加え、国の
研究成果を活用する研究を行う施設等にまで拡大済
み。但し、国有財産法の規定との関係（行政財産へ
の私権の設定不可・転貸の禁止）により当該施設に
おいて施設設置者自らが研究を行うことが条件とな
る。
②減額の割合を大きくすることについて：当該規定
は、本来行政財産の使用に当たっては、財政法第９
条の規定により原則として適性な対価を徴収しなけ
ればならないこととされているところ、研究交流を
促進する見地から同法の特例措置として減額使用が
認められているものであり、その減額の割合を大き
くすることについては、実質上利用対象者に対する
財政措置に当たるため、特区制度の対象とならな
い。

施設設置者自らが大学との共同研究者でなければ敷地の廉価使
用が出来ないとあるが、提案にあるように、地方公共団体が国
立大学敷地を利用し、キャンパス内インキュベーション施設を
設置ような場合でも、廉価使用を認めるべきではないか。

　ご指摘の地方公共団体が国立大学の敷地を利用したキャンパス内インキュベー
ション施設に関しては、特区第１次提案に対応して研究交流促進法の対象となる
範囲を拡大したことにより、大学との共同研究のみならず大学の研究成果を活用
する研究等を行うインキュベーション施設を整備する場合も廉価使用の対象とな
る。

Ｆ Ｄ－１ Ｄ－２ 1335010 長野市

BI(ビジネス
インキュベー
ション）推進

特区

国立大学の施設・敷
地等の民間企業によ
る廉価使用の要件の
緩和

国立大学の施設・
敷地等の民間企業
による使用の手続
きの簡素化（行政
財産の使用・収益
の許可要件の緩和
（適用事業の拡
大）

0801950

現行の「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合
の取扱の基準（蔵管第１号大蔵省管財局長通知）」
において対応可能。この場合、国立大学において使
用を認めることが教育研究上支障がないと判断する
ことが必要。

提案には、現在検討中の規制緩和において「産学官連携を促進
する活動」だけでなく「研究開発の支援とそれに伴う事務処理
の効率化を図る活動」も対象にしてほしいとあるが、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

本件については現行の「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準（蔵
管第１号大蔵省管財局長通知）」により対応可能。 Ｄ－１ 1249120 福岡県・

福岡市

福岡アジアビ
ジネス特区
（福岡アジア
ビジネス地
区）

国立大学の施設・敷
地等の民間企業によ
る使用の手続きの簡
素化（行政財産の使
用・収益の許可要件

国立大学の施設・
敷地等の民間企業
による使用の手続
きの簡素化（行政
財産の使用・収益
の許可要件の緩和
（適用対象者の拡
大）

0801980

学生・教官は所属する国立大学で研究を行ってお
り、その研究に関連して起業化し国立大学の施設を
使用することは現行制度上可能。また、国立大学の
研究成果等の社会還元の観点からその成果等を活用
した起業者による使用がなされるものであり、国立
大学の研究等に関連しない起業者に使用させること
は国立大学施設の整備目的や使用を認める目的から
みて不適当。

提案にあるように、当該大学に在学している学生・教官につい
ては、当該大学等の研究成果に係らないものであっても当該大
学内で起業化活動を可能としても、国有財産法上の用途・目的
を妨げないと考えられる。再度具体的に検討し回答されたい。

国立大学施設の設置目的は教育・研究のためであり、大学の研究成果を活用した起業
者が使用しうるのは大学の研究成果の社会還元がなされるためである。学生・教官とい
う理由だけで研究に関連しない行為を認めることは、学生・教官以外の第３者にも使用
を認めることとなり、また、研究に関連しない使用は本来の国立大学施設の設置目的や
大学の研究成果の社会還元の目的に合致しない。しかしながら、具体的な提案が産学
官連携を促進する活動や大学の職員や学生のための福利厚生に資するものである場
合、国立大学が教育・研究上支障がないと認めるときは使用可能である。

Ｃ－１ 1251010 福岡県・
飯塚市

福岡アジアビ
ジネス特区
（飯塚アジア
ＩＴ地区）

国立大学等の施設内
で事業を行う者に対
する要件の緩和

国立大学の施設･敷
地等の民間企業に
よる使用の手続き
の簡素化（行政財
産の使用･収益の許
可要件）（整備可
能な施設の拡大）

0805820

産学官連携を促進する活動を行う場合には国立大学
の敷地や施設を使用することを可能とする予定。こ
の場合において、国立大学が使用を認めることが教
育研究上が支障がないと判断したときは、提案のよ
うな大学の研究成果などを活用するインキュベー
ション施設等の整備は可能。

Ｄ－２ 2188010 北海道経
済連合会

産学官連携促
進特区

国立大学の施設･敷
地等の民間企業によ
る使用の手続きの簡
素化（行政財産の使
用･収益の許可要
件）

SPring-８の産業利
用促進のための民
間参入の拡大

0801810

現行制度においても、SPring-8への民間参入は可能
であるが、それに係る具体的な規程等の整備として
（財）高輝度光科学研究センターの内規の整備が必
要であり、これに関しては、当該財団法人が決定す
べきである。

Ｄ－１ 1219040

兵庫県、
新宮町、
上郡町、
三日月町

先端光科学技
術特区

SPring-８の産業利
用促進のための民間
参入の拡大
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

ＴＬＯに係る承認
の弾力化（承認か
ら届出への移行）

0801780

ＴＬＯ事業はＴＬＯ法による承認を受けることな
く、事業者の判断で自由に実施できるところ。現行
の承認制度がＴＬＯ事業を行うにあたっての参入障
壁となっている事実はない。
なお、右項目の「現状（制度）の問題点」に挙げら
れている承認ＴＬＯに係る特例の内容は、補助金等
の「従来型の財政措置」を指すものであり、当該特
例を受け易くするために（参入障壁となっていな
い）承認行為を届出に改めるという要望は、特区制
度の対象とならない。

Ｅ 1305050 神戸市 先端医療産業
特区

　（第1次提案）大
学発バイオベン
チャーの育成を支援
するための承認ＴＬ
Ｏ認定の弾力化

人工衛星打上サー
ビス用インフラの
廉価での利用

0803380

　打上げサービス用インフラ（ロケット・衛星の組
立・試験施設・設備及びそれらに付随する施設・設
備）の供用は、安全の確保等に重大な支障をきたさ
ない限り可能である。
　なお、施設及び設備が利用に供される際の使用料
の設定は、機構の裁量に任されるものである。

Ｄ－１ 2137070 宇宙開発
事業団 宇宙開発特区

人工衛星打上サービ
ス用インフラの廉価
での利用

短寿命放射性同位
元素廃棄物の「放
射性同位元素等に
よる放射線障害の
防止に関する法
律」適用除外によ
る規制緩和

0800170

陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ）による診断等で用い
られる短半減期放射性核種のみを含む廃棄物につい
ては、原子力安全委員会、放射線審議会に技術的事
項を諮った上で、平成１５年度中に放射線障害防止
法施行規則を改正し、放射性廃棄物としての適用を
除外できるよう対応する。

B-1 Ｂ－１ 1195010 仙台市 国際知的産業
特区

短寿命放射性同位元
素廃棄物の『放射性
同位元素等による放
射線障害の防止に関
する法律』適用除外
化

任期付研究員（若
手研究員型）の任
期延長

0801800 人事院の回答に同じ 貴省は本件について主体的な関与がないものと解して良いか。 制度所管の人事院の現行の規定により実施可能の旨の回答で妥当と判断している。 Ｃ－１ Ｄ－１ 1219030

兵庫県、
新宮町、
上郡町、
三日月町

先端光科学技
術特区

任期付研究員（若手
研究員型）の任期延
長

私学助成の適用の
拡大 0800390 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の

拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助起因が嵩上げされたり税の減免がなさ
れるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関
するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ Ｃ－１

提案者から、「教育の機会均等の見地から、児童生徒とそ
の保護者は、より質の高い教育を選択する権利があり、そ
れを満足するためには、既存の私学はもちろん、新しい学
校の設置・運営に関して、財政的配慮は欠かせないため、
単に国庫負担の対象範囲を広げ財政支出をともなうもので
はない。」との意見があり、また、「私学通学者、公立学
校通学者に対し株式会社立学校が著しく費用負担を強いら
れることなく、また該当学校の経営の継続性の面から求め
ているものであり、いわゆるイコールフッティングの考え
方として大幅な補助金の増額などにはつながらず、特区の
趣旨とも合致する」との意見がある。学校教育法上の学校
と同じように、今回認められる「学校」についても、設置
基準も設け、同じ規律に基づいて同じ「教育」という行為
をするのであり、新しいタイプの学校に助成をすること
は、まさしく、規制によって参入を認められなかった主体
が認められた場合に、従来認められている者とのイコール
フッティングとして整理されるべきものであり、主体が違
うことにより補助金に格差をつけるべきではないと考え
る。再度具体的に検討し回答されたい。

　これまで回答しているとおり、特区内に設置
された「学校」について補助金を拠出するとい
うことは、まさに「従来型の財政措置」であ
り、特区制度の対象とするのは適切でないと考
えている。

Ｆ 1200070 群馬県太
田市

太田外国語教
育特区

学校起業者による特
区学校への私立学校
振興助成法の適用

0805880 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置され
る学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特区となること
で単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされるという「従来型
の財政措置」とは異なる制度上の問題に関するものである。このよう
な観点から、提案者の趣旨を実現できないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2060010
全国ろう
児をもつ
親の会

新設する私立聾学校
等に対する私立学校
振興助成法適用要件
の緩和

0800720 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 1229070 東京都台
東区

台東バイリン
ガルスクール

特区

私学助成に関する条
件の緩和

0801220 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 1449030 長野県
新しい学校経
営主体認可特

区

学校を設立運営する
株式会社等を私立学
校振興助成法の対象
に追加

0802080 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2101020 株式会社
東進

公設民営型
英才幼保園

《私学助成金の適用
対象の拡大》

0802130 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2029040 個人 地域の中の日
本語学校

補助金交付の制限緩
和（学生に対する補
助金）

0802140
現行制度において国の補助対象となっていないもの
に対して補助を講じることを要望するものであり、
特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2029050 個人 地域の中の日
本語学校

補助金交付の制限緩
和（日本語学校の経
常的経費についての
補助）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0802210 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2100020 個人 国際教育開発
特区

私学助成金の適用対
象の拡大

0802260 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2102020

特定非営
利活動法
人　アジ
ア教育開
発研究所

公設民営型イ
ンターナショ
ナルスクール
（国際教育開
発特区）

私学助成金の適用対
象の拡大

0802410 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2082020 株式会社
秀学 教育特区

「学校事業者による
学校」への私学助成
金の摘要

0802550 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2105060
株式会社
ﾍﾞﾈｯｾ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

バイリンガ
ル・IT教育特

区

株式会社が運営する
学校についての私立
学校振興法の適用

0802560 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2037010 （株）向
学社 教育特区 私学助成金の適用拡

大

0802960 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2178040
デジタル
ハリウッ
ド

（つくば・東
海・知的特
区）

私学助成制度の緩和

0803040 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2079020 厚木ゼミナール

教育特区
「自然科学体
験を活用した
小・中一貫校
の設置・運
営」

「学校事業者」に私
学助成金の交付を適
用

0803130 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2080020
藤原学園
実験教育
研究所

教育特区
「理科実験体
験教育を重点
をおく小・中
一貫校設置・
運営」

「学校事業者」に私
学助成金の交付を適
用

0803210 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2081020 武蔵丘学院

教育特区
「自然科学・
社会体験教育
を重点に据え
た小・中一貫
校設置・運
営」

「学校事業者」に私
学助成金の交付を適
用

0803480 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2045060
NPO法人ラ
イナスの
会

要配慮時及び
不登校児童生
徒の学校特区

私立学校振興助成法
の特例

0803620 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2112090

NPO法人
京都教育
文化研究
所

教育改革
特区

学校事業者による特
区学校における私立
学校振興助成法の適
用

0803790 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2131020
ＮＰＯ法
人楠の木
学園

ＮＰＯ法人学
校特区

私学助成に関する条
件の緩和

0804040 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2139090

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校
特区

「学校事業者による
学校」への私学助成
金の適用
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

0804440 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2057070

特定非営
利活動法
人どんぐ
り向方塾
（むかが
たじゅ
く）

地域と一体化
したプロジェ
クト教育推進
学校特区

私立学校振興助成法
の対象を拡大

0804640 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2109010
特定非営
利活動法
人日中

中国語学校特
区

中国語教育を主とし
た小中学校の一貫教
育校の設置

0804890 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2087100

横浜に
シュタイ
ナー学園
をつくる
会

NPO法人学校
特区

私学助成に関する条
件の緩和

0804990 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2047070

小川に手
作りの学
校をつく
る会

子どもと地域
全体で育ちあ
う学校教育特

区

私立学校振興助成法
の対象を拡大

0805300 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2051070

大岡にあ
たらしい
学校をつ
くる会

地域と共につ
くる学校教育

特区

私立学校振興助成法
の対象を拡大

0804060 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

Ｆ 2139110

特定非営
利活動法
人21世紀
教育研究
所

学校法人立以
外の私立学校

特区

私立学校振興助成法
における学校事業者
による学校の定義

0802970 私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の
拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の
財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

2178050
デジタル
ハリウッ
ド

（つくば・東
海・知的特
区）

学校法人会計基準の
緩和

0802700
補助金は申請にもとづき交付されるものであり、そ
もそも規制ではなく、これを廃止することは、特区
制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　補助金は申請に基づき交付されるものであることから、そもそも規制ではなく、これを
廃止することは特区制度の趣旨を何ら反映しないだけではなく、逆に特区に指定される
ことにより、その特区内の既存の学校が、特区外の学校に比して著しい不利益を被るこ
ととなるような措置は、特区制度の趣旨になじまない。

Ｅ 2151130

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

私学助成金の適用除
外について

0802830
補助金は申請にもとづき交付されるものであり、そ
もそも規制ではなく、これを廃止することは、特区
制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　補助金は申請に基づき交付されるものであることから、そもそも規制ではなく、これを
廃止することは特区制度の趣旨を何ら反映しないだけではなく、逆に特区に指定される
ことにより、その特区内の既存の学校が、特区外の学校に比して著しい不利益を被るこ
ととなるような措置は、特区制度の趣旨になじまない。

Ｅ 2152110

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

私学助成金の適用除
外について

バウチャー制度の
導入 0802920 新たな財政支出を求めるものであり、特区制度の対

象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置
される学校とのイコールフッティングを求めるものであり、特
区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされ
るという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関す
るものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現でき
ないか回答されたい。

　本提案にあるような土曜日に行われる教育について、国は財政負担をしておらず、こ
れを認めることは、新たな財政支出を求めるものであり、特区の趣旨に反する。

Ｆ Ｃ－１ Ｆ 2182010

ケイエス
ケイ進学
塾株式会
社

亀山土曜学校
公立学校に関する施
設、設備等の使用条
件の規制緩和

私学助成の特例
（準学校法人） 0802180

準学校法人としての認可を受ければ、補助の対象と
なる場合があるが、特区においては国からの財政措
置を行わないことが原則である。

Ｄ－１ 2099020 個人 教育特区 《私学助成金の適
用》

公立学校をＰＦＩ
で整備した場合の
国庫補助対象の拡
大

0800040 本提案は、国庫補助対象の拡大を求めるものである
ことから、特区制度の対象とはならない。 Ｆ 1463010 留萌市 PFI推進特区

民間が実施する公共
建築物への補助制限
の緩和

公立小学校から私
立中学校への公的
資金による進学

0803350 新たな財政措置を伴うものであり、特区制度の対象
とはならない。 Ｆ 2114010

学校法人
緑ヶ丘学
院

中学校教育の
私学委託制度

公立小から私立中に
公的資金で進学でき
る

0803350 学校法人緑ヶ丘学院からの提案「2114010」への回答
と同様

提案は、区域を市内の私立中学の指定ができるようにするとう
ものであり、具体的に検討し回答されたい。

　提案の趣旨は、私立中学校へ公的資金により進学できることを目的とするものであり、
新たな財政措置を求めるものであるため、特区の趣旨に反する。

2114020
学校法人
緑ヶ丘学
院

中学校教育の
私学委託制度

公立小から私立中に
公的資金で進学でき
る
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

国有財産法におい
て大学、病院、官
舎、公園などに保
育所を設ける場合
の国有財産の使途
制限の緩和

0803010 財務省記載のとおり Ｄ－１ 2190060

（株）ポ
ビンズ
コーポ
レーショ
ン

保育特区

・国有財産法におい
て大学、病院、官
舎、公園などに保育
所を設ける場合の国
有財産の使途制限の
緩和

施設整備費補助の
特例 0800610

現行制度において国の補助対象となっていないもの
に対して補助を講じることを要望するものであり、
特区制度の対象とならない。

Ｆ 1346010 港区

豊かな都心居
住と子育て活
動を支えるす
こやか特区

幼保一元化施設設置
のための新しい制度
の創設

0801480
現行制度において国の補助対象となっていないもの
に対して補助を講じることを要望するものであり、
特区制度の対象とならない。

1406010 掛川市
保育一元・幼
保一元化
特区

幼稚園及び保育園施
設整備補助金交付対
象者の拡大

民間企業が幼稚園
における預かり保
育を行う際の運営
費国庫補助金の特
例

0800890 （厚生労働省から回答） Ｅ 1202050 足立区
生活創造特区
（教育・雇用
分野）

民間企業が幼稚園に
おける預かり保育を
行う際の運営費国庫
補助金の特例

就学義務の適用除
外（代替教育切符
制度の導入）

0805840 国庫負担の対象範囲を広げることは、新たな財政支
出を伴い、特区制度の対象とならない。 Ｆ 2064030 未来資産

研究会

1条校に就学
しない児童・
生徒を対象と
した代替教育
のための教育
切符制度

1条校就学を代替す
る義務教育における
無償の適用

学校教育法第１条
に規定する「学
校」の範囲の拡大
（インターナショ
ナルスクールを学
校とみなす等）

0801630

　特区において税制上の措置を講じる提案は、特区
制度の対象とならない。
　１５年度税制改正においては、一定のインターナ
ショナルスクールの設置を主たる目的とする学校法
人又は準学校法人を特定公益増進法人の範囲に加え
ることとされているところである。
　これは、研究者・技術者等の海外からの優秀な人
材の受入の拡大、外国からの国内投資の促進を図る
等の観点から税制改正要望を行い、講じられること
とされているものである。

Ｆ 1180010 京都市 知の創出・活
用特区

学校教育法第１条
「学校」の範囲の拡
大（インターナショ
ナルスクールを「学
校」とみなす等）

行政財産の処分制
限の適用除外につ
いて

0802710
本来必要な国庫納付金を免除することは、追加の財
政支援を行うに等しく、特区制度の対象とならな
い。

Ｆ 2151150

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

次世代大学特
区

行政財産の処分制限
の適用除外について

0802840
本来必要な国庫納付金を免除することは、追加の財
政支援を行うに等しく、特区制度の対象とならな
い。

2152130

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

ビジネス・ハ
イスクール設
置特区

行政財産の処分制限
の適用除外について

0803750
本来必要な国庫納付金を免除することは、追加の財
政支援を行うに等しく、特区制度の対象とならな
い。

2174050

NPO法人東
京シュタ
イナー
シューレ

NPO法人教育
施設公設民営
型学校化特区

ＮＰＯ法人による公
教育補完施設として
の廃校舎使用に関す
る特例

有料老人ホーム、
ショートステイ、
グループホーム、
デイサービス等の
規制を緩和し、高
齢者介護及び高齢
者の健康増進を図
るため、小・中学
校校舎及び公民
館・集会所等の空
教室・空スペース
を社団法人が廉価
に使用できるよう
規制を緩和する。

0803420

   公民館の使用する際に徴する料金については、地
方自治法により各地方公共団体が条例で定めること
となっているところ。
なお、公民館を老人ホーム等に転用する場合、その
公民館が「公立社会教育施設整備費補助金」を受け
て建築されているのであれば、財産処分の対象とな
るため、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）に
基づく手続きが必要となる。

Ｄ－１ 2156020
社団法人
福島県建
設業協会

有料老人ホー
ム、ショート
ステイ、グ
ループホー
ム、デイサー
ビス等の規制
を緩和し、高
齢者介護及び
高齢者の健康
増進を図るた
め、小・中学
校校舎及び公
民館・集会所
等の空教室・
空スペースを
社団法人が廉
価に使用でき
るよう規制を
緩和する特区

福祉施設として小・
中校舎等の空スペー
スを活用する条件の
緩和

１０万人の学生を
教育し仕事ができ
るプロに育てる大
学の設置認可

0803680

私立大学の設置に際しては，学校教育法及び私立学
校法の規定に基づき，大学の設置計画及び寄附行為
について，それぞれの基準に適合している場合に認
可される。

Ｄ－１ 2005130

ＮＰＯ法
人申請中
Ｉ・Ｈ・
Ｈ・Ｓグ
ループ

１０万人の
E・F・Aの学
校の開校

１０万人のE・F・
A：は、仕事ができ
る要員の育成の機関
の認可がほしい

日本語教育機関の
設置対象の緩和 0802100

当該要件は（財）日本語教育振興協会が定めている
ものであり、行政機関による規制ではない。なお、
外国人留学生、就学生を対象とした日本語教育機関
の審査・認定等を行っている（財）日本語教育振興
協会では、学校法人であることを日本語教育機関の
設立の要件としていない。（法務省作成のものと同
様）

Ｅ 2029010 個人 地域の中の日
本語学校

新規日本語学校の設
置基準の緩和（非学
校法人の認定）
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文部科学省（再々検討要請回答）

特例事項 管理コード 措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革

特区推進室からの再検討要請
各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

措置の分類
（再々検討要

請時）

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答
「措置の分

類」の再見直
し

提案事項コー
ド

提案主体名 特区構想名 規制の特例事項（事項
名）

日本語教育機関の
設置基準の緩和等 0802120

当該要件は（財）日本語教育振興協会が定めている
ものであり、行政機関による規制ではない。（法務
省作成のものと同様）

Ｃ－１ 2029030 個人 地域の中の日
本語学校

日本語学校設置を目
的とした学校を設立
する際の申請手続き
の簡素化（認定許可
にかかる期間の短
縮）

0802980
当該要件は（財）日本語教育振興協会が定めている
ものであり、行政機関による規制ではない。（法務
省作成のものと同様）

2153010 ㈱ウィン 教育関連特区
日本語教育施設の運
営に関する基準の緩
和

中心市街地の指定
要件の緩和 0800600 経済産業省にて案を作成 Ｐ Ｅ 1356020 東京都中

央区 商業振興特区 中心市街地の指定要件の緩和

随意契約により国
有特許を譲渡等が
できる企業の範囲
の拡大

0805850 関係省庁から文部科学省を削除するよう調整中 Ｐ Ｅ 1315010 山形県 超精密技術集
積特区

随意契約により国有
特許を譲渡等ができ
る企業の範囲の拡大
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